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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会宣告 

○議長（堀江昭二君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから平成19年第２回伊豆市議会定例会を開会いたします。 

 

◎開議宣告 

○議長（堀江昭二君） ただいまの出席議員は23名であります。定足数に達しておりますので、

会議は成立しました。直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（堀江昭二君） 議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下関係職

員の出席を求めましたので、ご報告を申し上げます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（堀江昭二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。19番、関邦夫議員、20番、

小野忠宏議員を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長（堀江昭二君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から６月21日までの14日間としたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から６月21日までの14日間と決定いたしました。 

 

◎諸般の報告 

○議長（堀江昭二君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

まず最初に、小森勝彦議員は、公職選挙法第90条の規定により、３月30日付けで伊豆市議

会議員を退職されました。これにより、４月13日福祉文教委員会が開催され、委員会条例第

８条第１項の規定により、副委員長の互選を行いました。その結果、木村建一議員が福祉文

教委員会副委員長に選出されました。 

次に、同じく欠員となりました、行政改革特別委員会委員の選任ですが、閉会中でありま
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したので、委員会条例第７条の規定により、福祉文教委員会の意見を聞き、飯田正志議員を

同日、指名しましたので報告いたします。 

次に、地方自治法第243条の３第２項に基づく、市の出資法人である伊豆市振興公社の経

営状況の公表につきましては、書類をお手元に配付しましたのでご覧いただきたいと思います。 

なお、これに対する説明及び質疑については、この後の全員協議会において行います。 

次に、遠距離通学費補助制度の見直しを求める請願の処理の経過及び結果の報告が教育委

員会より提出されておりますので、その写しを配布してあります。ご覧いただきたいと思い

ます。 

次に、監査委員より、法に基づく例月出納検査結果報告につきましては、特に指摘事項は

ありませんでした。 

その他の議長の会議・出張等につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎行政報告 

○議長（堀江昭二君） 日程第４、行政報告を行います。 

これを許します。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） おはようございます。 

平成19年６月議会に先立ち、関係する諸議案を提出するとともに、行政報告を申し上げ、

議員各位を初めとする、市民の皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

先に行われました全国市長会では、地方分権改革推進に当たっての基本的な考え方が示さ

れました。 

その中には、基本原則として５項目が挙げられており、まず第１に基礎自治体優先、第２

に明快・簡素・効率の良い自治、第３は自由と責任、自立と連帯、第４は受益と負担の明確

化、第５に透明性の向上と住民本位の行政を目指す旨の方向性が打ち出されました。 

いま、国及び地方の自治が大きく変わろうとしております。このような時こそ、混迷する

世相、変化する社会の中にチャンス有りと申します。皆様方におかれましても、政治・行政

の舵取りの妙を尽くす時と、ご期待申し上げますと共に、ぜひ、本議会が伊豆市にとって実

り多きことを祈念いたします。 

さて、この大きな変革のうねりの中で、伊豆市においては、市立柏久保保育園を民営化す

るための移管先を募集しましたところ３社から申し出があり、移管法人選定基準により選定

委員会に諮り審査の後、今月末を目安に絞り込みの作業を行い、平成20年度からの民営化を

目指します。 

ここで、伊豆市清掃センター・し尿処理施設で生産しております、し尿汚泥肥料から許容

量を超える水銀が検出されたことにつきまして、ご報告いたします。 
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当施設の処分後の汚泥肥料は、平成12年10月１日付で肥料登録をし、３年ごとの更新を行

ってきました。今年度は、５月７日に立ち入り検査を受け、５月17日に農林水産消費安全技

術センターから許容基準の２ppmを超える、６ppmの水銀が検出されたとの連絡を受けま

した。直ちに、市民への配布を中止いたしました。 

検査対象肥料の22袋については、既に無料配布した３名の方に使用停止と回収の協力を伝

えたほか、相談窓口を開設するなど、問い合わせ等の対応をいたしました。 

本年３月の自主検査では、水銀は検出されませんでしたが、念のため、４月末生産分から

５月17日まで配布した方々に連絡したほか、有線放送でも回収のお願いをしました。 

水銀が検出されましたことは反省すべき点もあることから、今後は、再発防止に努めるた

め、農林水産省並びに肥料検査機関の指導をいただき、原因の解明と自主検査回数を増すな

ど、肥料の安全性と品質の向上に努めていきたいと考えております。 

次に、イベント報告をいたします。去る５月26日に行われました、サイクルフェスティバ

ルは、天候にも恵まれ、盛大に開催することができました。特に、今回のツアー・オブ・ジ

ャパン・伊豆ステージは、霧や風の心配がないように、前年の伊豆スカイラインからサイク

ルスポーツセンター周回コースに会場を移し、スタートを修善寺駅前商店街とし、より多く

の市民の皆さんに、世界レベルの選手の走りを観戦していただきました。大変好評であった

と感じております。 

このツアー・オブ・ジャパン・伊豆ステージの観戦や、サイクルフェスティバルへの参

加・入場者は、昨年を上回る8,000人以上の人出となり、サイクルメッカ伊豆を目指した成

果が達成されたことと思います。 

開催に当たり、地元地区や商店街はもとより、県などの関係機関、自転車関係機関の皆様、

開催に当たりご支援、ご協力をいただきました関係者の皆様に感謝いたします。 

また、去る５月27日に、全国へ生放送されましたＮＨＫのど自慢につきましては、大勢の

方々からの出場依頼や観覧希望があり、修善寺温泉開湯1200年を始め、観光伊豆を目指した

姿勢が全国に向けて発信されたことを、大変嬉しく思います。 

当日は1,000人の観客で会場が埋まり、ゲスト出演は、五木ひろしさん、石川さゆりさん

で、観覧された方にもご満足いただけたことと思います。 

この開催に当たり、ご支援、ご協力をいただきました関係各位に感謝申し上げます。 

この２つの事業展開は、伊豆市の地域活性化に向けた話題づくりに、大きく寄与したもの

と確信いたします。 

本年３月定例会で、平成19年度の予算をご承認いただきましたが、静岡県からも、道路整

備や環境整備に格別のご配慮をいただき、日向や矢熊地区における県道修善寺天城湯ケ島線

の重点整備や、天城北道路アクセス道路の整備が進められております。さらに、合併特例債

による新火葬場建設につきましても、来年春の完成を目指して、事業が順調に進められてお

ります。 
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以上、行政報告を申し上げましたが、厳しい行財政の中、精力的に改革を進め、あらゆる

面において無駄を省きつつ、効率の良い予算執行に努めるとともに、新たな事業に取り組む

能力を培うよう、人材育成に注力し、職員ともども前進し、より効率的で効果的な行政運営

と、市民サービスの提供に努めてまいりますので、議員並びに市民各位のご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これで行政報告は終わりました。 

 

◎行政改革特別委員会委員長の経過報告 

○議長（堀江昭二君） 日程第５、行政改革特別委員会委員長の経過報告を行います。 

行政改革特別委員会委員長小野忠宏議員。 

〔行政改革特別委員会委員長 小野忠宏君登壇〕 

○行政改革特別委員会委員長（小野忠宏君） 行政改革の委員会の経過報告を行います。 

昨年の12月定例会で行政改革特別委員会が設置されましてから、第１回会議を１月23日に

行いまして６月６日までの間にショート会合を含め、13回の会議を行っております。 

第１回、第２回の会議におきましては、委員会におけるこれからの審議事項について検討

しました。そして、次のように決定しております。 

１つ、前期委員会における審議事項を中心に、市の行政改革の進捗状況についての調査及

び研究。２つ目が議員定数の見直し。３つ目が市有財産の有効活用。その他、委員会におき

まして各委員から出されました課題が次のようにございます。 

最初の３つの課題の進捗にあわせまして、逐次審議する予定でございます。１つは補助金

の見直し。２つ目が市役所の職員数。３つ目が組織体制、支所制度。４つ目が地方税の徴収

強化。５つ目が民間委託の再検討。６つ目が議場を本庁へ移転について。７つ目は事業仕分

けについて。８つ目が契約制度の見直し。９つ目が下水道計画の見直し。最後が物件費の削

減についての検討。これだけの10項目のことが出されておりまして、進捗に合わせて検討で

きることは検討していくと、こういうことになっております。 

最初の３つのことに関しての審議事項の経過報告でございますが、前期の委員会におきま

して、まず行政改革の一環として集中改革プランについて検討を行っておりますが、この検

討結果について、執行部の方から注目すべき点が多くあるんで、行政改革推進に当たって参

考にしたいというような考えが示されました。 

これを受けて４月24日に企画部から説明を受けました。 

集中改革プランの進捗状況でございますが、５月18日までに―もう過ぎております

が―18日までに各部課が企画課へ、平成18年度集中改革プラン実施状況報告書を提出する

と。５月24日から本日６月８日までの間に各部課とのヒアリングを行い、実施状況を取りま

とめる。このような説明を受けております。今後、行革の委員会におきましては進捗状況、
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結果について、さらに聴いていく予定でおります。 

２つ目に、市有財産の有効活用でございますが、これも執行部に市有地の土地資料の提出

を申し入れてありました。 

その結果、一覧表に提出されまして、４月24日に執行部からの説明を聞きました。市有地

は市内全般にわたっておりまして、短時間には調査できないため、第一段階として数箇所を

抽出し、現地調査を実施するということを決定しました。そこで５月24日、現地調査の実施

を行いました。調査箇所は天城湯ヶ島地区が１ヵ所、中伊豆地区が２ヵ所、土肥地区２ヵ所、

修善寺地区３ヵ所、計８ヵ所でございます。視察の結果、有効活用の推進をすべき土地があ

りますので、取りまとめを行いまして、提案をしていく予定でございます。 

３つ目に、最後でございますが、議員定数の見直しについて、これも検討をやっておりま

す。この課題は審議の中で最も多くの時間を費やして議論を行っております。最初に、函南

町の議会を視察して、いろいろな話を伺っております。２月14日函南町議会に全員で出張い

たしまして、定員を20名から18名に減らした経過等について話を聞きました。 

以下のような話を伺っております。 

区長会からの要望を受けて、特別委員会を設置したと、こういうことでございました。そ

れから全国自治体の中から、財政力、産業構造が似た自治体を抽出して、比較することから

始めたということでございました。それから全議員に特別委員会の傍聴を促すと同時に、午

前中に委員会を、午後、全員協議会を行うということで全議員の共有課題として検討を行っ

てきた。こういうことでございました。それから、報酬は報酬審議会に諮るということで決

定しておるそうでございます。最後でございますが、４回会合を行って結論を出したと、こ

ういうようなことでございました。 

その結果でございますが、委員会を何回か行っておりますが、主な意見、それから話し合

った結果でございますが、まず、人口、面積、我々伊豆市の財政力状況、それから近隣自治

体の状況及び市民感情を考慮して特定数字にまとめ上げていこうということになっておりま

す。それから次回一般選挙は22人と定められておりますが、全国的な削減の流れや市民感情

などから、削減の方向で分析を行いながら検討していくとこういうことになっております。

なお、少数意見でございますが、面積が広大であること、辺地の意見を吸い上げるのも重要

ではないかという意見も当然出ております。それで特定の数字がだんだんと出てまいりまし

て、20人以下、20人、21人、現状の合併時に決められました22人。この４通りの案が出され

まして、結果として20人を中心に、今後さらに検討をしていくということに決定しておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これで行政改革特別委員会委員長の経過報告は終りました。 

ただいまの報告の中で議員定数の見直しについては、この後の全員協議会において皆さん

の意見を聞きたいと思います。 
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◎報告第４号～報告第７号の上程、説明、質疑 

○議長（堀江昭二君） 日程第６、報告第４号 平成18年度伊豆市一般会計予算の継続費繰越

しの報告について、日程第７、報告第５号 平成18年度伊豆市一般会計予算の繰越明許費の

報告について、日程第８、報告第６号 平成18年度伊豆市国民健康保険特別会計予算の繰越

明許費の報告について、日程第９、報告第７号 平成18年度伊豆市介護保険特別会計予算の

繰越明許費の報告についての４件を一括して議題といたします。 

提出者から報告を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 報告第４号 平成18年度伊豆市一般会計予算の継続費繰越しの報告か

ら報告第７号 平成18年度伊豆市介護保険特別会計予算の繰越明許費の報告についてまでの

４議案の提案理由を申し上げます。 

これらの議案は、継続費繰越明許に関する繰越額の報告をするものであり、平成18年12月

及び平成19年３月議会において議決をいただいたもので、新年度、最初の議会で結果を報告

するものであります。 

それぞれ議案つきまして、各担当部長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 本件の報告について、補足説明の申し出がありますので、これを許し

ます。報告第４号から報告第７号について企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） それでは、継続費並びに繰越明許費につきましてのご説明をさせ

ていただきます。 

まず、２ページ目をお開きいただきたいと思います。 

継続費でございます。 

これは、平成18年12月議会におきましてご承認をいただいてございますが、火葬場の建設

事業のものでございます。 

支出済額が１億1,980万円、残額として１億9,728万円というものでございます。なお、繰

越分であります翌年度の財源でございますが、１億8,710万円については合併特例債を充て

たいと考えております。 

それから続きまして、４ページをお開きいただきたいと思います。 

繰越明許費の計算書でございますが、これにつきましては３款、４款、８款、それから11

款とございます。これらは税務協議の遅れや用地交渉、工事の遅れ、それから国県の事業と

の関連によります遅れといったものでございます。なお、特別養護老人ホームの中伊豆建設

に関する補助金につきましては、進捗率が27％。それから高齢者医療制度のシステム改修に

ついては、０％。それから上和田線の改良工事については87.9％。大平・本柿木線について
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は49.8％。それから天城北道路のアクセス道路の整備工事については20.6％。駅前地区の交

通環境整備については０％、それから農業施設災害復旧工事については71％。 

以上のような進捗率になっております。 

なお、これにつきましては平成19年３月において議会承認をいただいております。 

続きまして、６ページの国民健康保険特別会計の繰越明許費でございますが国民健康保険

の保険税システムの改修工事でございます。 

これは、国の予算づけが非常に遅れたということがございまして、このシステム改修の予

算付けが３月の議会において繰越承認をいただいたというものでございます。進捗率は０％

でございます。 

それから８ページ、介護保険の特別会計の繰越明許費でございますが、介護保険制度改正

に伴うシステム改修というものでございます。これについても、国の予算が遅れたというこ

とから３月の議会承認で繰越明許させていただいたというものでございます。なお、ちなみ

にこれらのものについては10月よりの運用ということでございますので、それまでには間に

合わせるという状況になっております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○１０番（森 良雄君） 報告第４号、第５号、第６号、第７号については、具体的に国の予

算が遅れたから、こうなったんだという説明がありました。 

他については、どういう状況で遅れているのか。 

中には、予算書で承認されているという説明がありましたけれども、それはそれとして、

工事や事業がなぜ遅れているのか。０％だ20％だ、こういうのがあるということですね。 

18年度伊豆市一般会計補整予算個々について、なぜこういうふうに遅れているのか報告第

４号、第５号、第６号について細かくご説明いただきたい。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 総体的なお話につきましては、３月議会で細かくご説明をしたと

おりでございます。 

どうしてもということでございますので、それぞれの部署の担当部長に説明をさせます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） ３月議会の説明は３月議会の説明なんですよ。 

私は、今この議会で説明を求めているんです。 

よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 国民健康保険関係でございますが、企画部長の説明の通り３
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月議会でもご説明いたしまして、本事業につきましては、平成20年度より実施をしている後

期高齢者医療制度の創設に伴いますところの、資格喪失とかというようなシステムの開発で

ございます。 

３月にもご説明したとおり、この遅れについて何ら、これが遅れたからといって本事業に

差し支えるものでないと説明してあるとおりでございまして、国の方針等が決まりましたら、

そのシステムの変更等の改修をするということでご理解いただければと思いますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（内田政廣君） 特別養護老人ホーム中伊豆の建設工事の関係ございますけれ

ども、これも３月のときにご説明申し上げましたように、土地の問題で、農業委員会の許可

の問題とかそういった関係で、工事の着手が遅れました。約半年近く遅れております。その

影響で、これは国からも直接法人に補助が出ておるものでございますけれども、国の査定の

中での補助率と同じことで支出させていただいたということで、３月の時点で27％でやった

ということで、その残の部分を繰り越したものでございます。 

なお、今現在、４月末時点で61％。６月中には完成を目指しております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 土木部長。 

○土木部長（鈴木幸司君） それでは、繰越明許費の上和田線の改良工事から申し上げたいと

思います。 

上和田線の改良工事は、２軒の方の土地購入費、立木補償と分筆登記になるわけですけれ

ど、税務署の協議が遅れたということが主な原因です。これにつきましては、既に契約も完

了しております。 

続きまして、市道大平柿木本柿木線の改良工事の本年度の工事が右岸の下部工ということ

で、狩野川漁協との関連上、11月以降でないと橋台が施工できないということで、工事請負

費がこの中の4,600万円ほどあるわけですけれど、遅れたということと、もう一つは土地購

入費と建物の補償金ですけど、契約時に３割、残りを登記後、立木解体後７割という契約の

ものですので３割分２つ合わせまして、1,480万円になるわけですけど、それが繰越明許に

なったということです。 

続きまして、天城北道路アクセス道路の整備工事。これにつきましては、国県との工事協

議上ですね、国県が天城北道路の工事を優先させて欲しいということで、それに関する周辺

の工事が遅れてきたということです。 

修善寺駅前地区の交通環境整備事業は、２軒の方の用地が農協さんの前ともう１軒になる

わけですけれども、今やっておりますけど、この用地がなかなか交渉が厳しいということで

遅れているということでございます。 

以上でございます。 
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○議長（堀江昭二君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木直道君） 最後の災害復旧の関係でございます。 

これらは修善寺の大下の用水路の災害復旧工事でございます。ここにつきましては、工事

箇所の水路の下側が県の土木施工の河川の護岸工事がありまして、その工事の関係が遅れて

いた関係で、その上側の工事の着工ができなかったということで遅れたわけでございます。

この本体につきましては、既に完成しております。一部取り付けの道路のみ残してあるだけ

でございます。その他は全て完了をしております。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 今、ご説明の中で、例えば民生費の中伊豆の特別養護老人ホーム。 

３月時点の説明と今での説明はもう全然違うですね。今説明があった６月で完成します。そ

ういう話がいただければ、私も納得するんですよ。 

11番の災害復旧費の多分71％とおそらく完了間近というような答えだと思います。ただ、

まだ他は一体、例えば０％がどうなったんだと後期医療制度、これもやっぱり国のあれが遅

れた。遅れたならば一言それでいいんですよ。国の方が遅れたから、もうじきできますとい

うんだったら、それでいいんです。そういう話が欲しい。 

他はどうなってるんですか。50％とか20％が少しは進行しているんですか。 

その辺を聞きたい。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） この調書は５月31日。 

いわゆる出納閉鎖期間を基本にしまして、事業自身はそれ以降も着々と進んでいるわけで

す。ですから、私が先ほど言いました進捗率というのは、この段階における進捗率でござい

ますので、もう既に６月になっておりますので、逐次４月、５月、６月という形で事業は進

捗しているということでご理解をいただければと思います。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で質疑を終結をいたします。 

以上で本４件の報告を終わります。 

 

◎議案第４４号、議案第４５号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第10、議案第44号 専決処分の報告及びその承認について（伊豆

市税条例の一部改正）、日程第11、議案第45号 専決処分の報告及びその承認について（平

成19年度伊豆市老人保健特別会計補正予算（第１回））の２議案を一括して議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第44号並びに第45号の提案理由を申し上げます。 
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その前に、先ほどの報告第４号から７号までの提案理由の中で、それぞれの議案につきま

しては、各担当部長と申し上げたので、議長さんに大変戸惑いを起こさせたと思います。各

をとっていただきたいと思います。 

謹んでお詫び申し上げます。 

それでは、議案第44号並びに第45号の提案理由を申し上げます。 

専決処分の報告及びその承認について提案理由を申し上げます。 

今回専決処分したものは、伊豆市税条例の一部改正及び平成19年度伊豆市老人保健特別会

計補正予算第１回であります。 

これは地方自治第179条第１項の規定により、伊豆市税条例の一部を改正する条例及び平

成18年度伊豆市老人保健特別会計において歳入に不足が生じましたので、歳出に必要な資金

を平成19年度伊豆市老人保健特別会計より補てんをするため繰り上げ充用し、平成19年度老

人保健特別会計補正予算の専決処分の承認を求めるものであります。 

詳細につきましては担当部長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご承認くださる

ようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して、補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

議案第44号について総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは議案第44号について補足説明申し上げます。 

10ページをごらんいただきたいと思います。 

本年の改正でございますが、概要につきましては、昨年の18年の改正、これにつきまして

は、個人住民税の税源移譲の改正または、固定資産税の算定方法の見直しというようなこと

で大幅な改正があったわけでございますが、19年度の改正におきましては、小幅な改正とい

うことになりました。 

住民税関係につきまして、金融証券税制の特例の見直し、固定資産税は高齢者住宅改修に

伴う減額措置の創設という点でございます。10、11、12ぺージ条文の改正で、以下13ページ

から新旧対照表がついております。条文についての概要ということで、10ページの部分。 

まず、個人住民税関係でございます。 

税条例第14条関係につきましては、市民税の納税義務者の追加をいたすものでございます。 

これは新信託法により信託の利用機会が大幅に拡大され、信託類型が多様化したことに伴い、

新信託法に対応した税制の整備がなされたというものでございます。 

中段の104条でございます。 

これはたばこ税の税率が、税額は変わらないわけでございますが、附則でうたっておった

ものを本則課税ということでうたいこむというものでございます。 
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それから、中段以下の附則第20条関係でございます。 

これにつきましては、バリアフリー改修工事こちらでは高齢者等居住改修住宅というよう

なことでうたってございますが、この減額措置が新たに創設されたということでございます。 

平成19年４月１日から22年３月31日までの間に、自己負担額が１戸当たり30万円以上のバリ

アフリー改修工事が行われたものに対して減額措置をするというものでございます。 

それから11ページの部分でございます。 

附則の第39条中段の関係でございますが、これは年度の改正ということでうたってござい

ます。 

上場株式を譲渡した場合の、株式に係る譲渡所得にかかわる課税の特例ということで、こ

れが平成20年３月31日と現状なっておりますが、この特例期間を１年延長して平成21年度ま

でとするというものでございます。 

それから、その下の附則の第42条の改正でございます。 

これは特定の中小会社が発行した株式に係ります、譲渡損失の繰越控除等を譲渡所得の課

税の特例ということで、これも同じく期限付きのもので、現在うたってございました。平成

19年３月31日を平成21年３月31日の２年間延長するという改正部分でございます。 

以上、税条例の一部改正ということで専決処分をさせていただいたものを、今回報告させ

ていただくというものでございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次に議案45号について市民環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 

○市民環境部長（福室恵治君） 資料につきましては、22ページをお願いをしたいと思います。 

平成18年度の伊豆市老人保健特別会計におきまして、歳入に不足が生じましたので、歳出

に必要な資金を平成19年度老人保健特別会計予算より繰上充用をし、不足額を補てんするた

め平成19年度の老人保健特別会計補正予算の専決処分をいたしましたので、これを報告し、

承認をお願いするものであります。 

これは国庫負担金の精算予定額を下回った概算払いによるものでありまして、平成18年度

老人保健特別会計において、最終支払いとなる２月診療分の支出額に対し収入額が不足する

ことから、地方自治法施行令第116条の２に基づき、平成19年度予算より繰上充用を行った

ものであります。 

次に27ページの歳出補正額。 

３款１項１目の前年度繰上充用金として、不足額分の375万4,000円を計上し、その財源と

して、前ページの歳入予算額として２款１項１目の医療費負担金の過年度精算金に375万

4,000円を計上し、歳入歳出予算を40億1,050万4,000円とする補正予算を行ったのものでご

ざいます。 

よろしくお願いをしたいと思います。 
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○議長（堀江昭二君） これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 10番、森です。 

私、専決問題ではいつも質問させてもらっているんですけども、今もありましたけれども、

なぜ専決したのかという説明がないんですね。私がなぜこれを質問するかと、これは議会に

諮るべきことだから質問したいんですよ。 

なぜ専決したのか。例えば、議案45号、これは議会を開いて承認を得てから実施するべき

ものではないですか。議案第44号、これはなぜ専決にしたかという説明は何もない。答えを

教えたらば、いつも同じようなことなんだけれども、例えば地方自治法が３月末に改正され

たからしょうがなくて４月１日に実施するんだったら専決をせざるを得なかった。こういう

明確な理由があるんだったら、これはしょうがないです。専決にしても。今の伊豆市のやり

方は、もう専決したから議会は承認しろ、私はこれじゃいかんと思うんですね。なぜ専決に

したのか。専決にせざるを得なかったのか。議会を開く暇がなかったのか。 

ご説明いただきたい。 

○議長（堀江昭二君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 税条例の議案第44号につきましては、今、議員さんが言われたと

おりで、例年この税法の改正これは年度末ぎりぎりでございまして、４月１日からの施行に

間に合わないということで、議会を開く暇がないということで専決をさせていただいたとい

うものでございます。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 説明の中にありましたように、最終支払いとなります２月診

療分の支出額について、これを支払うということの中で、議会を開く暇がないというような

ことの中で、地方自治法施行令第116条の規定の中で繰上充用を行ったということでござい

ますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） なんでもかんでも議会を開く暇がなかったというのも、これ議会と

してはやはりちょっと、そうですかというわけにはいかないと思うんですよ。 

やはり事前に議会には議長もいるんだから、議運という組織もあるんだから、何らかの説

明があってもいいんじゃないですか。全協を開く機会だってあるんじゃないですか。 

ぜひ、そういうのを生かしてやってもらいたい。 

○議長（堀江昭二君） 木村議員。 

○２６番（木村建一君） 最初に、税条例のことについて２つお尋ねします。 

１つ目は、高齢者等の改修、１戸30万円以上に対して減額措置をするということでしたが、

その減額がよくわかりませんので、どういう形になっているのかお願いしたい。減額措置を
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するという減額措置の中身です。 

それから、同じ条例の２つ目です。株式譲渡の、いわゆる税金を免除してあげましょうと

いうことだと思うんですけどね。それをさらに延ばすということでよろしいですか。そうい

うふうに理解をしたんですが。だから、税だけは特別に今までどおりの減税を続けますとい

うことでいいでしょうか。中身がもしわかっていたら、その辺あたりのどのくらいの割合だ

ってことが、わかったらお話ください。 

それから、老人保健の方の専決処分のことについてですが、なぜ専決処分したのかはわか

りました。間に合わないから２月分の支払いですね。何ですが、18年度いわゆる平成17年度

の老人保健特別会計においても同じような措置をしているんですね。そうしますとこういう

やり方でいくと、ずーっと伊豆市は、専決処分をやらざるを得ない。いわゆる予測ですから

確かに難しさというのはよくわかります。わかるんですが、去年も同じことやって、17年度

と同じように専決処分をやって今年も専決処分。ほかのところでやられてるのかなと思うの

は、予想がつきませんからね。例えば一般会計からお借りしておいて、またその国庫負担金

というか医療費に対して多いか少ないかによって、一般会計の中で行ったり来たりするとい

う方法もあるのかなと思ってたんですが、結論をもう一度言います。こういうやり方だとず

ーっと専決処分をやるんですか。なりはしないかなということなんですが、その辺のお金の、

いわゆる歳入の方のやり方の問題について、こういう形を今後とも続けるのかどうかお答え

ください。 

○議長（堀江昭二君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） １点目の税のバリアフリーの改修工事の減額措置の関係でござい

ますが、これは減額の対象となる用件もございます。それぞれ65歳以上の方であるとか、介

護認定あるいは要支援認定を受けている方であるとか、また、工事の用件についても条件が

あるわけでございますが、いずれにせよ、この工事が申請に基づいて改修した翌年度分に限

りまして、１戸当たり100平米相当まで税額の３分の１が減額になるという制度でございま

す。 

それから、いわゆる株式の譲渡の特例の延長の関係でございます。かつてエンジェル税制

というふうに言われ、いわゆるベンチャー企業等によります個人投資家からの資金調達。こ

れにかかります税制優遇措置ということで設けられたものでございます。これを株式譲渡益

に対します各優遇措置のそれぞれ年数が延長されたという改正でございます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） まず余計なことで申し訳ありませんが、森議員の説明の中で、

答弁をしようもなかったわけですけども、本専決処分について、所管の委員会等には報告を

いたしましたので、ご報告だけをさせていただきたいと思います。 

それから、本題のこう何回もやるのかということで、私に聞かれても全くわからないと。
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昨年もやりました。これは制度の中でやることですので、ご理解いただけると思っておりま

す。それは国庫負担金の精算が100％くれば借りなくてもいいわけです。持ってこなくても

いいわけです。説明でもいたしましたように、精算予定額を下回った概算で国は決定いたし

ますので、国が100％精算をしていただければ、このようなことは全くありませんので、国

が精算を下回って概算払いを決定いたしましたので、このように平成19年度から地方自治法

の規定の中で充用するものでありますので、今後精算が100％ということであれば、それは

専決処分はしなくて精算ができるということになります。予算上少なくなったということで

はありませんので、予算上の予算は確保がありますので、何といいますか、現金が国から遅

れてくるということでございますので、ご理解いただけると思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終結いたします。 

これより、分割採決を行います。 

議案第44号について、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立多数。よって、議案第44号は原案のとおり承認することに決しま

した。 

次に、議案第45号について、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立多数。よって、議案第45号は原案のとおり承認することに決しま

した。 

それでは、ここで35分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２７分 

再開 午前１０時３５分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第４６号～議案第４８号の上程、説明 

○議長（堀江昭二君） 日程第12、議案第46号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第１

回）、日程第13、議案第47号 平成19年度伊豆市老人保健特別会計補正予算（第２回）、日程

第14、議案第48号 平成19年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計補正予算（第１回）の３議



－17－ 

案を一括して議題といたします。 

提出者から議案の提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第46号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第１回）について

から、議案第48号 平成19年度伊豆市天城温泉会館特別会計補正予算（第１回）についてま

での３議案の提案理由を申し上げます。 

一般会計は、今回が１回目の補正で、歳入においては平成18年度老人保健特別会計精算に

伴う返還繰り入れが生じました。 

歳出においては、地域資源活用事業にかかる企画費の補助費、天城温泉会館特別会計への

繰出金並びに狩野川公園外灯補修で歳入歳出それぞれ705万円を追加する内容となっており

ます。 

特別会計では、平成18年度老人保健特別会計事業の精算に伴う補正予算（第２回）と、天

城温泉会館特別会計補正予算（第１回）のボイラー取替え工事となっております。 

各会計の補正の詳細につきましては、担当部長に説明させますので、よろしくご審議の上、

ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江昭二君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して、補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

議案第46号について、企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） それでは一般会計の補正予算（第１回）につきましてご説明をさ

せていただきます。 

歳入歳出それぞれ705万円を増額いたしまして、総額152億2,405万円とさせていただきた

いというものでございます。 

それでは、30ページをお開きいただきたいと思います。 

まず、歳入でございますが、繰入金、先ほど申し上げましたように、特別会計の繰入金、

老人保健特別会計でございますが、1,241万6,000円の増と、それから基金繰り入れ1,100万

円の減、それから繰越金でございますが、これを63万4,000円増額それから諸収入といたし

まして雑入500万円というものでございます。なお、この500万円につきましては歳出の方で

ご説明をさせていただきます。 

まず、歳出の総務費でございますが、総務管理費500万円ということで、これは、合併市

町村地域資源活用事業補助金というものでございまして、財団法人の地域活性化センターよ

り雑入で500万円入れて、総務管理費の方で500万円出すということでございますので、一般

会計には直接影響はございません。なおこの事業でございますが、土肥旅館組合が主体とな

りまして、海のなかった住民とウミンチュウ、海の人と書きまして海人の交流体験という事
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業を実施したいというものでございます。内容的にはトビウオすくいの体験、砂遊び体験、

土肥の歴史散策というメニューでございまして、これと併せまして、防波堤ができておりま

すあの観光会館の周辺でございますが、防波堤ができておりますが、そのペインティングを

実施したいという事業のものでございます。 

それから、商工費につきましては180万円。これは天城温泉会館への繰出しでございます。 

それから、教育費につきましては、狩野川記念公園の防犯灯の改修を早急に実施したいと

いうことで25万円。 

トータル705万円の増額補整予算でございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、議案第47号について、市民環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 

○市民環境部長（福室恵治君） 議案第47号 平成19年度伊豆市老人保健特別会計補正予算

（第２回）について理由を申し上げます。 

既定の予算総額から歳入歳出それぞれ2,127万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ40億3,178万2,000円とする補正であります。 

この補正は、平成18年度の実績報告及び精算に伴い、償還金それから一般会計繰出金の増

額補正と歳出に対する歳入精算交付に伴うための増額減額補正であります。 

39ページをお願いいたします。歳入予算つきましては、２款の国庫支出金について過年度

分の精算金によります追加交付が決定いたしましたので、精算するものであります。あとは、

歳入歳出の過不足を調整したものでございます。これは先ほど説明したように、平成18年度

で国が概算でしか交付しなかった。いわゆる少なかった分を、ここで平成19年度で入ってく

るもので補正予算を計上したと、こういうことでございますのでご理解をお願いしたいと思

います。 

次に、歳出予算の２款１項についてでございますけども、平成18年度の支払い基金、交付

金等の超過交付分を精算するため、償還金の予算額３万円に886万2,000円を増額補正し、支

払い基金及び県に返還するものでございます。 

また、２項の一般会計繰出金につきましても、超過繰入金の精算をすべく1,241万6,000円

を増額補正し、一般会計へ返還するものでございます。 

よろしくお願いをいたします。 

○議長（堀江昭二君） 次に議案第48号について、観光経済部参事。 

〔観光経済部参事 伊郷哲郎君登壇〕 

○観光経済部長（鈴木直道君） それでは、平成19年度天城温泉会館特別会計補正予算（第１

回）につきまして、細部の説明をさせていただきます。 

歳入歳出予算に340万円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を１億241万円とする予

算でございます。46ページをお願いいたします。この補正は、温泉管におけるシャワー及び
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カランの加温用ボイラーの２基で交互運転をしていましたところ、１基が故障し、また、残

りのボイラーで運転を実施しておりましたが、これも数日後、故障してしまいました。修繕

を依頼したわけでございますが、ボイラーに穴が開いてしまっているので修繕ができないと

いうことでございます。このような状況になってしまいましたので、今回補正をお願いいた

しまして、早急に２基の取替えをするものでございます。 

財源につきましては、一般会計の繰入金180万円、繰越金160万円。それから修繕費の100

万円を予定しており、ボイラー２基の取替工事費440万円に充てるものでございます。 

以上よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、説明は終わりました。 

 

◎議案第４９号の上程、説明 

○議長（堀江昭二君） 日程第15、議案第49号 伊豆市消防団員等公務災害補償条例の一部改

正について議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第49号 伊豆市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

提案理由を申し上げます。 

今回提案するものは、伊豆市の条例第183号の一部を改正するものであります。議案の詳

細につきましては、総務部長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して、補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、議案第49号の補足説明を申し上げます。 

本条例の改正につきましては、上位法でございます、非常勤消防団員に係る損害補償の基

準を定める政令の一部を改正する政令が平成19年３月30日に公布され、同年４月１日に施行

をされたところでございます。これに伴いまして、伊豆市消防団員等公務災害補償条例の一

部を改正するものでございます。 

50ページ条文の改正、２行分でございますが、第５条第３項の補償基礎額の加算額につい

て、現行の配偶者以外の扶養親族のうち２人目までについてはそれぞれ200円、その他の扶

養親族については１人につき167円としていますものを、これを配偶者以外の扶養親族につ

いては、１人について200円とするというものでございます。３月の一般職の給与に関する

法律の施行改正に伴いまして、一律３人目以降の扶養親族、これについても200円とすると
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いう改正でございます。施行は、平成19年４月１日からの適用ということでございます。 

よろしくご審議の上、可決くださいますようにお願い申し上げます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） ただいま議題となっております、議案第46号から議案第49号までにつ

いての質疑は、６月21日開催予定の本会議において行います。 

 

◎議案第５０号、議案第５１号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（堀江昭二君） 日程第16、議案第50号 伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する条例の一部改正についてと、日程第17、議案第51号 伊豆市指定管理者審査会条例

の制定についての２議案を一括して議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第50号 公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一

部改正及び議案第51号 指定管理者審査会条例の制定については関連いたしますので、一括

にて提案理由を申し上げます。 

現在、伊豆市における指定管理者は、36施設となっております。設置者の責任を果たす立

場から公の施設の目的に沿った利用をチェックするとともに指定管理者の管理権限の行使に

ついては、指示等を行う必要があるものと考えます。そうしたことから指定管理者の選定に

かかわる諮問事務に加え、指定管理する施設の適正な管理業務の実績評価に対する審査を所

掌事務として追加し、新たに審査会条例を制定したいというものであります。 

条例の詳細につきましては、企画部長から説明させますので、よろしくご審議の上、ご承

認くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して、補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） それではご説明をさせていただきます。 

大まかには、今までこの指定管理者については、基本的に選定のみの審議会を設置いたし

まして行ってきたわけでございますが、現在、こういった施設が80ほどございます。これは

地区集会施設などもひっくるめますが、80ほどの指定管理施設がございます。これを今後ど

うしていったらいいかという視点にたちまして、きちっと管理をする、そのチェック機能も

必要だろうという考えにたって、今回の条例改正をお願いしたというものでございます。 

まず、対照表をごらんいただきたいと思いますが、手続条例におきましては４条２項にお

いて選定審議会の意見を聴かなければならないというところ、これを削除いたしました。こ
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れに伴いまして、審査会を作ろうということで、審査会条例を設置するというものでござい

ます。 

それから、次の５条のところに、今までは市が出資している法人または公共団体もしくは

公共的団体という文言がございますが、これを個別に分けました１号、２号、３号、４号と

いうことで市が出資している法人、それから２の公共団体または公共的団体、それから３の

指定管理者として当該施設の管理を行っている団体等、それから４の前各号に掲げるものの

ほか、これに準ずる者として市長が特に認めるものという文言を入れさせていただきたいと

いうものでございます。 

それから、続きまして次のページに移りますが、５条の２におきまして選定審議会を削り

ましたものですから、ここにおいて審査会を設置するということでうたってございます。 

それから、右の中段にございます審議会、この審議会の文言については削除いたしまして、

審査会の条例を新たにつくるという形をとらさせていただきました。なお、附則において、

それぞれの非常勤の費用弁償に関する条例をここにうたってございまして、これも名前の変

更に伴いまして、審議会委員あるいは審査会委員という形で、10,000円の支給をするという

形をとらさせていただいたものでございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で説明を終わります。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

10番、森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 10番、森です。単純な質問で申し訳ありませんが、まず、指定管理

者の指定の手続きに関することで、今までの指定というのは、今後はもう新しい指定管理者

というのはないと理解してよろしいんでしょうか。それが第１点。 

それから、第２点、市長は確か36施設とおっしゃったように承ったんですけど、36施設と

80施設はどのような関係があるのかお伺いしたい。 

以上。お願いします。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 指定管理者がこれからまだあるのかどうかというご質問だったと

思いますが、これについてはまだ予定しているところはございます。 

７月に審査会、この条例が通ればの話ですが、７月に２件ほど指定管理者の審査会を開き

まして、２件ほどの審査をしていただくというものを予定しております。その後、あるかな

いかは施設の利用の状況といいますか、目的といいますか、そういったものを鑑みて、指定

管理者した方がいいのかどうか、この辺の判断をした上で、審査会にかけるという方向にな

ろうかと思います。 

それから、もう1点の件数でございますが、市長の申し上げたのはおそらく地区集会施設、
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これも基本的には市の所有物なものですから、指定管理で地区へ管理をお願いするという形

になっています。私の言ったのは、それらも入って80ということでございますので、それ以

外の施設がその30幾つと表現したものだと思います。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これで質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第50号と議案第51号の２議案については、会議規則第

37条第１項の規定により、お手元に配付しております、議案付託表のとおり、総務委員会に

付託いたします。 

 

◎議案第５２号の上程、説明 

○議長（堀江昭二君） 日程第18、議案第52号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正につい

て議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第52号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正について、提案理

由を申し上げます。 

今回提案するものは、伊豆市条例第51号の一部を改正するものであります。議案の詳細に

つきましては、市民環境部長に説明させますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいま

すようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して、補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

市民環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 

○市民環境部長（福室恵治君） 資料につきましては、59ページをお願いをしたいと思います。 

国民健康保険法施行令が、平成19年２月21日に公布されまして、４月１日より施行がされ

たところでございます。同時に健康保険法の改正によりまして、４月より標準報酬等級の上

限が引き上げられております。これら同様の趣旨によるものであります。したがいまして、

伊豆市国民健康保険運営協議会の答申を受けまして、医療給付費分の基礎賦課額にかかる限

度額を53万円から56万円に引き上げるもので、被保険者間の負担の公平を図る観点から実施

するものでございます。 

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 以上で説明は終わりました。 

ただいま議題となっております、議案第52号についての質疑は、６月21日開催予定の本会



－23－ 

議において行います。 

なお、議案第46号から議案第49号までと議案第52号に対する質疑討論の通告期限は、19日

正午となっておりますのでご承知ください。 

 

◎人権擁護委員候補者の推薦 

○議長（堀江昭二君） 日程第19、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由を申し上

げます。 

ご承知のとおり、人権擁護委員は基本的人権の擁護と自由人権思想の普及高揚を図るため、

市長が推薦し、法務大臣が３年の任期で委嘱します。 

このたび、人権擁護委員候補者の推薦について、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基

づき議会の意見を求めるものであります。 

浅見忠利氏並びに佐藤傳氏は、人格及び識見ともに高く、地域住民の人望も厚く、広く社

会の実情に通じており、本職に適任でありますので、新たに委員として推薦しようとするも

のであります。 

よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江昭二君） 提案理由の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） 質疑なしと認めます。 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案については会議規則第37条第２項の規定によって、委員会付託を

省略することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 異議なしと認めます。 

よって、委員会付託を省略いたします。 

これより採決いたします。 

お諮りいたします。諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についての件は、適任とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 
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○議長（堀江昭二君） 起立全員。 

よって、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦については、適任であるとすることに決

定いたしました。 

 

◎静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（堀江昭二君） 日程第20、静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

広域連合議会議員につきましては、静岡県後期高齢者医療広域連合規約第７条第２項の規

定により、市議会議員から６名を選出することになっております。今回、平成19年５月７日

までに３人の欠員が生じたため、選挙が行われるものです。 

この選挙では、広域連合規程第８条第４項の規定により、すべての市議会の選挙における

得票総数により当選人が決定されることになりますので、会議規則第32条の規定に基づく選

挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えません。有効投票のうち候補

者の得票数までを報告することになりますので、ご承知おきください。 

選挙は投票で行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（堀江昭二君） ただいまの出席議員数は23名です。 

候補者名簿を配ります。 

〔候補者名簿配付〕 

○議長（堀江昭二君） 候補者名簿の配布漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 配布漏れは無しと認めます。 

投票用紙を配ります。念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（堀江昭二君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 配布漏れなしと認めます。 

投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 

○議長（堀江昭二君） 異常なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。 

会議規則第29条では、職員の点呼に応じて順次投票することになっておりますが、投票に

支障がないと思われますので、議席番号順に１番議員から順次投票をお願いいたします。 

〔投  票〕 

○議長（堀江昭二君） 投票漏れはありませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終わります。 

開票を行います。 

立会人の指名をします。会議規則第31条第２項の規定により、立会人に21番、大川孝議員 

及び22番、三須重治議員を指名します。 

大川議員、三須議員、開票の立ち会いをお願いいたします。 

〔開  票〕 

○議長（堀江昭二君） 選挙結果の報告をします。 

投票総数23票 

有効投票23票 

無効投票０票 

有効投票のうち、下山一美 ２票 

酒井基寿 １票 

渡辺敏昭 １票 

杉山功一 19票 

以上です。 

議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

 

◎散会宣告 

○議長（堀江昭二君） 以上で、本日の議事はすべて終了しました。本日はこれにて散会いた

します。 

次の本会議は、６月11日午前９時30分より再開し一般質問を行います。よって、この席よ

り告知いたします。 

本日はご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時１０分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（堀江昭二君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成19年第２回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は23名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（堀江昭二君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎一般質問 

○議長（堀江昭二君） 日程に基づき、一般質問に入ります。 

  なお、質問に先立ち、質問者と答弁者にご注意を申し上げます。 

  質問者は簡単明瞭に、しかも議題外にわたらないように、答弁者にあっては、質問の趣旨

に沿い答弁をしていただくようお願いいたします。 

  今回は16名の議員より通告されております。質問の順位は、議長への通告順位といたしま

す。 

  １回目の質問では全項目について質問し、２回目以降の質問は一問一答といたしたいと思

います。また、質問時間は申し合わせにより質疑のみ30分以内、質疑の回数は同一議題につ

いて再質問を含め３回までといたします。なお、第１回目の質問については、議員及び答弁

者はいずれも登壇することとし、再質問についてはいずれも自席にて起立の上お願いするこ

とといたします。 

  これより順次質問を許します。 

 

◇ 飯 田 正 志 君 

○議長（堀江昭二君） 最初に９番、飯田正志議員。 

○９番（飯田正志君） ９番、飯田正志です。 

３点について、市長並びに教育長にお伺いします。 

１番目、これからの支所のあり方について。 

行革の一端として、各支所の見直しを検討していると聞きましたが、その主な理由と内容

についてお聞きしたい。 

２番目、見直し後の住民のサービスはどうなるのか。 

大きな２つ目、保育園の民営化について。過日の新聞によりますと、全ての保育園を民営
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化するとありましたが、その真意はどのようなことなのか。 

２番目、民営化したくても、受け入れてくれるところがなければできないと思いますが、

その点はどのようにお考えなのかお聞きしたい。 

大きな３つ目、市の施設の今後の運営方法について。 

１、体育施設など各方面から施設の利用により営業している観光業や旅館に対してどの程

度の配慮ができるのか。 

２、各ＮＰＯやその他の法人に対してどの施設を任せるかということについて、どのよう

な方針でいくのかお聞きしたい。 

以上よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの飯田議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  初めに市長。 

○市長（大城伸彦君） 飯田正志議員のご質問にお答えいたします。 

  まず１点目、これからの支所のあり方について。二つ分かれておりますが、一括してお答

えいたします。 

支所の見直しにつきましては、現在の分庁、支所併合方式を見直し、行政の効率化、物件

費の節減、市民へのサービス向上を図るためにも、機能を一箇所に集中させる本庁方式に移

行したいと思っております。本庁への集約化により、支所の位置づけをどうするかと言うこ

とについては、私は、伊豆市の地理的条件からして、伊豆市は広いですから、支所を廃止す

ることなく存続すべきと考えております。 

支所機能については、今の機能とは若干変わって、各種証明や税に関する窓口業務のみな

らず、総合案内機能を持たせ、市民サービスの向上を図りたいと思っています。 

続きまして、２点目の保育園の民営化についてですが、柏久保保育園の民営化を進めるた

め、昨年10月からことしの４月にかけて、保護者との懇談会、法人募集要領についての説明

会など、６回にわたり集会を重ねてまいりました。一応のご理解がいただけたものと判断し、

県東部地域で児童福祉事業を運営する社会福祉法人を対象に募集いたしましたところ、３つ

の法人から応募がありました。今月末までに選定委員会を開いた上で、移管する法人を絞り

込み、平成20年から民営化するように努めてまいります。 

他の保育園の民営化につきましては、柏久保保育園の状況を見ながら、慎重に進めたいと

考えております。議員おっしゃるように、受けてくださる法人がいなければ、民営化は不可

能であります。立地条件や児童数の将来推計などにより、民営化が難しい保育園については、

従来どおり公立で運営し、統合については、時期を見て検討する必要があると考えておりま

す。 

３番目の市の施設の今後の運営方法については、教育長からまとめてお答えさせていただ

きます。 
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以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） ３点目については、私ちょっと理解不足の面がありますので、教育

委員会の事務局長より答弁をさせます。 

○議長（堀江昭二君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山本準次君） 公の施設を利用するに当たり、住民に対して不平等な

取り扱いをすることは、地方自治法244条で禁止しております。したがいまして、法に基づ

いてすべて平等な扱いをせざるを得ません。特に観光業や旅館への特別な配慮については、

市民・住民という視点よりも、営業または事業活動そのものへの特別な配慮となりますので、

ことさら難しいものがあります。特別な配慮をすることにより、公の体育施設が特定の事業

者の附属施設となってしまうかのような状況が生じる可能性がございます。 

具体的に申しますと、特定の事業者が体育施設の利用日を広範囲に予約を抑え、宿泊と安

価な公的体育施設とをセットにした自分の営業活動を展開し、宿泊予約がない日は、後日キ

ャンセルをするというようなことも考えられなくもありません。 

しかしながら、観光業や旅館の宿泊希望者が自分自身で体育施設の利用申請をすることが

できれば、問題はありません。このため、インターネットから体育施設の予約状況や予約が

できるシステム「駿豆広域予約システム」を活用し、一部の施設で利用が可能です。 

しかしながら、利用者にとりまして、多少といいますか、かなりといいますか、不便なと

ころがありますので、今後はこの利用のしやすさを高め、さらに全施設で対応できるよう整

備を進めてまいります。 

利用料金につきましては、市内の宿泊施設に宿泊する人は、市民料金と同額で体育施設を

利用できるよう、規定で料金を減額をしてございます。また教育委員会が事業活動を行うこ

とによりまして、観光業や旅館の宿泊、消費行動に結びつけることが考えられます。具体的

に申し上げますと、天城ドームが日本ソフトボール競技のオリンピックの強化施設に指定さ

れてございます。このようなことから、全日本の選手の強化練習、日本リーグの予備節、１

部・２部の入れ替え戦などで選手が宿泊をしてございます。また、ソフトボール競技と関連

いたしまして、伊豆市主催の全日本高校男子、女子のソフトボール大会を年３回主催してご

ざいます。これだけで県内外から年間で合計約2,000人が参加し、市内で宿泊・弁当の注文

をいただいております。その経済効果は約4,100万円と推計をしてございます。もっとも、

料金はいろんな関係者の方々で、ものすごく勉強をしていただいておるようでございます。

ソフトボールだけでなく、その他の種目もこのようなことがございます。このほか、次の２

つのことを検討しているところです。 

１つ目です。現状の体育施設は、季節によっては昼間などあまり市民住民の利用が比較的

少ない時間がございます。今後は体育施設の指定管理者制度を導入していく予定ですが、指

定管理者が市民の利用しないこれらの時間帯を活用し、宿泊施設とタイアップした事業を組
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めるようにすれば、観光的にも、体育施設の利用収益も上げられます。 

この場合の宿泊施設とは、特定の事業者ではなく、広く趣旨を呼びかけて、事業に賛同で

きる事業者となれば、あまり問題はないと思われます。スポーツと豊かな自然と温泉、おい

しい食事、指定管理者がどのような事業を進められるのか、私どもでどのようにバックアッ

プできるのか研究を進めているところです。 

２つ目です。その他休館日の問題がございます。これを多分おっしゃっているのではない

かと思いますが、日曜日が国民の祝日には、月曜日が振替休日となります。いわゆるハッピ

ーマンデーです。しかし、現行では、月曜日が休館日になっておりますので、月曜日の体育

施設の予約ができません。この課題は、体育施設ばかりではなく、公民館・図書館などの他

の教育機関の利用や予約にも影響することになります。このことは、広報とすると、多少の

行政経費、人件費等の負担を覚悟をすれば実現可能となります。どのような形がよろしいの

か、諸団体と検討してまいります。 

２点目になります。各ＮＰＯやその他の法人に対して、どの施設を任せるかというご質問

です。指定管理者制度を導入するにあたりましては、全施設が対象となりますが、実際の導

入に当たりましては、行政のスリム化、効率化が望めること、民間の発想を取り入れること

で、利用者に対するサービスの向上が期待できることなどを基準に、まず導入する施設を選

択をいたします。その上で法人や団体を募集します。原則的には公募になります。その上で

どの団体を選考するかは現行制度によりますと、指定管理者選定審議会、新制度といいます

か、今議会上程中でございますが、新制度によりますと、指定管理者審査会の審査にゆだね

ることになろうかと思います。 

しかしながら、原則的には公募ですが、修善寺体育館につきましては、公募によらない指

定管理者制度の導入を検討しております。伊豆市体育協会は、過日、ＮＰＯ法人「伊豆市体

育協会」の設立総会を開き、このほどＮＰＯ法人の申請をいたしました。修善寺体育館を伊

豆市体育協会の活動拠点として定め、体育活動のますますの発展と地域総合型スポーツクラ

ブの育成を担っていただく予定でございます。今後一層地域のスポーツ活動の活性化が、い

ろんな面で望まれます。身近な市民団体の方が、指導者の確保などを考え、よりふさわしい

団体であると思われます。その節はご理解をいただけますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、飯田正志議員。 

○９番（飯田正志君） まず、一番最初の支所のあり方ですね、私も市長の考え方にほぼ一緒

なんですが、もともと支所というのは、その旧町の市街化地域、中心地にあったと思うんで

すね。それが合併してどうも疲弊していると。どこも支所のあたりが元気がないということ

で声が聞こえるんですね。 

ですから、その支所を、分庁でなくていいですから、窓口とか総合案内所もいいんですけ

れども、空いている空間もありますから、それを積極的に貸し出して、その地区の方々に、
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もっとボランティアでも結構ですから使っていただいて、活性化するような施策をしていた

だけるようにお願いしたいと思うのですが、その辺は市長はどう考えていますか。  

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 議員おっしゃるとおりだと思います。疲弊しているかどうかというの

はちょっと疑義がありますけれども、地域の方々と地域を盛り立っていただけるということ

で、いろいろ考えたいと思います。細部については総務部長に答えさせます。 

○総務部長（平田秀人君） 基本的にはおっしゃるとおりであろうかと思いますし、支所のい

わゆる利用と言いますか、現実的に数量的なことといいますと、相当支所もあいてくるとい

うようなことでございますので、やはりまず防災の拠点となる防災センターとしての機能、

それから地域づくりの核となるような使い方ができればいいというふうに思っております。 

現実的には、いわゆる土肥の支所、これについても各種諸団体等を集めてみたらどうかと

いうような話しで進んでおりますし、その他の施設につきましても、やはり同様の話しがご

ざいます。まちづくりの拠点となるような施設として、いわゆる後の支所の利用というのも

平行して考えていく問題だなと考えております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 飯田議員。 

○９番（飯田正志君） まったくその通りでありましてね、やはり空き家になってしまいます

と、そこが汚れてきますし、使っていただければただでもいいですから。使っていただけれ

ば掃除もしますし、そこに人間が入ってくることによって生きいきとしてきますから、ぜひ

その方向で、文化人といいますか、そういうおけいこ事をやったりいろいろいますからね、

そういう方で使っていただくようにぜひ進めていただきたいと思います。 

２つ目は保育園の民営化について。なぜこれ質問したかといいますと、自分の委員会です

けれどもね、新聞に市長は、全部の保育園を民営化すると載ったものですから、非常に市民

の方々が心配して、全部民営化してしまうのかと。できないよなという話しがありましたも

のですから、わざわざこれを取り上げました。 

マスコミというのは方向性でいろいろと断定的に書きますから、誤解を呼びますので、そ

の点は今の答弁のように話し合いをしながらできるところとできないところがあるという答

弁でしたので、ぜひその方向で、やはりできないものはできないなりに行政がしっかりとや

って、いい子どもたちを育てるようにお願いします。 

それから３つ目、事務局長がしっかりと話しをしていただきました。もともと言いたかっ

たのはですね、利用する方の立場に立って、私は不公平にしろとか言っていませんで、月曜

日に使いたいのに、月曜日は休館だからだめだよという、役場の一点張りではなくて、月曜

日に使いたい方があったら一年中無休でやればね、今はどこでも、コンビニなんかも民間は

一年中無休でやっていますから、そんなのローテーション組めばできることですから。役場

の職員が休みだからだめだよなんていうことを言わないで、一年中やるという方針でやって
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いかないといけないように思いますけれども、どうですか事務局長。 

○議長（堀江昭二君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山本準次君） はい。検討してまいります。 

○議長（堀江昭二君） 飯田議員。 

○９番（飯田正志君） ぜひ検討していただきたいと思います。 

以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（堀江昭二君） これで飯田正志議員の質問を終了します。 

 

◇ 遠 藤 正 寿 君 

○議長（堀江昭二君） 次に25番、遠藤正寿議員。 

○２５番（遠藤正寿君） 25番、遠藤です。 

私は２点質問をしたいと思います。 

まず１点目の窓口サービスについて。 

これはですね、伊豆市も合併しまして４年目を迎えたわけですけども、伊豆市の場合、分

庁方式と言うものをとっておりまして、非常に市民の方がどこへ行ったらいいかわからない、

そういうご意見がたくさん寄せられております。 

前の飯田議員の質問でもありましたが、行政サービスの向上には、今市長の答弁で本庁方

式にすると。その中で、住民サービスの場合、総合案内所を設けるというようなことをおっ

しゃっておりましたが、私もまさにそのことについて触れたいと思います。 

それでは本文に入らせていただきます。 

市民から、役所に行ってもどこに行ったらいいのかわからないことが多くあり、職員の対

応についても非常に不満を持っているという方が多くいると聞いています。そこで総合案内

所のようなインフォメーションセンターといいますか、設置が必要だと思いますが、市長の

お考えをお聞かせください。このことについて総合案内所を設けたいというお気持ちはわか

りましたが、私はですね、このことは本当に受付を総合案内誰か１人いれば済むことですの

で、明日からでもできるじゃないかなと思っておりますので、その明日からでもできるかな

と、その質問にお答えを願いたいなと思っております。 

２点目の防災訓練につきましても、初日の日に防災監の方から十分内容については説明を

受けておりますが、若干ほかの方面で聞きたいと思っております。今年の９月１日の防災訓

練について、伊豆市の市民はどのようにかかわり、どのような訓練をするようになるのか、

また各機関との連携や市民同士の訓練の内容についてもお聞かせを願いたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの遠藤議員の質問に対し、答弁を求めます。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 遠藤議員のご質問にお答えいたします。 
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窓口サービスについてでございますが、市役所の業務内容については、広報や市民便利帳

等で業務の案内をし、庁舎の入り口には、案内表示をするなどの誘導をしているところでご

ざいますが、多くの市民は市役所を訪れる機会はあまり多くない方が多いのではないかと思

います。そういう方にとっては、どこに行っていいのか、戸惑いや案内不足の点はあるのか

なと思っております。ましてや合併以来、分庁方式を取っているので、市民の方にはどの業

務をどこの支所で担当しているのかということが分かりづらく、ご不便をかけているのかな

と思っております。本庁への集約化は、市民サービスの向上につながると思いますし、また

各支所は総合窓口として対応していきたいと考えております。 

ご質問の案内係ということですが、現在のところ専任で案内係を設けるつもりは考えてお

りませんが、本庁、支所の窓口、フロントから入ったところにそれなりの職員の教育をして

対応したいと思いますし、また部長課長を通じ、職員教育をさらに徹底していきたいと考え

ております。 

続きまして、２点目の防災訓練についてお答えいたします。ことしの総合防災訓練は、東

海地震の切迫性が指摘されている中で、東海地震観測情報の発表から、地震発生直後の災害

応急対策までの訓練を静岡県との共催で実施するもので、当市が静岡県の総合防災訓練の中

央会場となります。また、政府の総合防災訓練とも連携した中での訓練となりますので、大

がかりな内容になります。 

訓練の重点項目としては、特に地域の災害の特性を踏まえた実践的な訓練、県の広域受援

計画及び市の地域防災計画に基づく広域受援訓練を掲げています。そこで、修善寺・天城湯

ケ島・中伊豆・土肥の４地区それぞれの地域の特性を生かした訓練とするため、多会場分散

型の訓練を計画しております。 

まず、市役所本庁に災害対策本部を設置します。そして修善寺地区では特に観光市街地を

意識しまして、修善寺総合会館とその周辺を会場にしまして、観光協会、旅館組合等を主体

とした、宿泊客や観光客の避難誘導並びに地域外への脱出訓練、消防を主体とした高層建築

物からの救出訓練及び転落車両からの救出訓練、その他関係機関や自主防災会による訓練を

計画しております。 

天城湯ケ島地区では、特に山間地域ということから、孤立地域や土砂災害等を想定し、狩

野グラウンドとその周辺を会場に、自衛隊・警察・消防の救援・救助隊を中心に、土砂埋没

車両や、多重事故車両からの救出訓練、自衛隊ヘリによる孤立地域住民の救出訓練、その他

関係機関や自主防災会による訓練を計画しております。 

次に中伊豆地域では、白岩グラウンドとその周辺を会場に、自衛隊・警察・消防の救助隊

を中心に、倒壊建物からの救出訓練、県消防防災航空隊のヘリによる大規模山林火災を想定

した、空中消火訓練、その他関係機関や自主防災による訓練を計画しております。 

土肥地区では、駿河湾に面し孤立しやすい地域であることから、津波等による被害を想定

し、土肥屋形海岸とその周辺を会場に、海上防衛庁のヘリ、海上自衛隊、消防の救助隊並び
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に地元漁船による海難救助訓練、海上自衛隊海上保安庁の艦船による観光客等の地域外への

避難、並びに支援物資の海上輸送訓練、その他関係機関や自主防災会による訓練を計画して

おります。 

また、天城ふるさと広場を災害支援の前線基地と位置づけ、自衛隊等の支援部隊の受け入

れ拠点といたします。４会場に隣接する地域住民並びに自主防災会の皆様には、会場での訓

練に、積極的に参加・協力をお願いしたいと思います。なお、その他の地域におきましても、

各自主防災会にて計画される訓練に参加をお願いいたします。 

なお、今回の訓練は政府の訓練とも連携した中で実施されることから、県知事を初め、政

府の調査団も訓練会場を視察されると伺っております。 

議員の皆様方にも、ぜひご理解とご協力をお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 遠藤議員。 

○２５番（遠藤正寿君） 今、答弁の中で、専任の教育をして、案内所等職員の方にやってい

ただけるような前向きなご答弁を願ったわけでございますが、できればですね、総合案内と

いうような、玄関を入れば一般の方がすぐわかるような案内所を早く設けていただいてです

ね、ぜひ、市民の方が、これは本庁の場合ですけども、入って自分のお願いしたいことがど

こへ行ったらわかるのか、すぐにでもわかるように、早速やっていただきたいなと思ってお

ります。 

総合案内所の看板等を設置をしていただけるような検討をお願いできるでしょうか。その

点をちょっと伺いたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 専任を置くと言うことは、もう少し時間をかけたいなと思っておりま

す。といいますのは、私もよその市、町のところへ行って、専任の案内係を置いている所が

ありますけれども、非常にうまくいっているところと、なんかあそこへ座っていて、本当に

どうかなと思うこともあります。全てではないですけれども。 

伊豆市は、これから職員も減らしていかなければならないので、やはりそれに代わるよう

な手だてを考えたいと。例えば本庁の場合、入ってきたところに総合案内所というような看

板をかけて、そこへ気軽に聞いてくださいということでも多少は良くなるのかなと。一つず

つやってみたいと思いますので、またいろいろなご意見、お考えを聞かせていただきたいと、

そんなふうに思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 遠藤議員。 

○２５番（遠藤正寿君） 看板を設置していただけるように前向きに検討するということです

ので、ぜひ次の定例会になる前に看板ができればいいかなと思っておりますのでよろしくお

願いいたします。 
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それでは２点目の防災訓練についてでございますけれども、非常に大掛かりに自衛隊から

国防まで含めて訓練をするというような。自衛隊、消防、その他職業にしている方たちの訓

練には十分なろうかと思いますが、市民にとってどうかなというようなことは非常に疑問も

あるわけですけども、一つ、訓練についてはよくわかりましたが、防災でいつも各地域、伊

豆市には120もの町内会があるわけですけども、今、民生委員児童委員さんたちからですね、

災害時に要援護者申し出書というような、この台帳の作成を市民の方にお願いしているよう

ですけれど、なかなか集まらないというようなことで、もし一たん地震災害が起きたときに、

そういう町内会・区でそういう人がいるかいないか把握がなかなか困難だということです。 

当然災害が起きると、区長さんなり町内会長さんが地域を守るわけですけども、この場合、

伊豆市自体にはそういう住民台帳等がございますが、なかなか区自体でもですね、区民の皆

さんに１世帯何人いて、どういう方が住んでいるかということも把握できないというような

ことがございまして、もし災害時に、そういう区の区長さんなり町内会長さんが、行政がお

願いした場合にその地域のそういう名簿が災害用にできているのか。それと、そういう名簿

を地域へと出していただけるか、その点をちょっと１点伺いたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 本件については総務部長から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 現在、市の段階でそういうまとまった情報というのは、持っては

おりません。 

その民生委員さん等の話しに限定すると、現実的には災害のそういう支援といいますか、

民生委員さんのお力を借りてという場面が多々あるわけでございまして、基本的には民生委

員さんはそういう情報、今、台帳整理という話も伺っておりますけれども、地域の情報にか

なり詳しい方にお願いをしているという状況であろうかと思います。台帳整備等、今ご苦労

なさっているということで、行政の方で多少お力になれる部分については、情報提供等をし

ていきたいなとは思っております。 

○議長（堀江昭二君） 遠藤議員。 

○２５番（遠藤正寿君） できるだけ、災害時にそういう情報が得られるようにしていただき

たいと。 

またもう１点、同じようなことですけれど、一昨年ですか、台風の災害があったときに、

当然行政側に各地域から本当に短時間のうちに、いろんな報告がなされると思いますが、今

回も地震を想定して訓練するわけですけれども、私ども一昨年ですか、議会の委員会で新潟

県の長岡市へ研修に行った折、これは議会で行ったものですから、長岡市の議員さんたちが

行政側に、議員さん個々にいろんな情報を、ここの地域がこういう災害が起こったからぜひ

どうしてくれとかこうしてくれとか、いろんな情報が流れてくると。そうすると、行政側も

さまざまな意見で把握がしきれないというようなことがございまして、せっかくこの防災訓
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練やるものですから、一般市民の方が行政に通報する。裏の山が崩れたとか、そういう場合

はどうしたらいいかとか、川の増水がもうすぐ浸水するよとか、そういう情報が一本化する

ような対応が行政ができるのか。 

議会の場合ですね、個々の議員さんは直接行政に言わないで、議長さんに通じて議長から

お願いしてもらうとか、一般市民の場合は各区長さんを通じて行政へと流してもらうとか、

そこら辺の対応は今の防災訓練の中で行政側がどう対応してくれるのか。個々の市民の皆さ

んが同時に20本も30本も情報を流したときに、それが各区へバックして戻ってくるのか、そ

れか区長さんを通じて報告してくれと、市民の方に情報を流してあるのか、その点をちょっ

と伺いたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 災害時にどういう情報を取れるかという、その災害に対処する、いつ

くるかわからない災害のための準備とですね、災害が発生して災害がおさまる間とおさまっ

てからの３段階があるんでないかと思っていますが、一番大変なのは議員ご指摘のように、

災害が起きているときにどう動くかということだろうと思います。あと災害が終わってから

はですね、行政もそれなりの組織を通じてできる範囲の処置を取っていく、また受援をいろ

いろなところから、支援を受け入れて対処していくということですが、発生した直後の対応

というのは、多分、被災された方、しない方あるいは行政もパニック状態になると思います。

災害の程度によりますけれども。それをですね、どう対処するかということも、今回の訓練

の中でいろいろ考えていただきたい。それはもう気持ちとしては、おっしゃるように、情報

を集めて、機能的にこうやってこうやればできるはずだが、災害の直後はそういかないだろ

うと思っています。 

新潟の地震やそのほかを見ても、大体24時間とか36時間ぐらいはもうほとんどパニック状

態だという話しを聞いています。ですから、そこのところを、地域の方たちと一緒になって

どうやってそこをしのいでいくかと言うことが、今回の伊豆市でやる総合防災訓練と地域の

方たちもぜひ考えて、また、行政としてもどういう場合どこまでできるかということを考え

ながら訓練をしていただきたいと思います。 

どうするのかというのは、なかなかチャートに描いてこうやればいいよと言えばできるけ

れども、多分そのとおりに行かないと思います。かといって、だからつくらないというのも

どうかと。非常に悩ましいところありますけれども、そんなことを論議する、話し合う機会

に総合防災訓練を使って、その地域の防災力をアップしていただけたらと思います。 

回答になっていないかもしれないですけれども、以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 遠藤議員。 

○２５番（遠藤正寿君） せっかくの防災訓練ですから、そういう情報の伝達事項をメインテ

ーマにも一つ入れてもらいたいなと思っています。 

ありがとうございます。 
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○議長（堀江昭二君） これで遠藤議員の質問を終了します。 

 

◇ 杉 山   誠 君 

○議長（堀江昭二君） 次に１番、杉山誠議員。 

○１番（杉山 誠君） １番、杉山誠です。 

通告に従い一般質問をさせていただきます。 

初めに、乳幼児医療費助成制度の拡大について伺います。今月６日発表された厚生労働省

の人口動態統計によると、一人の女性が生涯に産む子供の数の推計値である合計特殊出生率

が昨年は1.32となり、2005年度を0.06上回ったことがわかりました。 

前年に比べて上昇したのは、2000年以来６年ぶり、1.3台に回復したのは４年ぶりです。

出生率は2005年度まで５年連続で過去最低を更新していましたが、1967年に前年と比べて

0.65上昇して以来、39年ぶりに高い上げ幅を記録しました。これまで出生率の下降が続いて

きた我が国は、2005年には過去初めて人口が自然減となり、大きな社会問題とされていただ

けに、大変明るい話題であります。公明党は出生率の上昇に向けて児童手当の拡充を初め、

少子化対策に全力を挙げてまいりましたが、こうした国を挙げての取り組みが出生率上昇に

功を奏しているものと思います。 

今後、今の人口を減らさないためには、出生率を2.1以上に引き上げることが必要で、国

はもちろんのこと、各自治体は出生率アップへさまざまな施策を展開していく必要がありま

す。子供を産み、育てやすい環境づくりを進める子供未来財団の調査によると、全国約

3,400ある自治体のうち、1990年から出生率が上昇したと推定される自治体が約１割の330あ

ったとのことで、さまざまな要因があるにしても、自治体による取り組みいかんで出生率の

地域格差が広がっていることは確かであります。 

伊豆市における出生数は急激に減少しており、その対策に力を入れることは喫緊の課題で

あると思いますが、現在の政策が近隣の他市町の後追いとの感が免れず、何らかの独自政策

が強く望まれます。 

さて、子供にかかる医療費ですが、その軽減を図り、安心して医療機関で受診できるよう

に乳幼児医療費の助成制度が実施されていますが、さらなる少子化対策・子育て支援が求め

られる中で、各自治体独自で医療費の完全無料化や、対象年齢の引き上げの動きが強まって

おります。 

伊豆市においても、助成制度の拡大を望む声が多く聞かれます。財政の厳しい中ではあり

ますが、医療制度改革により2008年４月より、患者負担２割となる対象が、現行の３歳未満

からおおむね６歳以下の小学校入学前まで拡大されることから、本市においても助成対象年

齢の引き上げが可能ではないかと思いますがいかがでしょうか。 

２点目に、グリーン購入の推進について伺います。 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して必要性をよく考え環



－40－ 

境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。 

循環型社会の形成のためには再生品等の供給面の取り組みに加え、需要面からの取り組み

が重要であるという観点から、平成12年５月に、循環型社会形成推進基本法の個別法の一つ

として、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律として、グリーン購入法が制定

されました。この法律では、国や省庁などに対して調達方法を年度ごとに決めて購入するこ

とを義務づけておりますが、地方自治体は努力義務になっているため、取り組みがおくれて

いるのが現状です。 

しかし、地方公共団体によるグリーン購入の推進は、市場に供給される製品・サービスな

どに環境配慮を組み込み、社会に浸透させ、持続可能な循環型社会を形成する上で重要な役

割を果たしており、さらには地域住民が直接行政サービスを受ける接点であることから、そ

の影響は極めて大きなものがあります。 

環境問題を発生原因から解決することにつながる、このグリーン購入に伊豆市はどのよう

に取り組んでいるのでしょうか。現状と今後の計画を伺います。 

最後に、入札制度改革と市内業者の育成について伺います。 

昨年来、県知事逮捕や農林水産省所管の独立行政法人による林道談合など、官製談合の摘

発が相次いでいます。官製談合は公共工事発注の入札に際し、公務員らが事前に入札価格を

受注業者に漏らし、業者間の談合に関与する行為で天下り先など見返りを期待する官が行と

癒着し、税金を食い物にしてきました。 

2007年７月に官製談合防止法が制定され、さらにことし３月からは、罰則規定等を加えた

官製談合防止法がスタートしました。これにより抑止力が強化され、談合は危険で割りに合

わない犯罪になることが期待されています。 

また国の入札制度改革に伴い、地方自治体においてもその改革が進められていますが、各

自治体によりさまざまな条件が違う中で、伊豆市に適した制度としていく必要があります。

入札の透明性、公正な競争性を担保する制度改革をどのように進めていく計画でしょうか。 

また、市内には多くの建設関係の業者が存在しています。それらの事業所は、人口減少が

続く伊豆市において貴重な雇用の場を提供しており、災害時における対応や地震対策、さら

には、奉仕作業など地域に密着した産業として定着しています。 

しかし、近年の公共工事の減少で各社とも非常に苦しい経営を迫られているのが現状です。

繰り返しになりますが、雇用の確保や災害対応そして地域経済の活性化のためにも、市の発

注する事業において、市内業者の受注を優先する必要があると考えますが、いかがでしょう

か。 

以上、ご答弁をよろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの杉山議員の質問に対し答弁を求めます。市長。 

○市長（大城伸彦君） 杉山議員のご質問にお答えいたします。 

まず、乳幼児医療費補助制度についてでございますが、出生率が少し上がったということ
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で、いいニュースだと思いますけれども、上がった原因が何なのかなと今私は思っています。

いくつかの政策が効いてこうなったのかな。また、若いカップルがそういうニュース等を見

て頑張ったのかなと、そんなこともちょっと思っていますが、いずれにいたしましても、こ

の乳幼児の医療費補助制度は、乳幼児の疾病を早期に発見し、適切な治療と慢性化の予防を

促し、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的に県の補助事業として実施しております。

 県では、平成16年12月より対象年齢を未就学児に引き上げました。同時に、伊豆市では、

県補助事業による所得制限を撤廃し、就学前の児童全員を対象に医療費を助成するようにい

たしました。自己負担をなくすことや、年齢の引き上げを望む声もありますが、財政的にも

厳しい伊豆市が、先行してやるということはちょっと難しいなという状況と考えています。

 これは、時間をかけて、検討、議論をしていきたいなと思います。財政が十分あれば、私

もしたいと思いますけれども、ご承知のように大変厳しい状況でございます。ご理解いただ

きたいと思います。 

次に、グリーン購入の推進についてでございますが、環境に配慮した循環型社会形成は、

重要な課題であります。 

現在、市においては、用紙を再生紙入り、アールマーク製品を通年の単価契約により購入

しており、その他事務用品は既にメーカーのカタログ等で各課ともエコマーク等の製品を購

入するよう努めているところであります。しかしながら、単価的な課題もあります。 

今後は、さらにグリーン購入に際して、エコマーク商品のメーカーカタログや環境ラベリ

ング制度のマーク等の表示を参考に、事務用品、ＯＡ機器、車両等調達時において前向きに

取り組んでいきたいと考えます。 

続きまして３点目の、入札制度改革と市内業者の育成につきましては、入札の公正な執行

のための制度改革をどのように進めていくかとのご質問ですが、県では、談合の発生を教訓

として、入札制度のより透明化を確保し、公正な競争の促進を図るよう、一般競争入札対象

金額を拡大する制度改正がなされました。 

伊豆市においても、平成19年度より従来の指名競争入札のみではなく、設計金額が5,000

万円未満の土木工事、建築工事、電気工事及び管工事については、受注工事希望型指名競争

入札を導入いたしました。5,000万円以上の大規模な工事につきましては、制限付き一般競

争入札を実施することといたしました。 

次に、市内業者の受注を優先すべきとのご指摘ですが、現状の受注工事希望型指名競争入

札においては、経営事項審査点数や地域性といった条件を設定し、談合を防ぐ目的で業者を

選定することにいたしました。しかし、全国の自治体においても、一般競争入札を推進する

取り組みが増えております。伊豆市としても段階的に取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、杉山議員。 

○１番（杉山 誠君） 再質問いたします。 

最初の乳幼児医療費の補助制度ですけれども、財政の厳しい中でという理由でございます
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けれども、質問でも述べましたように、来年４月から医療制度の改革によりまして、一般医

療費３割負担のところを２割になる対象が、現行の３歳未満から小学校入学前まで拡大され

るということはご存知だと思うんですけども、その制度により、市の財政負担は減ると思う

んです。財政負担が減った中で、そのような実施を検討されるということは、決して無理を

お願いしているわけではございませんので、実際に現状の県の補助として実施されている中

ではありますけれども、近隣の市、長泉を筆頭に伊豆の国においても、現行の制度の中でも

完全無料化されております、通院時の自己負担、入院時の自己負担、それから入院時の食事

療養費まで完全無料ということで、財政の関係もあるかと思いますけれども、そのような状

況にかんがみますと、伊豆市だけが県に横並びというか、無理のない中でということをいつ

までも続けていくことも、やはり住民の理解というか、賛同は得られないと思います。 

また保護者の方も、非常にその声を、拡大を望む声も聞かれるわけですので、今から検討

を始めれば、来年の４月に間に合うかと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 財政のことについて、その部分だけを考えれば議員おっしゃるとおり

ですが、それから、伊豆の国、長泉等の例がありましたけれども、伊豆の国・長泉は残念な

がらといいますか、私どもよりも財政はいいわけです。長泉にとっては財政力1.いくつでご

ざいます。そういうのと直接比較されるのはいかがかなと思います。 

もう一つ申し上げますと、ことしの３月の本年度の予算審議の中で、ことしは、前年度と

比べて一般会計３億7,000万の予算を削減したわけです。来年度も大体そのぐらいまでやっ

ていかなければならないと私は考えております。全体の中でどういう予算になるか、やって

みなければわからないですけれども、厳しいんじゃないかと思っております。 

何回も申し上げますが、できるようになればいいなと。その分、ここの、そこの部分だけ

やれば、県から補助してもらえますから、市としては浮くわけで、そこへ回せばいいじゃな

いかと。そこだけ考えればその通りです。けれど市全体も考えなければいけませんねという

ことで、そこで考えさせていただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 杉山議員。 

○１番（杉山 誠君） もう一度伺います。市長のお考えもよくわかります。 

しかし、先ほど申しました中にありました、財団法人子供未来財団の調査、研究の発表に

よりますと、出生率上昇に寄与する政策効果ということで、保育園や幼稚園の保育施設ある

いはその経済支援、母親の働き方とかいろんな条件があるわけでございますけれども、やは

り経済支援ということが子育て支援に最も効果的だということが、うたわれております。 

この経済支援の中でも児童手当とかいろいろございますけれども、乳幼児医療費の助成、

なぜかと言いますと、現行の小学校入学前まで１回500円４回まで、以降無料という制度で

ございますけれども、その制度の中で子育てをしている保護者の方が、小学校入学と同時に

３割負担をもろに負担しなければならなくなるわけでございます。そうすると、小学校上が
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ると教育費とかもろもろかかってまいります。それに加えて、医療費の負担が重くのしかか

ってくるわけでございますので、無料ということにつきましては、やはりある程度の受益者

負担ということで、私は500円の負担はいたし方ないかなと思いますけれども、対象年齢を

上げるということは必要じゃないかなと思うんです。その市の負担が減ったのを全部乳幼児

医療費の助成に充てるわけにはいかないとおっしゃられますけれども、しかし、今の伊豆市

の状況を見ますと、子育て支援ということに、余りにも他にちょっと使い過ぎるという言い

方はおかしいんですけれども、やっぱり力が注がれていないということを非常に感じており

ます。また、そういう意見もございます。 

やはり伊豆市の将来を担う子供たちを育成していくわけですので、ぜひ力を入れて、４月

に向けてぜひ検討を進めていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） はい。 

議員おっしゃることはよくわかりますが、いずれにいたしましても、その財政ということ

がついて回るわけです。その辺を十分検討していかないといかんなと思います。 

おっしゃるように、諸外国を見ると、財政的な大きな補助をすれば出生率は上がるという

データが出ております。けれど、それがすべてかなというのはあります。と同時に、これは

税制の問題にも絡んでくるわけで、我々がここでその部分は議論するものではないと思いま

す。 

来年に向けてどのようなことができるか、健康福祉部長に答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（内田政廣君） 私どもの部といたしましては、ぜひそういう政策を進めたい 

という意思は十分ございます。 

しかしながら、ただ今、市長が申し上げたとおりでございまして、確かに３歳未満から就

学前児童ということになりましたけれども、これ補助金が一方で３分の１ついているわけで

ございまして、市だけの部分の負担というものはですね、約600万円前後の財源が浮くだけ

なんですね。それで今度各学年を上げていくということになりますと、それはもろに市の財

政負担になると。だいたいの試算でいきますと、１学年800万円前後1,000万円弱くらい市の

負担が増えてきますので、そこでどこまで財政の方が負担できるかという、そういう問題の

折衝になっていくのかなと思っておりますけれども、たった１年生までというわけにはいか

ないでしょうから、私も努力はいたしますけれども、添うかどうかはわかりません。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 杉山議員。 

○１番（杉山 誠君） はい、ぜひ努力していただきたいと思います。 

次にグリーン購入のことに関して再質問させていただきます。 

現状、取り決めをしているということでございますけれども、この購入に際しては、やは
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り全庁をあげて取り組む必要があると思います。用紙とかマークの付いた商品を選んで購入

を勧めているということでございますけども、やはり取り組みをちゅうちょさせる理由の一

つに、価格が高いということが言われております。しかし、現在ではグリーン購入の意識が

高まってまいりまして、価格もだいぶ供給側の努力によって抑えられております。そして何

よりもランニングコストで考えますと、消費電力の少ないものあるいは燃費の少ないものそ

ういったものを購入することによって、長期的に経済的になるということがあるわけでござ

いますので、ぜひ、全庁的に計画的に進めていきたいと思うんですけれども、現在のところ

グリーン購入の推進に当たって担当部署とか、そういう全庁を挙げての取り組みの計画的な

策定はされていないでしょうか。 

その辺を伺います。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） お答えいたします。全庁でそういう取組みをやっている部署があるの

かということですけども、それを専門にやっている部署はございません。それぞれの部署が

購入をやっているということでございます。そして、購入伺いを出すところの担当で、予算

を見ながらそのグリーン購入の方向でやっているという意識でございます。徹底するにはで

すね、やはり購入部門を一本化する必要があると思います。購買課とかですね、財政の購買

課とかそういうところでフィルターをかけないと徹底はしにくいなと思っています。これを

さらに見ますと、ＩＳＯ14000が行政がとって、そういうものを掲げてやらないと、今度は

業者からとってもしないで、なぜそんな難しいこと言うんだというようなことも言われかね

ないと思われます。 

いずれにしても、環境ということにつきましては、先般、前のアメリカの副大統領ゴアの

レポートがありますように、将来に対して大変な問題になってくるんだということで、環境、

省エネ等については、やはりさらに意識を高めるような努力をしてまいりたいと思います。 

以上です。 

○１番（杉山 誠君） ぜひ市長のお考えを進めていただきたいと思います。 

ちょっと具体的なことになるんですけれども、現在使われております、市長の公用車とい

うのは、市長専用じゃないかもしれないですけれども、公用車買いかえのときに、低公害車

を購入する自治体がふえております。ご存知のように低公害車というのは、かなり値段が高

いわけでございますけれども、一たん購入してしまえば、燃費とか、環境配慮の面でも非常

に効果があるということで、これは非常に有効であると思うんですけれども、まだ買いかえ

の時期はきていないかもしれないですけれども、具体的に市民に見える形でそういう取り組

みを進めていく必要性もあると思いますので、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

○市長（大城伸彦君） 現在、専用ではないですけれども、私が公用車として県とかその他へ

出かける時に乗っている車はトヨタの車でございまして、10年ぐらいもう使っていると思い

ます。個人的にはそういう車に変えたいなと思っていますが、先ほどのところで申し上げま
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したとおり、やはり去年も購入あるいはリースで低公害車でワンボックスで、職員と一緒に

会議をしながら移動できるというようなことができないかと提案いたしましたけども、これ

は今の伊豆市ではちょっとまだ買えませんから、今のに乗っていてくださいということでや

っています。なるべく車を使わないようにしたいと思っています。 

県下の市長さんでもって、電車を使って行きますという方も何人かおるようですし、自分

で運転をするという宣言をされた市長さんもおいでのようですけれども、ちょっと自分では

自信ないですね。考えながら運転して事故でも起こしたらかえって迷惑をかけてしまうと思

っていますので、ちょっとそういうことは自分ではやらないのがいいと思っています。今の

乗っている車でもう少し、少なくとも私の今回の任期まではそれでいきたいと思いますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

次回、再購入するときには、やはり地球環境にやさしい車でなるべく安いものにしたいと

個人的には思っています。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 杉山議員。 

○１番（杉山 誠君） わかりました。 

最後に、入札制度のことに入らせていただきます。今、答弁をいただきました伊豆市の入

札制度の改正でございますけれども、談合防止を目的として、改正をしたということで、大

変結構ではございますけれども、その実施に当たって、今、非常に現場から混乱の声が上が

っているわけでございまして、現状、どの程度把握しているのかなということで疑問を感じ

ております。この受注工事希望型制度を導入するにあたりまして、やはり参考となるものが

あったと思うんでございますけれど、どのようなところを参考にして決めたのかお答えいた

だきたいんですけれども。 

あと私が後半の方で申しました、地元業者の育成ということでございます。伊豆市は、非

常に建設業に関係する方が多くおられます。先般、ＮＨＫの番組でもやっていましたように、

日本という国が非常に建設業に関係している人が多いということで、おおむね10人に１人が

関係しているそうでございます。地方ほどその比率が高いということで、地方の経済にとっ

て非常に建設業の役割というのは重要だということをうったえておりました。 

今までは公共事業がかなり地方にもありましたので、地方の経済波及効果も大きかったわ

けでございますけれども、近年のこの公共事業の減少に伴って、やはり建設業関係の方も非

常に苦しい経営を迫られている。何度も申しますように、単価の下落とか受注量の減少で労

働環境も非常に悪化している。そういった中で労働単価の減少により、技術者の意欲という

ものがそがれている現状があると思います。 

建設業というのは、非常に天候にも左右されますし、きつい仕事でございますので、やは

り今までその中で頑張ってこられたということは、ある程度の所得が得られるということも

一つの要因ではなかったかと思います。 
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それで今、談合防止あるいは公正性ということで、入札制を度変えてきたわけでございま

すけれども、この中で、市内業者の育成ということでありますけれども、やはり工事の内容

によっては、市内の業者では対象者がいないということもあるのも事実でございますけれど

も、市内で受注できる能力がある業者というのは、優秀な業者がかなりいるということで認

識しております。そういった方がいるわけでございますので、やはり伊豆市の現状から、経

済の活性化あるいは災害対応あるいは雇用の確保ということで、市内業者を優先的に受注さ

せるような方式をより高めてもいいんじゃないかと思うんですけれども、その辺どのように

お考えでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 入札制度についての再質問でございます。 

なかなか微妙なところがありますので、企画部長から答えさせます。 

○企画部長（渡邊玉次君） ２点ほどご意見あったかと思いますが、まず、参考にした方法で

す。これにつきましては、県の資料等を参考にしまして、いわゆる希望型の競争入札の方法

をとったわけでございますが、これはひとつには、官製談合を防ぎたいという目的がござい

ました。というのは、直接業者を指名する形を取りませんので、何点から何点の間、いわゆ

る経営事項審査、我々は経審と言っているわけですが、客観的評価の段階でそういった業者

名が表されない段階で業者が希望してくれば受け入れますよという制度ですので、直接業者

に我々指名委員さんが感知しないということが、官製談合のひとつの防御の方法として考え

られたものだと聞いております。 

そういった中で、地元業者の育成についてでございますが、これにつきましては、我々も

地元業者を優先したいという気持ちは十分あります。今回の改正に伴いましては、Ａ・Ｂラ

ンクと我々言っておりますが、そういったところについては点数を下げたりということもし

ました。それから、実際の運用の中では、Ｃ・Ｄランクについては、金額を下げた。下げた

というのは、実際に受注している状況をかんがみて、そういった人たちの受注量がおおむね

そのくらいのランクであったということから、Ｃ・Ｄランクの業者の上限額を下げたという

ような努力もさせていただきました。 

いずれにしましても、相対的に公共事業が減っているというのが実情かと思います。では

これからそういった地元の建設業の方がどうやって生きていくか。民間の仕事を取るである

とか、あくまでも一般競争入札にシフトしていくとなりますと、かなり業者さん方も競争原

理に基づいて努力していただくというのが基本的な考え方だと思っています。相反する部分

がございますが、現状の中で談合防止であるとかいうことを踏まえますと、どうしてもそう

いう方向に行かざるを得ないのかなという気がしております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 杉山議員。 

○１番（杉山 誠君） 再々質問をします。 
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  やはり大きな目的は談合防止ということでございますようですけれども、以前、市長は談

合はないということを答弁されたことを私記憶しております。現状ないからといって、その

制度を、談合防止策を講じないということは不備でございますけれども、やはり将来にわた

って談合をなくすということで必要であると思います。 

しかし、先ほども申しましたように、伊豆市の現状というのは、非常に業者も多く、また

受注単価の減少とかいろいろな問題を抱えております。公平に入札に参加していただくとい

う観点から、１点だけ質問したいのですけれども、この経営事項審査のことですけれども、

入札要綱の中にあります経営事項審査結果通知書の完成工事高の平均額がゼロである建設業

者は対象としないということでありますけれども、経営事項審査というのは、今まで行って

きた仕事に対する結果、そういう審査の項目があると思うんですけれども、完成工事高の項

目ですけれども、土木一式とかいろいろあると思うんですけれども、今回のその対象に入ら

ないということで、そういう同じ仕事を今までやってきていながら、入札の指名業者に入っ

ていながら、結果通知の項目により外れてしまったという方もおられると伺っております。 

このような制度を改革するにあたって、受注をされる方々への説明というか、そういうこ

とが十分になされてこなかったんじゃないかなと思います。非常に混乱をしている声を多く

聞くわけですけれども、その説明に理解をされなかったということもあるかもしれないです

けれども、やはり業者というのは１つの仕事を受注することによって、自分たちの会社経営

を継続していくわけですので、今まで受けていた仕事が対象にならないということで受けら

れなくなったということは、死活問題にもつながるわけでございますので、そういう激変緩

和といいますか、特例措置そういったことも必要ではないかと思うんです。 

一律に県の制度にならうといいましても、やはり伊豆市は伊豆市で今まで行ってきた制度

があるわけですので、急激な改革というのは非常に混乱を招くということで、状況に合った

対応、一つ一つの特例というか救済というか、そういうことも必要ではないかと思うんです

けれども、現状をどうとらえておいででしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 杉山議員さんのご質問の中の、対象業者のいわゆる実施要綱にあ

ります、第３条のことかと思います。このゼロというのは実は経営審査、県に建設業関係の

人が審査事項として申請するわけですが、その際に基本的には実績額がゼロという表示をさ

れる場合があります。そうしますと、経営事項というのはトータルで判断されますので、実

績がなくても点数は出ます。そうしたときに、我々が今度入札参加申請というのを受け付け

るわけですが、その段階においてチェックをさせていただきます。そうすると実績額がゼロ

という数字が出ていますと、実際こういった時代になりまして、工事の評価とかそういった

ものにおいて実績額がないものに対して工事発注というものは非常に不安がございます。そ

ういった手続き上の問題の中でそういったことが生じているのではないかと思います。です

から、それらについてそういった業者の方からご相談があれば、例えば、ある事業を実際は



－48－ 

したのだけれど下請けであったと。下請けであっても実績はあるわけですので、そういった

数字をなぜ入れていなかったかということを、我々は逆に考えます。ですからある意味では

業者さん方もこういった部分について少し検討されたらどうかなというように考えます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これで杉山議員の質問を終了します。 

それでは11時05分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

◇ 木 内 一 郎 君 

○議長（堀江昭二君） 次に17番、木内一郎議員。 

○１７番（木内一郎君） 17番、木内一郎です。 

市有財産の有効活用について、市長にお伺いします。 

市有財産の有効活用について検討する余地があると思われる土地を拾い出すと、約44件、

これ約で、ちょっと読み違いがあるかもしれません。その取得価格は、修善寺地区だけでも

約５億1,800万円になる。他の中伊豆、天城、土肥地区を加えれば、推定ではあるが、約10

億円にはなると思われる。 

３月２日付けの静岡新聞によれば、塩川元財務相の浜松で行われた講演で、日本経済発展

のために、今後実施すべき行財政改革の対象の一つに、国の財産処理が挙げられていた。 

当市においても、行財政改革を推進していくには市有財産の有効活用は、欠くことのでき

ない重要な対策の一つと考えられるが、市長のお考えをお聞きしたい。以上。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの木内議員の質問に対し答弁を求めます。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 木内議員の市有財産の有効活用についてお答えいたします。 

公共用地取得特別会計で保有する土地について、修善寺地区においては、議員おっしゃる

ように、取得時価格で約５億円、44筆、また、土地開発基金により取得した天城湯ケ島地区

は、約１億3,000万円、８筆となっております。これらは事業用地域あるいは、事業代替用

地として先行取得したもので、今後、公共事業用の目的で取得した代替用地として、または、

有効活用が見込まれない場合は、民間への売却処分を進めることが、行財政改革の推進につ

ながると考えます。 

また、中伊豆地区及び土肥地区においては、旧国民宿舎用地のように行政財産の用途を廃

止した土地や、教員住宅・警察官舎・森林管理署官舎等の貸付用地においても19年度中に建
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物を解体し、市に用地を返却するとの申し出もあることから、これらの公共利用が見込まれ

なければ、同様に処分を推進したいと考えます。 

どこか購入してくれるいいところがあれば、ぜひご紹介いただきたいと思います。  

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

木内議員。 

○１７番（木内一郎君） 再質問お願いします。 

他の機関や県とのいろいろな絡みもあるとは思いますけれども、私は公共用地の積極的な

取り組みと管理、そういったものが重要じゃないかなと考えるわけですが、公共用施設の借

地を考えると、これが369件あるんですね。だからこれらを合わせて考えると、私は専業の

職員を一人置いて、そして有効活用を考えた方がいいのではないかと考えますが、その点い

かがでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 専業職員を置いて検討したらということでございますが、その点につ

いては担当の企画部長から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 専業職員を置いてということについては、ちょっとコメントを控

えさせていただきたいと思いますが、いずれにしましても、公共用地の処分については、将

来を見据えた利活用がどうなのか、それから土地利用要求の確認であるとか境界確定である

とかそういったようなことをすべて処理しまして、不動産鑑定なども行いまして、一般競争

入札において売却するということは、ある意味では非常に伊豆市としても必要なことではな

いかなと思っております。 

ただ、先ほど来言っておりますように、利用目的が将来見込まれる、例えば代替用地です

ね、こういったようなところについては、それらを踏まえて検討せざるを得ないのかなとい

うように思います。いずれにしましても、不要といっては語弊があるかもしれませんが、そ

ういったような土地については、極力早く処分する必要性は考えております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 木内議員。 

○１７番（木内一郎君） こういった土地は差し迫ってこうだということがないとなかなか動

き出せないもんですけれども、やはり私は、積極的な活用というか、外には常に目を向けて

いる必要があるなと。 

もう一つは、こういった管理地が案外草ぼうぼうで、景観を妨げている。こういう点も私

は確かにあると思うんですね。先日、中伊豆の警察の職員官舎に、また２度目に行ってみた

のですが、あそこはきれいに刈ってあってよかったなと思ったんですが、全般的にこういっ

た管理地の管理をしっかりしないと、伊豆市の景観を妨げる。特に私は公共用地がその見本
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にならなくてはいけないなと考えておりますので、そういった取り組みを今後、さらにお願

いして、私の質問を終わります。 

よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） これで木内議員の質問を終了します。 

 

◇ 小 野 忠 宏 君 

○議長（堀江昭二君） 次に20番、小野忠宏議員。 

○２０番（小野忠宏君） 20番、小野忠宏です。 

市役所職員の削減ということで、市長にお伺いさせていただきます。こんな質問というの

は、本来は不本位ですが、伊豆市の将来に向けてと言うことを考えて、ご容赦をいただきた

いと思います。 

自治体の議会議員は減らすべきというような全国的な流れだとか、市民感情を考慮しよう

というような、多くの議員の皆さんの意見の一致のもと、市議会議員の定数見直し削減を検

討しておるわけでございますが、市役所の職員数に関しても、同様なことが市民の耳からい

っぱい聞かれてくるというようなことでございます。今まで自然減だけを考えてきておった

ようでございますが、それでは、甘いのではないか、そういう意見を本当に頻繁に耳にいた

します。 

だからといって、生活権を奪うような、そんなやり方は到底問題外で除外しなければいけ

ないのですが、何か別の自然減だけではなくて、何らかの積極策ということを、何か案がな

いかどうか、そんなことを考えていることはないかどうか。考えるべきではないかというよ

うなことで、質問をいたします。何か方法がありましたらということで、市長の所見をお伺

いいたします。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの小野議員の質問に対し、答弁を求めます。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 小野議員のご質問にお答えいたします。 

市役所職員の削減についてということでございますが、現在職員数につきましては、特別

職と教育長を除きまして、平成19年４月１日現在で、474人となっております。これは合併

時の平成16年４月１日時点と比較いたしますと、３年間で46人の減少となっております。 

議員のご質問は、自然減以外の方法で職員数の削減を検討すべきとのことでございますが、

現在、職員数の削減につきましては、第一に退職者数をふやすこと、さらに、退職者の補充

を控える方法により削減を実施しております。この方法は、単に自然減ということではなく、

積極的な定年前の早期退職の勧奨と、希望退職を募ることで、職員数の削減を推進しており

ます。 

なお、過去３年間の退職事由の内訳は、退職者総数64人のうち、定年退職者数は14人、自
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己都合の退職者数は27人、早期退職の勧奨等による退職者数は23人となっております。今後

も、退職勧奨の実施や希望退職を募って、職員数の削減を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

小野議員。 

○２０番（小野忠宏君） 再質問させていただきます。 

今、市長の答えは、退職の勧奨とかいわゆる肩をたたくみたいなことになるんでしょうけ

れども、そういう事で減らしていくという話しなんですが、私はどちらかと言いますと、同

じ人間社会の中ですから、やはり組織として積極的な組織、そういうようなことを目指して

いった方がいいななどということを感じております。 

それで、少数精鋭とよく言いますけれども、優秀な人間を選んで少数にするんだとか、こ

ういう意味じゃなくて、少数にすれば自然に精鋭になるよと、こういうふうに私は解釈をし

ております。 

それで、例えばですね、民間会社と連携をとりまして、民間の方に出向してもらう。例え

ば、民間に出向してもらって。これも肩をたたいてやるのではなくて、手を挙げてもらうん

ですね。どうですか、みなさん行きたい方いますか、勉強に行ってきますか、そんなことで

例えば30万円の給料をもらっている人が民間で30万円で雇ってくれなんてことじゃなくて、

15万円でいいんだよと。残りの15万円は今まで通り、税金から出すと。こうすると、今まで

30万円全部が税金から出ていたのが、15万円だけ出せばいいと。そして民間から15万円出し

てもらう。こういうことができますと、人数は減って、少数精鋭が自然のうちにできてくる

んじゃないだろうかと。それでしかも財政的には楽になってくると。こういうようなことで、

より積極的な組織ができてきやしないだろうか。 

さらに、そういうことを３年間なら３年間、そういった民間に出て頑張って民間の厳しさ

を味わってきた人は、次の役職には、早く引き上げていくと。そういう積極的な人間を早く

引き上げていくと、こういうような、ただ削減ということを最初に言いましたけれども、目

的は全体をもっと活気のあるものにしなければいけないなと、こういう意味でもって私は話

をさせていただいておるわけです。 

こういうことが可能なのかどうかですね、検討できましたら、市長、このあたりに関して、

お答えをいただきたいと思います。 

○市長（大城伸彦君） なかなかグッドアイデアかなと思っています。しかし、前にも申し上

げましたように、合併いたしまして市の職員が多いよと、しばらく新規採用をとめたらどう

かというご意見等もありましたけれども、やはりそういうことをすると、後でそこのところ

が穴があいちゃうと、そこの年代の人がいなくなっちゃうよということで、こういう方法を

とっております。 

民間へ出向した場合に、期待できるところはだいたいわかりましたけれども、公務員の法
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制度がいろいろありまして、どういうふうにしたらいいのかなと、帰ってきたときの処遇な

ども、どこまで一緒といいますか、公務員制度の中で処遇ができるのかなと、そういうこと

ができないと、なかなか難しいのかなと思っております。その辺の制度的にどうなのか、総

務部長から若干答えさせます。 

○総務部長（平田秀人君） 制度的なことということでございますので、結論を先に申します

と、一般的な株式会社とか民間会社への職員の派遣、これは行うことができないということ

に、現制度ではなっております。研修派遣という形で、いわゆる給料はこちらでもって、研

修というような形で行くことはできます。 

また、広域法人等の法律というのがございまして、広域法人いわゆる社団法人とかですね、

そういうものに対しては派遣できる。その給与についても、それは相手方でもできるし、議

員さんおっしゃられる２分の１という形ではできますが、一般会社等を想定した場合には、

今の制度の中では難しいというようになっております。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 小野議員。 

○２０番（小野忠宏君） 質問を続けさせていただきます。 

民間企業には出向はできないというようなお話しなんですけれども、なんでかなというふ

うな、どの法律のどういう条文にそういったことがあるんですかと、私は疑問が有るんです

けれども、それは後の問題として。 

私以前、経済特区構想と言うようなことを私は一般質問させていただいたことがあります。

経済特区というのは何でもある。中には、下水道経済特区だとかですね、そんなのもありま

すね、現実に調べていきますと。それで、これを取り入れまして、例えば行政、民間企業連

携特区。言葉が適当かどうかわかりませんけれども、行政民間企業連携特区、こういうもの

を申請しましてね、それで、この我々伊豆市ではこういうことをやるんだと、だからこうい

う法律の規制があるけれども、これはちょっと取り除いてくれというようなことが私は、特

区というものはもともとそういうものでございますので、可能なのかなというふうに思った

りするわけですよ。そんなことを私は思います。 

これで私は終わりますけども、注釈を入れていただいて私の質問を終わります。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 職員削減から特区の話しにいきましたけれども、ちょっとそういうこ

とが可能なのかどうなのか、もう少し勉強させてもらいたいと思います。全体的には、議員

おっしゃるように、伊豆市は３万7,000人の人口からすると、職員は多いという認識を私は

持っております。どうやったら理想的な格好に早くなるかということを考えなければならな

いと思っております。 

そういう特区のことについて勉強不足で申し訳ありません。勉強させていただきます。 
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○議長（堀江昭二君） これにて小野議員の質問を終了します。 

暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時２７分 

再開 午前１１時２８分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 内 田 勝 行 君 

○議長（堀江昭二君） ４番、内田勝行議員。 

○４番（内田勝行君） ４番、内田勝行です。 

通告に従い、１件質問をいたします。 

市長と語る会、地区懇談会の継続実施を。市長と語る会の実施を、平成17年６月定例議会

の一般質問で提案をさせていただきました。その後、日程を調整し実施したことについては

一定の評価をしております。しかし、それ以降実施をしておりません。地区懇談会は、市民

との情報交換の場でもあり、継続を望む声も多々聞きます。少なくとも年１回の実施をして

ほしいと思いますが、いかがですか。 

以上です。よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの内田議員の質問に対し答弁を求めます。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 内田議員のご質問にお答えいたします。 

市長と語る会「地区懇談会」の継続実施についてでございますが、地区懇談会につきまし

ては、平成17年８月から10月にかけて、市内12箇所の小学校区単位で実施いたしました。ま

た、11月１日には、市内各種団体を中心とした伊豆市サミットというのを開催したところで

あります。今後、この伊豆市サミットの対象者を若者や女性などに向けながら開催を計画し

ていきたいと考えております。 

地区懇談会については、今年度は考えておりません。市民の方々の、ご意見ご要望は、各

支所並びに総務課で受付けております。建設的なご意見を積極的に出していただきたいと思

います。以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、内田勝行議員。 

○４番（内田勝行君） 再質問をいたします。 

今、市長の方から、伊豆市サミットを計画していると言いましたが、ちょっと私は内容が

よくわからないものですから、説明を願いたいのですが。 

その前に、市長とひざを交えての市民との意見交換、通常では多くの市民には無縁なわけ

ですね。しかし、そのような場が定期的に設けられるとしましたら、大変画期的なことだと
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思います。市にとっても不特定の市民の声が聞けるわけですから、数少ない良い機会だとこ

のように思います。市民の中にはですね、意見交換をする場を作るのは当然のことで、実施

しない方がおかしいと、このような意見も聞きます。市民の側から見れば、懇談会というの

は市長に直接ものを申すいいチャンスでもあるわけであります。この時とばかりに批判的な

意見、あるいは要望ですね。このようなことが主体になって、また約束しないまでも頭が痛

い問題が発生する、そういうこともあるかもしれませんが、耳を傾けたりあるいは聞くこと

もトップにかせられた仕事の一つだとこのように認識します。仮に反対に貴重な意見という

ものも、当然たくさん出てくると思います。 

ぜひ前向きな考えを示していただきたいと思うのですが、結論を今、先に言われましたの

で、今年中は、実施しないと言われたので、これ以上ちょっと突っ込みができないのですが、

再度、来年あるいは再来年継続の考えがあるか、その辺を伺います。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 地区懇談会ということですが、過去やってみたのですが、先ほど申し

上げましたように12回やりました。夜分でありましてですね、たった12回かと思いますけれ

ども、相当体力と知力とエネルギーが要ります。今おっしゃられるように、いろいろな要望

やご意見が出ました。 

しかしながら、これらはそういう場でなければできないのかということを考えておりまし

て、旧町でしたら、小学校３つか４つですから、３日か４日頑張ればいいかなということに

なるわけですが、12日というと、半月近くなるわけですよ。だからやらないというわけでは

ないですが、地区要望というのは、情報を上げるのには区長さんがおります。区長さんが

120くらいありまして、区長さんとも年２回ないし３回ミーティングをしております。区長

さんからの要望書も出てきます。まとめていただければなあという気持ちがあります。それ

ぞれが直に話し合うのもいいわけですけれども、全部出てくると、それだけ全体が薄まって

しまうのではないかなという思いがあります。毎年ではなくて、２年に１回とか何年に１回

とか、そのときの首長の姿勢によって変わってくるのかなと思います。 

いずれにいたしましても、私１回やらせていただいて、大変失礼な言い方ですけれども、

それだけやってどういう成果があったのかなということを思って、むしろ伊豆市サミットと

言っていますけれども、これはいろいろな団体の方とフリーに話し合いましょうと。観光協

会、旅館組合、それから若い人たちもいました、いろいろな活動をしてくれる方たちと、ど

んなふうに伊豆市をやっていくか、フリーに話し合いましょうということでやりました。一

昨年やりまして、去年はやろうと思ったんですが日程の都合でできませんでした。今年は、

先ほど申し上げましたように、秋にかかると総合防災訓練等で、訓練は１日か２日ですけれ

ども、事前が結構かかるわけです。そういうことで今年はちょっと予定していないというこ

とでご理解をいただきたいと思います。来年度以降は、また来年になってから考えさせてい

ただきたいと思います。 
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○議長（堀江昭二君） これで内田議員の質問を終了します。 

ここでお昼の休憩をとりたいと思います。 

１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時３７分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

◇ 森   良 雄 君 

○議長（堀江昭二君） 10番、森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

質問に入る前に、私はこの議会だよりナンバー12に大変疑問を感じております。私の考え

が間違いなら、議長はぜひこれを事務局に調べさせてもらいたい。このようなことを防ぐた

めにも、議長はこの議会で質問したことに対しこの議会で、この議会で答えさせていただき

たい。当局はこの議会で私が質問したことに対し、この議会で答えていただきたいと思いま

すのでよろしくお願いしたい。 

９番目の質問では、仕事をしてくださいというような質問をします。大変抽象的で、答え

に困ると思いますが、どのように答えていただけるか期待しております。私のこの一般質問、

これ自体が仕事に対する問題を指摘していると理解していただきたい。すでに市長は虹の郷

の遊具の維持管理では、ギブアップしているというように見受けられますが、市長は職員に

仕事をさせるのは仕事ではないでしょうか。 

天城湯ケ島支所では、６月１日に職員による行政違反の集会が開かれている。どうも伊豆

市がおかしくなっている。 

真剣な答えがいただけるよう期待して、質問させていただきます。 

横瀬駐車場。市長、横瀬駐車場の利用状況はいかがですか。月極めの利用がどのくらいあ

りますか。時間、日貸しの利用状況はいかがですか。日貸しの管理は大変でしょうが、管理

方法はどのようにしていますか。夜間や休日はどのようにしていますか。この駐車場の用地

を取得した目的は何ですか。伺いたい。 

ごみ焼却場、これは新しく予定しているごみ焼却場についてです。市長、進展状況はいか

がですか。一部事務組合の設立はどのようになっていますか。進行状況を伺いたい。地元と

の交渉状況はいかがですか。準備委員会ではどのような審議がされていますか。環境調査は

いかがですか。進行状況を伺いたい。 

電子入札。３月議会では、電子入札を20年度から導入する考えを伺いました。それに違い

はありませんね。県のシステムに参加するのですね。確認したい。電子入札導入のための準
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備状況を伺いたい。入札参加者への説明と参加者への準備はいかがですか。県のシステムに

参加するためには相応の負担が必要です。19年度の負担を考えていませんか。私はこの６月

議会に補正が上程されるかなと期待しておりましたので、大変失望しています。ぜひ良い返

事をいただきたい。 

パソコン問題。データはありませんか。昨年１月に市の職員が市のパソコンから競輪投票

サイトにアクセスしていた問題がありました。５人の職員に対し、１ヶ月10％の減給処分を

いたしました。新聞発表では全容の解明を進めるとありました。残念ながらいまだにその全

容が発表されていません。職員によるパソコンの不正使用について市長に伺いたい。 

①全容は解明しましたか。②全容を発表しませんか。③３月議会ではデータがないと説明

がありました。データがないというのは手元にデータがないということですか。④データが

ないということは、サーバーの中にもデータがないということですか。⑤サーバーのデータ

はどうなったんですか。⑥新聞では全容を解明すると発表しました。そのとおりですね。⑦

その時点でデータの保存はしなかったのですか。⑧平成18年２月のデータもありませんか。

⑨データを故意に削除したのではありませんか。⑩この時期にサーバーの内部の発信記録の

システムが変更されたようですが、いつどのような変更がされたのか。詳しく説明していた

だきたい。⑪電子記録の粉失、削除は市民に対する重大な背信行為と考えるが、市長はどう

考えているか。⑫電子記録の保存は、当局の重要な責任と考えるが、重要な行政上のデータ

でも粉失することがあるのですか。 

市長の考えを述べてください。 

湯川橋。市長、伊豆市誕生以来、幾つかの橋の架け替え、改良が行われていますが、架け

替えられた橋は幾つありますか。どこでしょうか。湯川橋は市役所の入り口にあります。わ

ざわざ観光のために立ち寄る方もおります。多くの観光客は、その姿に失望しています。観

光施設としても架け替えが必要ではないでしょうか。多くの歩行者、車の往来があります。

市長は湯川橋を徒歩で通ったことがありますか。湯川橋はなぜ架け替えられないのでしょう

か。架け替えまたは拡幅、歩道橋の設置などの改良は考えられないでしょうか。伺いたい。 

熊坂保育園。市長、熊坂保育園の耐震化工事の進捗状況を伺いたい。この保育園は過去に、

水につかったことがありますね。そのときの状況を伺いたい。出水に対する対策はいかがで

すか。伺いたい。 

水銀の検出について。市長。新聞の報道によると、伊豆市清掃センターの尿汚泥肥料から

水銀が検出されたとあります。状況を伺いたい。清掃センターでの定期検査の状況を伺いた

い。汚泥の検査はしていますか。排水、廃水の検査はしていますか。尿汚泥の検査はしてい

ますか。これらの検査は外部への委託ですか。委託状況、検査状況を説明してください。詳

しく説明してください。伊豆市で独自に検査する考えはありませんか。過去のデータはどの

ような数値ですか、伺いたい。水銀の状況を伺いたい。原因、対策状況を伺いたい。 

選挙事務の改善、開票時間の短縮。選挙管理委員長及市長、選挙における開票事務の迅速
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性が話題になっています。多くの自治体が開票事務の合理化短縮に取り組んでいます。３月

議会の質問時よりも、選挙の開票時間のスピードアップに取り組む自治体は増えています。

残念ながら市長にも職員にも開票作業のスピードアップと取り組もうとする姿勢も意思も感

じられません。開票事務を市長は選挙管理委員会の仕事だと言っています。仕方なく選挙管

理委員長に登場していただくことになりました。ご容赦のほどお願いします。 

多くの自治体で、もちろん正確な開票作業を前提として、作業に当たる職員の削減、時間

の削減ができています。選挙管理委員会の知恵と意識が試されています。正確性公平性と同

時に迅速な開票作業が求められています。間もなく選挙が行われます。参議院議員の選挙が

行われます。開票事務の改善、開票時間の短縮についての取り組みはいかがですか。選挙管

理委員会の考えを伺いたい。公平で正確な開票、そして迅速な開票を進める考えはいかがか。

市長の考えは変わりませんか。選挙は選挙管理委員会の仕事ですか。選挙の開票について開

票作業の改善について、市長のあずかり知らぬことでしょうか。選挙開票作業の正確で迅速

な作業の改善は考えられませんか。市長の考えを伺いたい。 

仕事をしてください。市長、仕事をしない職員が多すぎます。できない職員が多過ぎます。

市道の維持管理は市の責任です。仕事ができないのですか。市民に対する応対、電話の応対

のできない職員がいます。市長はしっかり仕事をさせてください。 

職員の応対。市長、職員の応対の悪さは目に余るものがあります。議員としても至るとこ

ろで唖然とさせられています。手の施しようがないと考えます。証拠を示せという方もいま

すが、そもそもそういう考えが職員全般に浸透しています。反省しようという考えはないよ

うです。 

清掃センターにおける市民に対する応対について。５月20日から24日にわたり、インター

ネット上で交信されていました。市長へメールしたとの内容でした。届いていますか。内容

について調査しましたか。調査したようなら調査内容を伺いたい。事実ならどのように対処

したか。お話しを伺いたい。 

修善寺総合会館改修工事。仕様書が差し変えられていませんか。市長、私はここで課長補

佐をお願いしておりますけれども、どうも消えておりますね。修善寺総合会館改修工事では、

工事終了後の現在でも、外壁、内壁に亀裂が見えます。ご覧になった方もいるようです。市

民からは、あれでは詐欺だと言ってきた方もおります。 

さて、３月議会での質問では、私は議長に休憩をとって仕様書を読んでください、設計書

を読んでくださいと求めましたが、議長は無視したことを指摘しておきます。さて３月議会

の議事録109ページの上から12行目で、観光経済部参事、伊郷哲郎君は次のように述べてい

ます。「それではお答えいたします。内部で補修したところにつきましては、２階の踊り場

の部分の壁面、これにつきましては外部からの雨水の流入といいますか、あったものですか

ら、壁が剥離したというようなことで内部はしてございますが、それ以外については、内部

はしてございません。」と述べています。現在の特記仕様書はどのように記載されています
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か、伺いたい。特記仕様書をここで読み上げていただきたい。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの森議員の質問に対し、答弁を求めます。 

○市長（大城伸彦君） 森議員のご質問にお答えいたします。 

だいぶ項目がたくさんでございます。なるべく端的に、明瞭にお答えしたいと思います。 

まず、横瀬駐車場。月極めの利用はどのくらいありますか。18年度は中途の貸付を含み、

月貸で10台分使用料収入50万8,000円となっております。 

２番目で、時間、日貸の利用状況はいかがですか。日貸の設定はございますが、これまで

日貸使用の申し込み者はおりません。したがって３番、４番はお答えがありません。 

５番目、用地の目的。取得した目的ですが、用地の取得目的が、道路改良用地として先行

取得しており、事業用地を一部貸付運用としております。 

大きな２点目、ごみ焼却場。 

まず１番目の進捗状況。その後、現在のところ進展はしておりません。 

２番目、一部事務組合の設立はどのようになっていますか。進捗状況を伺いたいというこ

とですが、一部事務組合の設立については、18年７月議会において、19年度立ち上げを予定

していると報告いたしましたが、建設候補地にかかわる取り組みが進んでいない状況となっ

ておりますので、一部事務組合の設立はとまっております。 

３番目の地元との交渉状況はいかがですか、進捗状況を伺いたい。地元との交渉状況につ

いては、建設候補地である堀切地区と信頼関係の醸成を図るため、さきの議会全員協議会に

報告した、２市広域一般廃棄物処理施設基本構想等を当地区のごみ焼却特別委員会に説明し

ました。が、当地区の特別委員会並びに区では、建設計画白紙撤回の理由から、区民への説

明は行えないとの返答がありました。したがいまして、地元との交渉は、進展しておりませ

ん。 

次に準備委員会ではどのような審議がされていますかということですが、当準備会は平成

17年９月に２市の廃棄物処理施設の整備及び管理に関する一部事務組合の円滑な立ち上げの

ために設置したものであり、この準備会の審議状況は平成18年度までに14回の会議を開催し、

施設整備に関する建設候補地の選定及びこの説明会の開催、また、施設基本構想の策定等に

かかわる取り組みなどについて検討、協議をしております。 

次の環境調査の進行状況ですが、建設候補地の住民合意形成が得られていない状況から、

この実施に向けた具体的な取り組みは進んでおりません。 

次に３点目の電子入札につきましては、平成20年度から導入を考えております。また県の

システムに参加したいと考えております。県は公共事業の発注手続の効率化や透明性の向上

などを目的として導入を進めております。 

次に入札参加者への説明ですが、参加者の準備についてのご質問ですが、入札参加者への

事前説明会は、今年度中に開催し、周知を図っていきたいと考えてます。 

平成19年度には、費用負担は考えておりません。平成20年度当初予算に計上するつもりで
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います。 

続きまして４点目のパソコン問題について。これも丸が12ほどありますが、①、②、⑥に

つきましては、これまでの議会定例会で申し上げたとおりでございます。 

  ③、④、⑤、⑦、⑧の質問についてお答えいたします。インターネットのアクセス記録は

平成18年１月から取得しており、それ以前の記録はありません。なお、業務として必要なデ

ータは当然サーバに保存しております。 

⑨の質問ですが、業務上必要なデータは保存しております。 

⑩のご質問は、平成18年１月からコンピュータシステムの障害、事故等の原因究明に対応

するためのセキュリティソフトを導入しております。その中でインターネットのアクセス記

録も取得しております。 

⑪、⑫のご質問は、行政運営に必要な電子データの紛失・削除はあってはならないことで

す。伊豆市ではそのようなことがないよう万全を期しているつもりでございます。 

続きまして大きな５点目の湯川橋についてお答えいたします。 

まず初めに、伊豆市誕生以来、幾つの橋を架け替え、改良が行われているかとのご質問で

すが、架け替えられた橋はございません。 

次に湯川橋の質問ですが、架け替え計画は両側歩道で平成10年度より道路概略検討及び小

立野区及び横瀬区と調整をとりながら計画を進めてまいりました。計画を進める中で国道

136号線の交差点部分は公安委員会と協議を進めてきましたが、交差点部分は修善寺橋の交

差点に近く、信号機が付かないことから、横瀬区及び静岡県と協議をした結果、事故も多く

歩行者の安全を考えた場合、現在の修善寺橋の交差点を４叉路に改良し、市役所に行く道路

を取り付けたほうが良いのではないかとの案が出され、国道、県道、市道の交差点のため、

修善寺橋の架け替え計画及び国道135号線のつけかえ計画の見直しを余儀なくされています。

この計画は大きな計画のため、関係機関と協議をしながら進めていきたいと考えております。 

続きまして６点目の熊坂保育園につきましては、保育園の耐震化工事に関して、４月に実

施設計の入札を行い、現在は設計の段階に入っています。９月から工事に入り、12月中に完

成を目指しております。保育園は過去に水につかったことがありますね、そのときの状況を

伺いたいということですが、平成16年の22号台風で床上浸水がありましたが、開園以来、浸

水はこの１回のみです。このときは災害マニュアルにしたがって、園児の安全を最優先とし、

事前に保護者に引き渡しをいたしました。 

続きまして、水銀の検出についてですが、まず１点目の汚泥の検査は事前検査を行ってお

りません。 

次に排水の検査については、毎月水質汚濁防止法に基づく当該項目の水質検査を実施し、

基準値以下で処理をしています。 

次に、汚泥肥料の検査については実施をしています。検査の委託状況、検査状況について

は、検査機関に業務委託し、年２回実施しています。伊豆市での独自検査は、衛生センター
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の職員が直接検査することは考えておりません。過去のデータについては、基準値を超すよ

うなデータの数値はありませんでした。また水銀のデータは、既に、配布したとおりであり

ます。原因と対策状況は、農林水産省並びに独立行政法人農林水産消費安全技術センターの

指導を仰ぎ、原因究明と対策に努めていきたいと考えています。 

次は選挙管理委員長にお答えをお願いしたいと思いますが、私は３月議会に、議員のご質

問にお答えしたとおりでございます。 

それから仕事をしてくださいということですが、職員に仕事をしっかりしてもらうことは

当然であり、市民への対応についても、接遇などの職員の教育を徹底してまいりたいと考え

ます。 

続きまして、10点目の職員の対応についてですが、まず、市長へのメールは届いています

かと、届いています。内容の調査は、清掃センターに調査を命じ、シルバー人材センターの

会員一人一人に聞き取り調査を実施するとともに、シルバー人材センター理事長にてんまつ

書の提出を求めたところであります。聞き取り調査及びてんまつ書によりますと、分別の仕

方についてのやり取りはあったが、メールに記載されているような、過激な受け答えの事実

はないとの回答でした。 

以上が調査結果ですが、これ以上どこまでが事実か不明というのが私の正直なところで、

これ以上は調べようがないと思います。事実ならばどのように対処したかということですが、

メールの発信者には、調査内容を説明するとともに、市民の方から不信感や指摘を受けるよ

うな受け答えのないように職員、シルバー人材センターにも指導し、対応するよう、部長よ

り回答をいたしました。 

最後に、修善寺総合会館改修工事に対するご質問ですが、以前から説明申し上げたとおり

でございます。特に３月議会の答弁では、建物本体部分に影響がないということで、工事か

ら外れており、今回の工事以外の部分ということでしたが、施工業者と話をし、再三の補修

等もあり、業者から、伊豆市に迷惑をかけたくないということで、２階のロビーの内壁の亀

裂は自主的に補修を実施していただいたところであります。ご質問の仕様書の差し替えです

が、あり得ないことと考えております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（篠原陽太郎君） 私、伊豆市選挙管理委員会委員長の篠原です。よ

ろしくお願いします。 

常日ごろ、市議会議員の皆様には、選挙管理業務について御指導御協力をいただき大変感

謝申し上げます。私、こういう場で発言するのは初めてでございますので、的外れな回答に

なるかと思いますが、ご容赦願います。 

ご質問について全般的にお答えをいたします。 

選挙の開票事務は、正確、公平、迅速が原則でありますが、最も重要なのは正確性だと思
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っております。選挙業務に間違いは許されません。私は過去７年余、旧町を含めて選挙業務

に従事をしてきましたが、１度も間違いはありませんでした。それは市の職員を初め、関係

従事者が真剣に取り組んでいただいた結果だと思っております。 

昨今の例で、前回の県議会議員の選挙がありましたが、今回は初めて伊豆市が一つの選挙

区として進めてきましたが、候補者も２人で、最もシンプルな選挙戦でありました。開票事

務は、１時間以内をめどに置きながらと思い、いろいろな工夫を検討し、レイアウトを作り、

リハーサルを進める中で、進めてきましたが、結果は55分でした。みなさんも静岡新聞でご

承知かと思いますが、今回の県議選、全国市町村の投票区687の中で、伊豆市は27番目に位

置をしているという報道がありましたけれども、このことは、いろいろな条件がそれぞれ違

いますので、一概に喜ぶというわけにはまいりませんけれど、私はそれなりの成果があった

ものと言うふうに受け取っております。 

開票内容を少し説明をいたしますと、今回の県議選、大づかみですけれど、当日の有権者

数３万1,000、投票率60パーセント、投票者数、１万8,600となったわけですが、開票を進め

る中で、結果的に結果台の上には、両候補が9,000票ずつ示され、残り600はですね、当落を

決めることはわかってきておりました。その中には、候補者の得票もあり、また無効、疑問

票もあるわけですが、これらは、当然ベテランの担当職員が整理をし、立会人が認定をし、

最後に私が決定をするわけですけれど、この疑問票が重要なポイントになることはですね、

誰もわかっておりますし、それぞれの段階で慎重に検証をしてきました。それでも、１時間

以内で終了したということは、それなりの努力があったものと思っております。どの選挙に

も無効、あるいは疑問票はあるわけですけれど、有権者の皆様にも、さらに正確に記入され

ることを望みます。 

来る参議院選挙は、全国区の開票に相当時間がかかることが予想されますけれども、レイ

アウトの中にいろいろ工夫を凝らし、正確に公平に迅速に進めてまいりたいというふうに思

っておりますので、またご協力をお願いいたします。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、森議員。 

○１０番（森 良雄君） 再質問をさせていただきます。 

議長にお断りしたいと思いますが、選挙管理委員会に対する質問の順序を一番最後に回さ

せていただきましたので、多少順序が変わりますけれども、ご容赦の程お願いします。いい

ですね、順序を変えますよ。 

横瀬駐車場について再質問させていただきます。案の定、日貸しや時間貸しについては全

然管理していないんじゃないですか、これ。月極めならいざ知らず、時間貸しなんてできっ

こないんですね。市長はできると思いますか。まず１点お聞きします。 

２点目、この駐車場の看板は、月決め駐車場となっているんですね。一般の方は、１日と

か時間で置いていけるということを知らない。それでよいのですか。 
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３点目、結構駐車してるんですよ。誰が利用していると思いますか。調査しませんか。 

４点目、職員も利用しているようです。伊豆市の車がとまっていることもあります。職員

の利用料はどうなっていますか、伺いたい。 

以上。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） やや細部にわたることなので、企画部長から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） ４点ほどあったかと思います。 

まず、日貸しはできるのかどうかという問題でございますが、日貸しをしたという場合に、

非常に人件費等を考えますと、果たしてそういう形を取っていいのかどうかという問題があ

りますので、行革を推進する中ではちょっとこの辺は疑問と考えております。いずれにして

も、日貸しの状況というのは、周辺の方々で利用が前もってわかるような場合に、申請に基

づいて日貸しをさせるという形で考えていきたいと思っています。 

それから月極め駐車場の看板、私も見てまいりましたけど、これにつきましてはもともと

そこを管理する状況になった時にあの看板をつくったと思います。さらにもう少し、月極め

の利用があるかなというところで考えたわけでしょうが、実際にはなかったということで、

あの看板はそのままの月極めという状況になったのかなと思っています。 

それから調査をしたらどうかというようなお話ですが、実際、私も時たまあそこをのぞき

にいきます。若干の車は止まっております。１時間あるいは半日かもわかりませんけれども、

市民の利用であるならばいいのかなというとらえ方もできますので、できればそんな程度で

御了解をいただければなと思っています。ただ、そこに人を置いてやるということになると、

非常にコストが上がりますので、その辺については疑問を感じますのでご了解いただきたい

と思います。 

それから職員利用の件でございますけれども、情報センターが近くにございます。情報セ

ンターへ行く場合に、情報センターの前の駐車場というのは、電信電話公社の建物でござい

ますので、そこにおいて、それから情報システム課の方へ行くというケースは聞いておりま

す。 

それからあと１点は、職員が出張の際にそこにおいて行くというようなことも聞いており

ます。なぜかと言いますと、本庁の方の駐車場は満杯状態でございますので、そこにおいて

修善寺駅から電車でいくという形をとっていると聞いております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 質問を続けさせていただきます。 

案の定、僕も当初から日貸しや時間貸しをやるのは無理だ、できないことを何で言うんだ、
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この辺も仕事をしっかりやってくださいと言いたいところなんですよ。ちょっと考えればわ

かるんです。できっこない。ですから、看板どおり月極めにすべきだと僕は思うんですね。

そして利用者、やっぱり使いたい人もいるわけですよ。そういう人にね、月極めで利用して

くださいと、もっと宣伝していただきたい。はっきり言うと、ひどい時は濃紺のセダンが入

り口にバーンと止まっているんですよ。トラックが入り口にバーンと止まっている。ここは

俺の駐車場だというような感覚でいるんです。それを防ぐために、月極めの方がどこを借り

ているのか、ちゃんと名前を書いたらどうなんですか。Ａさん、Ｂさんてね。ここはＡさん

の駐車場、Ｂさんの駐車場、どうですか、そういう考えはいたしませんか。 

その点だけお聞きしたい。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 宣伝してくださいというご質問がございましたけれど、これにつ

いては今後検討させてもらいます。 

それから、２点目の専用している車があるというお話がございました。ぜひ、森議員さん

も行政の中の１人として、そういう違法的な駐車をされてる方がいらっしゃるようでしたら、

ご注意をいただければと思います。当然、我々の方でもしますけれど、当然その場にいない

わけですので、森議員さん、もし気が付いたら、ぜひその辺お願いをしたいというように思

います。 

それから、あと一点は名前ですね。名前についてもうちの方で検討させてもらいます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） はい、森議員。 

○１０番（森 良雄君） ごみ焼却場は全然進展していないということなので、再質問は割愛

させていただきます。 

電子入札についてお伺いします。 

電子入札、20年度からやるんですよね、県の方だって20年度に受け入れる、今から言って

おかないと、準備があるんじゃないですか。私がなぜここで質問を出したかといったら、僕

も県庁へ行って聞いた範囲では、どうも打ち合わせがうまくいっていないんじゃないかと。

伊豆市さんから来年やりますなんて話し聞いてませんという感じでしたよ。来年やるんだっ

たら今から申し込む必要ありませんか。そういうふうに考えませんか。向こうだって、例え

ば来年だって100万円近い費用がかかるわけですよね。ことしだって多少の申し込み費用、

僕のあれだと20万円くらいで済むんですけどね。応分の負担が必要だと思いませんか。 

伺いたい。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） どこにご相談なされたか私わかりませんが、来年度の負担金80万

円弱でございますが、すでにその仕分けがもうきております。県の方と基本的には打ち合わ

せをして、事前説明会にも県の方に来ていただいて説明会をやろうということですので、ど
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ういう情報を入手されたかわかりませんが、基本的にはやると。３月の議会でも申し上げた

とおりでございますので、その辺よくご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 私は５月11日に県庁行ったんですよ。その後じゃないですか、県庁

行ったの。土木部の建設総室いわゆる電子入札を扱っているところです。まあそれはいいで

す。今のお話で、やるという決意が伝わってまいりました。確実に実施していただけるんだ

と思います。 

それで一つだけ心配するのは、確実にやるのだったら、業者も準備する必要があるんです

よ。私の調査では、やっぱりパソコン持っていない業者も何件かあるらしいんですね。早目

にやるよと言う事を伝えていただきたいんですけど、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） まず電子入札をするには、前回の議会でも申し上げたように、Ｉ

Ｃチップ、こういったものが必要になってまいります。ほとんどの建設業関係の方々につい

ては、ＩＣチップをもうお持ちだというふうに聞いております。それ以外の方々については、

今のところ把握しておりませんが、それらを踏まえて県の方に来ていただいてですね、我々

も具体的な入札方式といいますか、やり方、手順こういったのもよくわかっていません。で

すので、そういった方々に来ていただいて、説明会を開くという段取りはもうできておりま

す。ただ日程が県との調整でございますので、今の段階できちっとしておりませんが、その

話し合いはできております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 電子入札については、着々と準備が進んでいるようですので、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

さて、パソコン問題。相変わらず、全然話が伝わってこないんですね。きょうはそうそう

たる傍聴者の方もいらっしゃるんですよ。みなさん一体何を説明されているんだろうなと思

っているんではないかと思うんですよ。 

私はね、何万件、何十万件というアクセスがあったんではないかというふうに思っている

んですね。ぜひこれを否定してくださいよ。あんたそれは間違いだよと。そんなことはなか

ったんだと。ぜひそのためにも、全容を公表していただきたいんです。パソコン問題は、今

までは、地方自治法違反、職員の服務規定違反、こういう段階だったと思うんですね。職員

を単に懲罰するだけでよかった。しかし、電子データがなくなっちゃったというと、これは

真剣に説明していただきたいんですよ。市長もう一回ちゃんと答えてください。すべてを公

表していただきたい。 

２つ目、18年２月のデータはあるんですね。18年２月どうだったんですか、公表してくだ
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さい。 

３つ目、サーバーの中の記録がなくなったんですね。自動的に切れたんですか、故意に切

ったんですか。どのように記録が消えたんですか。自動的だったら、時間的に切れるように

なっているんですか、それとも容量がいっぱいになると切れるようになっているんですか、

伺いたい。 

４つ目、時間なら何時間で消えるんですか。容量だったらどのくらいの容量で消えるよう

になっているんですか。 

５つ目、データが消えるということは、これはシステムを導入した時から承知しているん

ですか。 

６つ目、このシステムはどんなシステムなんですか。ソフトの名前はどんな名前ですか。

メーカーはどこですか。 

７つ目、事故の後フィルターをかけましたね。どんなフィルタリングですか。ホワイトリ

ストですか、ブラックリストですか。このぐらいは答えてください。本当だったらリストの

数量も聞きたい。しかしそこまでは秘密だから答えられないということになるでしょうけれ

ども。フィルタリングの内容によって、どのくらいの不正アクセスがあったかくらいは判断

させていただきたい。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） まず、セキュリティに関するソフトの問題でございますが、これ

は前から言っていますように、こういうソフトを使っているというものについては秘密的な

問題もございまして、お答えできないというのは今までと同じでございます。 

それから、18年１月からの記録しかないという問題でございますが、その段階でそういう

ソフトを導入したわけです。ですから、１月以降のものはあるわけです。それ以前のデータ

というのは、多くの、今行政が全部使っているデータの中の問題でございますので、何百何

十億というすごい量の情報があるわけです。その中の、いわゆるそういったものでございま

すので、単純にそれを引き出すというのは非常に大変な時間と労力を費やすわけです。です

ので、非常に難しいということを言っているわけです。ですから、その記録自体がないとい

うことではなくて、１月以前の記録もあるわけです。ですがものすごい膨大な量だと、こう

いうことなんですね。それで、１月に新たなソフトを導入したことによって、そういったも

のが分かるような内容になったということでございます。 

フィルターの問題、黒か白かというお話しでございますが、ちょっとこの辺は私もここに

用意していないものですから、わかりませんので、後ほど調べましてご報告させていただき

ます。 

○議長（堀江昭二君） はい、森議員。 

○１０番（森 良雄君） みなさん聞きました、帳簿はあるんじゃないですか。データはあり
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ませんてうそだったんですか。まず、そこから聞きたい。膨大な量がある。冗談じゃないで

すよ。そこの部分だけアウトプットすることできるんでしょう。言語で書いてあるんだった

ら、言語で出させなさいよ。システム技術者だったら読めるはずだ。さっきも言いましたよ、

何万件、何十万件というアクセスがあったはずなんです。みなさんそれ否定しているんだ。

私が間違いだということをここで証明しなさいよ。何でそれができないんですか。私はして

くださいと言って、議長にお願いして一般質問しているんです。議長、させてくださいよ。

これ再々質問じゃないよ、さっきの続きだ。 

○議長（堀江昭二君） はい、企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 繰り返しになるかもしれませんが、１月以降のデータはそういっ

たソフトを導入した関係で、それを抜粋して出せるわけです。それ以前のものというのは、

膨大な情報の中の一部になるわけですね。ですから、それは時間的な問題あるいは労力的な

問題を踏まえますと、とても出せるものではない。要するに、ソフトが入ったことによって、

わかりやすく出ますけれども、それ以前のものというのはそういう形をとっていませんので、

実際に通常の業務におけるデータの中から拾い上げてくるということになります。そうする

とかなりの時間、かなりの時間というのはもう１年２年でできないかもしれませんし、それ

に人工がかかるという状況にあるわけです。ですから、何度も言うように１月以降の問題に

ついては新たなセキュリティをきちっとしなければいけないということから、そのソフトを

入れたということでご理解いただけると思います。 

○市長（大城伸彦君） このパソコンの問題については、過去ご説明いたしまして、一連の作

業、処理は済んでいると私は考えております。これを今さらひっくり返して、過去のそうい

う職員を洗い出して、罰して、何が出てくるのかなと。人間不信を起こすだけじゃないかと、

私も含めて管理者もそれなりの責任を取ったつもりでございます。ぜひこれを、一つの糧と

して、今後前向きに管理するということが大事であって、過去の不具合をうがり返しても何

ら得るものがないのではないかと私は思いますので、その辺をぜひご理解いただきたいと思

います。以上です。 

〔「再々質問だよ」という人あり〕 

○議長（堀江昭二君） いやいや、３回目ですよ。森議員。 

○１０番（森 良雄君） 過去と言ったって、まだ一年前ですよ。データがありません、それ

はうそでしょう。私が言う何万件何十万件というアクセスがあったというのは事実なんです

か。 

次に移りましょう、しょうがない。 

湯川橋。湯川橋のあの道路の狭さ、市民は泣いていると思いませんか、市長。その点お答

えいただきたい。 

２点目、歩行者のための対策、拡幅とかね、別に歩道橋だけ作るとか、そういうことは考

えられませんか。伺いたい。 
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○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 冒頭申し上げましたように、いろいろな機関と協議を進めながらいろ

いろ計画を練っていきたいと言うことでございます。 

詳細については、土木部長から答えさせます。 

○土木部長（鈴木幸司君） それではお答えします。 

拡幅の件なんですけれども、今の橋自体に問題があるということで、旧修善寺町時代に若

干耐震をやった経緯があります。しかし、下部に問題がありまして、拡幅等は一切できませ

ん。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） はい、森議員。 

○１０番（森 良雄君） 土木部長の言ったとおりなんだよね。あの橋の下部は一体どのくら

い潜っているのか。わかっていたらまず教えていただきたいですよ。私あれは潜ってないん

じゃないかなと思うんですけどね。そんな問題の考えられる橋をね、旧修善寺町では、あそ

こなんとかしようと、何千万か投入していろいろ計画立てているわけです。それは今どうな

っちゃってるんですか。市民はいつまで泣いていればいいんですか。私も泣いているんです

よ。あそこ通るとき走らなければならない。面白いですね、橋を走って渡るなんてね。 

それからもう一つ聞きたい。あの橋の周辺の土地、下流側一箇所は購入してありますね、

その反対側はどうなっていますか。それから、先ほど質問した横瀬駐車場は、あそこを改良

するために買った。じゃあその反対側はどうなのか。今一番必要なのは、あの反対側にある

空地と恐らくこれあたりは必要なんじゃないか。今、手をつけておかないと、家でも建って

しまったらどうしようもないですね。購入しようなんて考えはありませんか。 

伺いたい。 

○議長（堀江昭二君） 土木部長。 

○土木部長（鈴木幸司君） 先ほども市長が言いましたように、平成10年にやろうということ

で、湯川橋の手前と、先ほど言いました横瀬の駐車ですか。用地先行取得ということで特別

会計で買ったという経緯があります。しかしながら、平成13年に大体の金額を出して、地方

特定道路整備事業という形で一度は県に要望いたしましたが、平成14年に、それを取り下げ

たという経緯があります。どういうことかと言いますと、議員さんご存知のように渋滞緩和

委員会が、どうせなら４叉路にしてくれないかということを申し出されまして、地元の意見

も聞かなければしょうがないだろうということで、それで取り下げたという経緯を伺ってお

ります。横瀬道路問題委員会ということで、昨年の11月に市長に中間答申をしてあります。

その内容は、先ほど市長が言いましたように、横瀬交差点の改良、４叉路に道路をつけかえ

て欲しいという内容でした。それに基づきまして、先ほど答弁したように、いろんな機関と

協議をしていきたいと思っております。 

以上です。 
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○議長（堀江昭二君） はい、森議員。 

○１０番（森 良雄君） 熊坂保育園に移らせていただきます。 

現実に床上浸水している。過去に１回だからいいだろうというお考えのようですね。熊坂

保育園は、北と西ですか、２方向に水路にはさまれている。過去に１回起きている。異常気

象で、これからもっと雨が降る可能性があると言われているときに、過去に１回だから大丈

夫だ。それでいいんですか。耐震化、大事なことだとは思いますけどもね、水害対策だって

大事だと思いますよ。あそこに置いておいたのでは、やはり水につかる可能性は十分にある。

そう思いませんか、市長に伺いたい。 

○市長（大城伸彦君） 災害があるかないかを予想しようとしても、私にはできません。起き

たときの被害が少なくなることを考えるのが行政の仕事だと思います。災害はコントロール

できません。なんだか聞いていますと、あそこへ建てないでどこかほかへ建てろと聞こえま

すけれども、今から用地を求めて、そういうことをやるには、まだまだ時間がかかってくる

と思います。その方がいいということであるならば、住民の方とよく相談したいと思います

が、いずれにいたしましても、耐震をやってまたほかへ行くということは大変な出費になる

なと思っています。安全のためには変えられないじゃないかと言われるとそれまでですけれ

ども、もうちょっと整理をしてみたいなと思います。 

今のところ、移る計画は持っていませんし、ここで耐震工事をやって、より安全度を高め

たいというのが現在の考えでございます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 水害か耐震かここで議論していてもしょうがないと思うんですけど

も。今、伊豆市は柏久保保育園を民営化すると。あそこが民営化できるのは、それなりの資

産価値があるからですね。ここをこのまま耐震化しても、恐らくあそこにあったのでは資産

価値は上がらないと。子供たちの安全をどう考えるかという選択は市長さんにお任せして、

次の水銀の検出問題に移らせていただきます。 

○議長（堀江昭二君） 残り時間が４分です。 

○１０番（森 良雄君） 私ね、水銀問題。これは起こるべきして起こると思っているんです

よ。データは出してある。確かにもらいました。このデータちょっと見ただけだって、10倍

以上の変動があるんですよ。環境基準２ｐｐｍだと。１ｐｐｍの検出はもう現状で起きてい

るわけですよ、ここで。何でこれが起きたんだという検査をする必要があるのではないです

か。ある上部団体にどうするか、指導をお願いしている。私ね、そんなことあり得ないんじ

ゃないかと思うんだよね。少なくとも民間にいた限りでは、上部団体は監督官庁であり、施

設の停止命令とかなんかはやってくれるけど、ああしろ、こうしろと官庁同士だとやってく

れるんですかね。まず、できるだけの現状分析をする必要があるんじゃないですか。まずそ

れが１点。 
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これ農林水産省がやって、だめだと来たわけですね。それと同じ資料を検査をするつもり

はありませんか。ただ農林水産省は、恐らく、ＪＡＳか何かで検査していると思うんですね。

東洋検査あたりだと、恐らくＪＩＳで検査しているんじゃないですか。検査方法違うと、デ

ータも変わってきますよ。健康福祉部長と私の腹回り、あっちで測ると95センチだと、僕が

お医者さんで測ってもらったら81センチ。測り方一つで、このぐらいの違いも出てきちゃう

んですね。その辺どうですか。 

それから、まず仕事をしっかりやってくれというのと同じなのだけれど、むこうが検査に

来るのわかっていたんでしょう。事前にやるなんていう才覚が起きなかったのか。まあ当然

起きなかったんですね。その後、さっきの質問に入っているけれども、同じロットのものを

もう１回調べようという考えが出てくるはずですよ。たまたまそのサンプルだけが６ｐｐｍ

だったのかね。僕らの年代はｐｐｍって懐かしい答えなんですね。今どうも出てこないんだ

よね、何でなのなんて……わかるこの冗談で悪いんだけどね。 

まずその辺ね、排水のデータ、本当に何にも出ていないんですか。これもっと真剣に考え

るべきだと思うんですよ。僕は施設の停止命令くらう可能性十分あると、そう思っているん

です。全データをここへ公表してくださいよ。たったこれだけではないはずです。これだっ

て十分にあり得るなと僕は思います。肥料、汚泥、排水等の分析データをぜひ見せていただ

きたい。本当だったら、ここでみんな読み上げてもらいたいんですよ。水銀は出てこないの

かどうなのか。水銀に対する認識がちょっと甘いんじゃないかと僕は思うんですね。イタイ

イタイ病（※９１ページに訂正発言あり）は水銀でしょう。カドミウムなの。熊本のあれはどう

なの。四大公害の一つは水銀のはずですよ。間違っているかもしれないけど、水銀は一つあ

るはずですよ。カドミは富山の方じゃないんですか。 

○議長（堀江昭二君） 時間が終わりますよ。 

○１０番（森 良雄君） こんな重要な問題を、時間が終わったで済むんですか、議長さん。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） それでは３点質問が出たかと思いますので、３点についてお

答えいたします。 

まず、その原因の調査ということでございますけども、これはすぐにやるということで国

の方にも連絡したわけでございますけども、その方法について私たちが勝手にやみくもにす

るわけにはいきませんので、農林水産省との方法とが合致したときに実施するということで

ありますので、その指導を待っているということでございます。 

それから２番目の検査の方法の基準ということでございますけども、技術基準に乗っ取っ

てやっておりますので、胴回りを測って、あの人とこの人と違うということは絶対にないわ

けでございます。 

それから排水の基準につきましても、過去12年から実施しておりますが、12年からは肥料

でございますけども、排水についてはセンターができてから実施しておりますので、それら
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については、過去、一切基準値をオーバーしたデータはありませんのでご報告しておきます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これで森議員の質問を終了します。 

ここで、選挙管理委員会委員長は退席されます。大変ご苦労様でございました。 

暫時休憩をいたします。２時15分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０４分 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

◇ 杉 山 羌 央 君 

○議長（堀江昭二君） 14番、杉山羌央議員。 

○１４番（杉山羌央君） 14番、杉山羌央です。 

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。なお、午前中、杉山誠議員の質問に

対しまして、重複する部分が多々あるかと思いますので、そこに重複しないような答弁をい

ただければと思います。 

伊豆市受注工事希望型指名競争入札の実施についてであります。平成19年３月８日付けの

伊豆市告示第24号において伊豆市受注工事希望型指名競争入札の実施に当たり、その目的を

適正な指名を確保し、競争性を高めるために、入札への参加意欲の高い建設業者の希望を徴

するとあります。公平に競争性を高めることには、異議はありませんが、過度の競争を促す

ことによる地域経済の疲弊を憂慮するという観点から、次の３点についてお伺いをいたしま

す。 

１つ、地域経済の振興と地場建設業の育成についてでございますが、総量拡大の時代はあ

えて建設業の振興を唱える必要がなかったといえますが、総量削減が主流となった現在では、

改めて振興策を実施する必要があると考えます。農林水産業、商工観光業に加えて土木建設

業は、地域立脚型の産業であり、これらの振興なくして地域経済の活性化はないと思われま

す。農林水産、商工観光については、いろいろな振興策が国、県をはじめ市当局においても

実施されているところでありますが、地場の建設業の振興はどのようにお考えか伺います。 

２つ目、伊豆市に本社または委託を受けた事業所がある業者を対象とする、5,000万円未

満の工事に、営業所を有する市外業者が全面的に参入する可能性ということでは、総量削減

の中で競争の激化につながり、品質の確保にも影響を及ぼす事態が憂慮されます。加えて、

本拠地を有する建設業者が疲弊の一途を辿る結果が危惧されます。市内建設業者の災害緊急

出動や地域ボランティア活動の、地域貢献に積極的に取り組む姿勢を評価する等の配慮があ

ってしかるべきと考えます。これをいかがお考えか伺います。 
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３つ目、同日付で伊豆市告示第21号によれば、土木一式工事におけるＡランク業者が経審

点数800点以上とのことであり、伊豆市発注工事を適正に施工可能な市内業者が多数誕生し

たことになります。5,000万円未満で、市長が認めた物件と5,000万円以上の物件を、指名競

争入札で執行する場合には、市内建設業者の振興と公共工事の適正執行、競争性の確保、及

び品質の確保をどのように担保するかについてお伺いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの杉山議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 杉山羌央議員の伊豆市受注工事希望型指名競争入札の実施についてお

答えいたします。 

地元の建設業の振興についてですが、公共工事の総量が以前に比べ、かなり減少している

ことも事実であります。このような状況にあって、これからの建設業者の将来を見据えた改

革が第一に取り上げられると思います。そして、行政として何ができるのかのご意見をいた

だき、行政施策としていくことが良策かと考えます。 

２番目の、営業所を有する市外業者の参入による地元業者の疲弊についてのご質問ですが、

発注工事の設計額、事業規模といった状況を踏まえると、当然それなりの建設業者を必要と

します。また、多額の税金を投入するわけですから、品質管理面や技術力、さらに経営力と

いった、客観的に評価する経営事項審査を基準として決定することが重要と考えております。 

  なお、地域貢献に対する評価につきましては、本年度より県の指導を受け、１件ですが

「総合評価方式」を試行導入いたします。今後、拡大して行けば落札決定をする際には、金

額のみの競争ではなく、工事実績や技術員の評価とともに、地域貢献度による加点を行い、

地域貢献への配慮を行うことができると考えております。 

公共工事の適正執行につきましては、全国の自治体において、 その対策の一環として一

般競争入札を導入しているのが現状であります。伊豆市としても段階的に取り組んで行くべ

きものと考えております。市内の業者の方々にあっては、ご理解をいただき、その対応に御

努力をお願いしたいと思います。また、市といたしましても、平成17年４月１日に施行され

た「公共工事の品質確保の促進に向けた法律」に基づき、検査員、監督員等の育成を行い、

品質確保の態勢を整えて行きたいと考えております。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

杉山議員。 

○１４番（杉山羌央君） 再質問をさせていただきます。 

公共工事の総量削減の時代では、地場産業が疲弊していては、市行政の活力はもとより、

自主財源の悪化を招き、さらには、人口減少に加速するという考え方は飛躍するのかなと思

いますけども、考えられないことではないんではないかというふうに思われます。 

多くの市民の声を聞いておりますが、先ほど市長の答弁の中に、入札実施要綱の一つの元
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になります、主観的評価点という問題があります。国交省等の入札の実施要項、それから県

の実施要綱、それから隣接の伊豆の国市の実施要綱等にも主観的評価点ということで、プラ

ス10点というような項目がうたわれておりましたんですけども、我が伊豆市には、そういう

主観的評価点はなしというふうに実施要綱に載っておりましたので、若干問題であろうと。

といいますのは、先ほどもう答弁をいただいておりますから、いいわけですけれども、ボラ

ンティアをやっていただいている業者、それから緊急に出動してくれている災害のときに、

出動してくれている業者について何ら評価されていないということでは、非常に、これから

行政としても問題であろうというふうな私の考えでありました。それを市長の答弁で、十分

に考慮していくというふうなお言葉をいただきましたので、私はありがたいというふうに思

っています。地場の建設業が思慮のない競争原理で淘汰されていくというのは、誠に忍びが

たい状況であります。 

これからも私たち議員ともども行政の職員は、一般の市民の産業によるその上に立った活

力にたった税金というものをいただいて、それでもって賄っているんだというものを理念に

おいていただければ、これは公共性と相反するものではないんではないかというふうに思い

ますので、ありがたい答弁をいただいたんですけども、再度市長に、その辺の決意をいただ

けたらというふうに思いまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います、市長。 

○市長（大城伸彦君） 総論的には杉山議員のおっしゃるとおりだと思います。 

しかしながら、入札というのは、透明性、公平性を保たなければならないという一面があ

りまして、地元でもってボランティアであるとか、万が一災害が発生した時に協力がいただ

けるとか、そういう協定もしていますし、参加していただいているということを考えると、

個人的にはそうしたいなと思いますけれども、やはり公平性、透明性を保つためにはどうす

るべきかと。また、各市がみんなそうなってしまったら、みんなそれぞれ閉鎖的なマーケッ

トになりますから、それもなかなか難しいのではないかなということで、どの辺がいいのか、

やはり入札の公正を保ちながら、地元経済の発展ということを考えていかなければならない

と。部分的には矛盾するかもしれませんけれども、それに向かっていろいろ話し合いもして

いかなければならないと、そんなふうに思います。 

○議長（堀江昭二君） これで杉山羌央議員の質問を終了します。 

 

◇ 飯 田 宣 夫 君 

○議長（堀江昭二君） 次に15番、飯田宣夫議員。 

○１５番（飯田宣夫君） 15番、飯田宣夫です。通告に従いまして一般質問をさせていただき

ます。 

今回、私は滞納等についての一般質問をいたしますが、18年度決算もまだ済んでいないと

思いますので、確定した数字でなくても結構ですので、４月１日現在の状況をお知らせくだ
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さい。なお、私の所管する土木水道委員会にかかわる一部で、すでに承知している件もあり

ますが、下記の質問事項以外にも、私が落としている件があるかと思いますので、公表でき

る件がありましたらお願いしたいと思います。 

それでは質問に移らせていただきます。 

市民が通常納めなくてはならない、税金、保険料、使用料、手数料等々の不払い、これは

未払いとでも申しましょうか、滞納についてですね。現況とその対策について伺いたいと思

います。 

①市民税、固定資産税、入湯税の滞納分につきまして、その件数、金額及び割合と、どの

ような対処を行っているのかを伺います。 

②国民健康保険料、老人保健料、介護保険料につきまして、①同様にご説明をお願いした

いと思います。 

③市営住宅、これ駐車場も含めましてですね、使用料、道路の占用料、河川使用料につき

ましてその件数及び金額、その内容と対策を具体的にご説明お願いいたします。 

④保育園保育料及び負担金、幼稚園授業料、老人ホーム入居者負担金、またちょっとここ

に落としてあるんですけれども、学校給食、前回木内議員さんが出しておりましたけれども、

最新の公表できる数字がありましたら合わせてお願いしたいと思います。 

⑤観光施設、体育施設の使用料等で不納がありましたら、具体的な説明をお願いします。 

⑥その他、市所有の施設及び借地等の使用料につきまして、滞納している件がありました

ら、具体的な説明をお願いいたします。 

⑦戸籍等、諸証明や税金、保健衛生、都市計画関連の手数料などの不納なものがありまし

たら、ご説明をお願いいたします。 

以上でありますが、質問内容が多岐にわたり、説明に数字などが多くなると思いますので、

できれば資料をもって説明をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの飯田議員の質問に対し答弁を求めます。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 飯田宣夫議員の不納、滞納についてのご質問にお答えいたします。 

まず、全般にわたる滞納状況でありますが、平成17年度においては、決算報告にてご報告

申し上げておるところであります。ご承知のとおり、18年度は現在、決算の算定中でありま

すので、答弁は18年度の現年度決算見込みとして、また資料提出は決算報告で代えさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

では、ご質問の順番に従ってお答えをいたします。 

まず１番、市税の18年度現年度分の滞納額は１億6,000万円となる見込みです。この内、

市民税は3,800万円、固定資産税が１億1,600万円、入湯税が100万円の見込みです。収納率

向上策といたしましては、臨時徴収職員の採用、市県民税の県職員との共同徴収、年２回の
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集中滞納整理など行っております。 

不納欠損は、納税義務者288人で7,100万円の不納欠損となり、その主な理由は、破産によ

り支払い能力がなく、不納欠損とやむなくしたものであります。 

２番目の国民健康保険税につきましては、平成18年度決算見込みで、現年度分１億500万

円が滞納となっております。 

対策としましては、税務課と協力し、未納者に対する納税相談を行い、分納による納税を

促進するとともに、悪質の滞納者に対しましては、短期保険証や資格者証の発行により納税

を促してまいります。 

介護保険料の18年度現年分見込みとして、滞納額は690万円であります。過年度分を含め

ますと、滞納額は1,976万円となる見込みであります。対応策としては、督促状、催告状の

送付の他、電話による納付催促、訪問徴収を行っております。 

３番、市営住宅使用料、道路占用料、河川占用料の状況ですが、まず住宅使用料は、平成

19年４月末現在で380万円、駐車場が６万円の滞納となっております。使用料滞納者への対

策としましては、分納計画の約束、また保証人との相談、それでも応じない方には、明渡し

請求の発送等も視野に入れ、指導をしております。 

続きまして、道路占用料、河川占用料については、平成18年度に、道路占用料170万円、

河川占用料17万円の滞納があります。現在、単価、免除規程の見直しを検討しております。 

４番、保育料の18年度滞納額は13万円です。過年度分を含めますと148万円になります。

対応策といたしましては、園長を現金取扱員に任命し徴収させるとともに、電話による催告、

訪問徴収を行っております。 

保育園私的契約児負担金、養護老人ホーム負担金についての滞納はございません。また、

幼稚園授業料についても滞納はありません。 

次に、観光施設、体育施設の使用料の未納分はありません。 

６番目の市有財産の貸付については、使用目的として駐車場用地及び管路埋設用地等で契

約件数185件、年間貸付料総額約1,900万円となっています。その内未納額は６万円となって

おります。旧町時代の未納分8,000円を除き、他は納入の意志の確認をしているところであ

ります。 

７番目の、戸籍等証明手数料につきましては、証明書の発行が手数料と引きかえとなって

おりますので未納は発生しておりません。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

飯田議員。 

○１５番（飯田宣夫君） 再質問をちょっとお願いしたいと思います。 

今、いろいろ数字を上げていただいたんですけれども、ちょっと早かったので聞き取れな

かったところもありますけれど、市税については決算が出ればわかることなんですけれども、

これはいわゆる繰越分が当然・・・今、繰越分を言っていただかなかったんですよね。繰越



－75－ 

分につきまして、トータルでいくらになるかということを１点教えていただきたいというこ

とと、学校給食についてもですね、わかったら教えていただきたいということですね。 

それと、要はですね、これ当然いろんな形で徴収には市としても努力していると思われま

すけれども、これをゼロにするというのは不可能かなと私も思いますけれども、これをいつ

までも、17年度で11億9,000万円ですね、去年の資料を見ますと。これ見ると。もう恐らく、

それ以上に滞納分が市税だけでもあると言うことだと思うんですね。これで保険関係を入れ

たりするとこれ相当数の金額になっていくわけですよね。 

この間、新聞にちょっと出ておりましたけれども、県とも、要するに整理機構みたいな形

で滞納に取り組むということで、15日から各市町を集めて、一緒に税金の滞納について取り

組むんだということも書いてありました。当然これは市税が集まらなければ県税も当然集ま

っていないと思いますから、これはお互いに努力していかなければいけないのかなと思いま

す。 

その辺について、市は独自に、もっとこの辺についてどういうふうに取り組んでいくか、

もう少し具体的に、積極的にこういうふうにやっていくんだということを、市長でなくとも

担当の部長さんでも結構です。これ民間の企業であったら、これだけの、要は言い方は悪い

んですけれども、焦げ付きを作って延々といるということは大変なことだと思うんだよね。

そういった意味で、当然市民として払わなければならないものは払っていただくということ

でいって私はいいと思うんですね。 

そういったことで、管理職として当然そういった気構えを持ってやるんだと、どうもその

辺がこういうこと言っていいのかわからないけれど、いい言い方をすれば、法令を順守する、

一つの法令を順守し過ぎるという姿勢は、確かにそれはいいのだけれど、これからはもう少

し民間的な発想で、厳しく取り組まなければいけないんじゃないかなと。市長もよく、財政

が苦しいというんですけれども、やはり入ってくるものがなければ払ってもらうものをきっ

ちり納めていただくということの、やはり当然やっていかなければならないかなと思います。 

この１点につきまして、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） まず、税の関係について、少し限定させていただければ、先ほど

の滞納分でございますけれども、現年度分それから滞納分合わせて18年度見込みとして８億

4,000万円ほどになるのかなということでございます。繰越分が６億9,000万。 

滞納整理というようなことで、その取り組みをというようなことであったかと思います。

税につきましては、国保税、性格が似ておるというようなこともございますので、国保税と

合わせた形で徴収体制をとっておりますけれども、昨年、臨時徴収員という形で、きめ細か

な、いわゆる個別訪問といいますか、臨戸訪問をすることによって、徴収率を上げる対策を

しております。これがかなり功を奏しているというふうには見ております。職員は、むしろ
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難しい案件に対応できる時間が増えたのかなというふうに思っております。 

また、議員さんおっしゃるとおり、現在広域連合で滞納整理機構ということで、県下で一

つの滞納整理の機関を作ろうということで動いておりまして、これが来年度からスタートす

る準備を進めております。これについても、やはり各市町村ではなかなか難しい案件といい

ますか、いわゆる法的差し押さえとかですね、そういう競売、差し押さえを踏まえた大口な

対応といいますか、そういうものにやっていこうと考えております。 

それから、全庁的な連携といいますか、そういう点もあろうかと思います。小さな役場で

すと、横の連携といいますか、例えば市営住宅の滞納者は他の税の滞納者ということも多い

ものですから、一括してやるというような形もできたわけですが、分庁の弊害ということも

ありますが、横の連携を極力密にして滞納整理には当たっていきたいという考えではありま

す。 

○議長（堀江昭二君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山本準次君） お答えいたします。授業料につきましては、滞納はあ

りません。滞納繰越分ともありません。それから給食費につきましては、本年の６月６日現

在でございますが、滞納繰越分が103万2,372円となっております。滞納繰越分というよりも、

現在もう18年度が滞納繰越分になっておりますので、合わせて申し上げますと、滞納繰越分

が200万6,872円。保護者の数は35人、延べ人数ですと57件ということになります。現在すで

に11万円ほど入ってございますので、現在の未納は189万3,000円ちょっとということになり

ます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 飯田議員。 

○１５番（飯田宣夫君） 私の手元に、われわれの生活に一番密着している水道、下水道の資

料、未納未収金といいますかね、あるんですけれども、これ水道関係だけでも4,300万円く

らいあるんですね。下水道の関係で約3,000万円。そして、温泉は一部ですけれども、温泉

関係も580万円くらいあると。ここだけでも8,000万円近い未収金があるんですね。そのそれ

ぞれが、確かに難しいんでしょうけれども、これじゃあどうしたらいただけるのかなという

方法を、当然考えていかなくちゃいけないと思うわけですね。これ先ほどの保険料、給食費、

事務局長の話しでいくと、払う気のない人は鼻から全然払わないでいると。保育園ですと、

２年間行けば２年間分何も払わないでそのまま出て行っちゃうと。本当にそれでいいのかな

ということになるわけですよね。 

そこで、当初のそういったことの契約という問題が、当然浮上してくると思うんですね。

この水道の問題なんかも、極端に言いますと、源泉徴収みたいな、前払いするような形、そ

れで余った分は年末に調整するよというようなやり方でもできるのなら、本当にそのぐらい

のこと考えていかないと、まったくこういうのは絶対減らないんじゃないかと。基本的にこ

れも法律でそういうふうに決めたわけですから、ある程度、条例でそういったものが可能な
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ものは、１つずつやっていけば可能だと思うんですね。市営住宅の件につきましても、契約

時に、当然何ヶ月払っていただかなければ出て行っていただきますよと、そういった契約に

なっているでしょう。それも守っていただけないと、それじゃあ守らなかった時は、誰か保

証人をきちっとつけておくとか、代替していただく方をきちっとつける。それは当然保育料

もろもろ、すべてをそういった形でこれから考えていかないと、どんどんどんどん増える一

方な気がするんですね。 

だからこれ何か条例で決めればそういった形ができるみたいですので、この辺はですね、

ぜひ各担当の部長さんたちも真剣に自分たちのところのものは当然考えていただいて、条例

を変えてできるものなら、ぜひやっていただきたいと思います。これ慣れだと思うんですね。

結局、私たちが例えば映画見に行って、音楽聞きに行って何したって、みんな後払いなんて

ことはないわけですよね。当然チケットを買って、見に行って楽しんでくる。逆に言えば、

先ほどの杉山誠議員の話の中の、保育料というのと市営住宅の家賃というのは、当然もう事

前に支援を受けているわけですよね。所得に応じて金額が決まっているわけですので、その

辺はある程度そういった形で、極端な話しね、全納くらいの形でやっていっても、それは慣

れとして、それが当たり前になれば、当然それで私は通ると思うんですね。 

ぜひ、この点を考えていただきたいなと。本当は来年の４月からこういうことでやるよと。

これだけ言えば、どこかの課の部長さんはうちはこういうことでやりますと、条例を変えた

いという話しが出てくると思うんですけれども、ぜひお願いしたいなと思います。 

これは、話し違うんですけれども、先週ですか、アメリカの大使館が赤坂にあるんだと思

いますけれど、９年間、大使館の借地料を日本国に滞納していると。それがこの間不動産鑑

定士が一緒に出ていまして、市場鑑定によると、８億円するところを年間230万円だそうで

すね。230万円を９年間、アメリカは滞納しているという話をやっていました。イギリス大

使館は内堀通りのこっちにあると思うんですけども、あれは３万何平米を3,000万円で、イ

ギリス大使館は滞納していないんだそうですけれども、全くその一般というか民間とはかけ

離れた感覚なんですね。そんなことは伊豆市においてはないと思いますけども、もう一度そ

の辺も合わせて、伊豆市の借地そういったもろもろですね。やはり単価というものを見直す

必要があるんじゃないかというふうに思います。この点も合わせてお願いしたいなと思いま

す。 

これ弱者をいじめるような部分も一部あるかと思いますけれども、基本的に一つの義務で

すので、いたし方ないというふうに思いますので、市の執行部の皆さんも、やはり経営者の

感覚を持っていただいて、厳しくこれからは当たっていただきたいというふうに思います。 

最後にその辺の統括をしていると思われます、市長に代表して意気込みを聞いて、私の質

問を終わりたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） それでは市長。 

○市長（大城伸彦君）  私も納税者の１人でございまして、時々忘れて督促状をもらいます。
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慌てて納めるわけですけれども、税ということを考えると、やはり飯田議員おっしゃるよう

に義務でありますから、納めなければいけませんし、納めたいと思っております。 

しかしながら、今度は市長として申し上げると、払えるのに払わないというのは困るなと。

本当に払いたくても払えない人がどうしたらいいのかなと、常に迷っております。昔のよう

に引っぱがして持ってきてしまうというのもできませんし、その辺は、やり方を考えなけれ

ばいけないなと思います。今年になって、例のおっしゃられた学校給食、あるいは保育費の

滞納ということは、何でこうなるのかなと、全く考えられませんでした。そういうことがな

いように、逃げどくがないようにしないといかんなと思っています。 

ご提案のありました、プリペイドでうまい方法があるのかなと、法的な問題もあると思い

ます。また先ほど申し上げましたように、県との広域連合でやるということで、今、県当局

と静岡県市町会でもいろいろな意見が出ています。うまく集められるのかと。経費ばかり掛

かってしまって、取ってくるよりも経費の方が掛かってしまうのではないかと、そんな意見

も出ています。しかしながら、やはり正しい納税をしていただいて、正しい行政をしたいと

そんなふうに思います。 

ぜひ、皆様方のお知恵を拝借して、どうしても払えない人はどういう判定をするのかです

ね。だけれど、払える人をなんとか払ってもらいたいと、そこだと私は考えております。 

○議長（堀江昭二君） それではこれで飯田議員の質問を終了します。 

 

◇ 大 川   孝 君 

○議長（堀江昭二君） 次に21番、大川孝議員。 

○２１番（大川 孝君） 21番、大川孝。 

私は通告してあります３つの質問に対し、答弁を市長に求めるものです。 

１つ目としまして、機構改革、組織の改革に関して。合併後の行政の取り組みの一つに、

みずから行政改革を推進していく気構えは既知のとおりで、特に集中改革プランに行政の簡

素化、合理化の推進等、行政の責任領域の関与の必要性、効率、効果等を精査し、整理合理

化を推進するとうたっていますが、行政改革を今までどのように進めてきましたか。具体的

な例に関して答弁を求めます。 

２つ目に、災害時の提携先に関して。９月１日には、県と共催での防災訓練、きょうも何

度か御説明がございました。まさに市民にとりましては、今までにないような訓練を習得す

る意味で、大変防災訓練はチャンスであろうかと思いますので、どうか数ヶ月の間までには、

市民に掲示やインターネットばかりでなく、生の口で大勢の市民の御参加をいただきますよ

うなお願いもしていただきたいと思うわけでございます。取りも直さず、地震の被害を最小

限に抑える、つまり減災システムをですね、急ぐ必要があるわけです。 

本文に入りまして、今や世界的に地球温暖化を主原因とした自然災害が猛威を奮っている

ことや、異常気象は既知のとおりです。日本でも、今年３月25日能登半島を襲った大地震の
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生活リスクは報道のごとく甚大です。そこで伊豆市においても、東海地震や関東直下型大地

震などが想定され、事前の危機管理対策がいかに重要であるかが問われております。私は一

つの方法としまして、自治体との救援物資調達に関する協定を私たち市民も頻繁に毎日御利

用しております、コンビニエンスストアと協定をしておくことが大変大事であり、急務であ

ると考えていますが、これを含め現在進めている対策の具体的事例の説明を求めます。 

３つ目には、人口減少対策の取り組みでございます。合併以来、人口の減少が顕著にあら

われております。どんな対策を講じておりますか、具体的な事例の説明を求めます。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの大川孝議員の質問に対し、答弁を求めます。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 大川議員のご質問にお答えいたします。 

まず、１点目の機構組織の改革に関してですが、現在まで４庁舎での分庁方式と、地域の

方々の利便性を考慮いたしまして、本庁、支所方式も合わせてとっておりました。したがっ

て、業務が錯綜する部分もあって、合併４年後となると多少不都合な点が見えてきました。

今後は、県の機構との整合性を取りながら見直しを図りたいと考えております。県はこの４

月に機構改革をしたわけです。それとの整合性を取りたいと思っております。そこで、行革

推進の中の組織改革について申し上げますと、集中改革プランにおきまして、組織のスリム

化、組織のフラット化、職員削減を、組織改革の重点目標として掲げて進めております。 

支所につきましては当初の３課から１課へと統合し、スリム化いたしました。フラット化

につきましては、県や近隣市町の様子を参考に、検証を進めていきたいと思います。スリム

化やフラット化については、職員削減が伴うこと、職員削減による市民サービスのあり方に

ついても同時に検討すべきと考えております。 

２点目の災害時の提携先に関して、まず伊豆市の災害に関する提携、協定の状況から申し

上げますと、県東部18市町が災害時に市町独自では十分な応急処置が実施できない場合、当

該市町に応援を要請することができる、東部市町災害時等の相互応援に関する協定を締結し

ております。 

次に田方消防本部管内関係機関が、相互に協力することにより、危険物等の事故を未然に

防止し、事故及び災害が発生した場合、被害を最小限に食いとめること目的とした、危険物

等保安対策に関する相互協定を締結しています。それから、震度５以上の地震が発生した場

合、市が定めてた救護所に田方医師会所属の医師を派遣していただき、負傷者の救護をして

いただく、災害時における医療救護活動に関する協定を締結しております。 

さらに、市が管理する道路、水道等の施設が被災した場合に、応急対策をしていただく、

伊豆市建設業組合及び伊豆市管工事工業会との応急対策業務に関する協定を締結しています。

また、津波襲来のおそれがあるときに、避難ビルとしての使用について定めている、土肥地

区津波に対する緊急避難施設に関する協定を締結しています。災害時に市の要請に基づき、

入浴や空室等の利用に関する協力体制について定める、修善寺簡易保険加入者ホームとの協
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定があります。 

なお、大規模災害が発生した場合には、県内外から被災地に多くの義援救援物資等が届け

られることが想定されますが、地域に密着しているコンビニエンスストアやスーパーマーケ

ットなどと物資調達の協定を締結している自治体もありますので、今後、当市としても地域

性を踏まえた中で、どのような団体にどのような内容で協力をお願いするのが有効であるか

を含め、検討していきたいと考えております。 

続きまして、３点目の人口減少対策の取組みにつきましては、３月議会でもお答えいたし

ましたが、地域活性化による雇用、にぎわいの創出、福祉等の少子化対策、住環境の整備等

を総合的に行う必要があると考えております。地域活性化の方策としては、ウエルネス関連

事業やグリーンツーリズム事業、修善寺駅周辺整備事業等の産業振興策や魅力あるまちづく

りを今後も推進していかなければならないと考えます。 

次に少子化対策ですが、地域での子育て支援や、子育てと仕事の両立支援等、子育てしや

すい環境づくりについて、伊豆市次世代育成支援行動計画に基づいて進めていく所存であり

ます。いずれにいたしましても、今住んでいる人にとって魅力があり、人あったかまちいき

いき自然つやつや伊豆市。になることだと思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、大川議員。 

○２１番（大川 孝君） それでは再質問をさせていただきます。 

１つ目の、行政組織の簡素化や合理化は、市長みずから改革の先頭に立って最初に表明し

なければならないことは言うまでもありません。しかしながら、私が調べたところでは、支

所を除く本庁では、平成16年４月１日には、９つの部、22の課、３の室でありましたが、平

成19年４月１日には、９つの部と内３つの部には、２人ずつの部長さんがいるということで

しょうか。26課１室というこういうことで比較しますと、いわゆる、３人の部長と２課が増

えていると、こういうことになろうかと思います。つまり１つの部に２人の部長さんが存在

し、課も２つふえていますということになるわけでございまして、職員も減らし、組織もス

リム化していくということは、今も市長が述べられたことのとおりであります。改革に逆行

するような組織であっていいはずはありません。 

そこで、何が目的で３年で組織がふえたのか。それらのことにつきまして、答弁を求めま

す。そして、簡素化していくねらいの一つには、創意工夫をして、人件費を少しでも抑制し

ていくことが、税収に見合った改革につながるからだと思います。 

２つ目としましては、行政改革推進室という、立派な部署も作りました。そこではどのよ

うな仕事をしておるでしょうか。お伺いします。それから、競争感が増してくる自体で、少

しでも自立できるような組織体制と、財政運営を真摯に受けとめ、魅力ある伊豆市の建設に、

市民の声に聞く耳を持ち、意識改革をしなければ伊豆市の発展は一歩も進まないことを肝に

銘じて、奮闘していかなければならないと思います。そこで、このような機構組織は誰がお
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決めになるのか、答弁を求めます。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います、市長。 

○市長（大城伸彦君） お答えいたします。 

行政改革というのは、言うは易く、実際はなかなか難しいですよね。前の小泉首相も結構

抵抗勢力というのがありまして、私もそれを感じています。ただ、部とか課の数でものを考

えるのではなくて、責任と権限というのをもっと明確化して、やはり早く業務処理をしてい

くということが大事だろうと思っております。 

人員の削減については、先ほど申し上げましたように、徐々にかどうかですけれども、だ

んだん減っていく計画が立っていますし、いずれはそうなっていくと思います。最終的にこ

の計画を誰が決めて誰がするのかというと、最終的には私です。全て私の責任だと思います。

ただ、個々のものについては、行政改革推進室とか、総務とか全体で素案を出してもらって、

それについてコメントして計画を立てているというのが現実でございます。冒頭に申し上げ

ましたように、なかなか言うは易く行なうは難しいので、ぜひ後押しをお願いしたいと、そ

ういうふうに思います。 

行政改革推進室のことについては、総務部長から答えさせます。 

○総務部長（平田秀人君） まずですね、組織の数、部課の数について触れられたかと思いま

す。全般的に言いますれば、いわゆる管理職である部長、課長、それから課長補佐、これに

ついては減っております。部長のポストも合併時よりも２つ減っているという状況でありま

すし、課長補佐についても、基本的には課長補佐への昇任はないという形でございますので、

合併当初よりも管理職のポストは減っているということは言えます。 

  それから、合併以来、室が課になったり、新しい課ができたりというのは若干の微調整が

ございます。大きくは支所に課がなくなった、あるいは、生涯学習センター機能が各支所に

あったのがなくなったというのが大きなことかなと思います。本年度につきましては、おっ

しゃられる行政改革推進室、これは課ではなくて、課の中にある室でございます。今年の機

構として、集中改革プランの策定もございました。それから市長の意向もございまして、行

革、これを専門に推進していく部署が必要であろうということで、行政改革推進室というの

を企画課の中に設けました。また、いわゆる財産管理、契約・検査も含めた財産管理部門、

これもやはり強化していかなければならないだろうということで、財政課の中に管財室とい

うことで、管財室長は課長級という位置づけでスタッフもそろえてきたというような経過で

ございます。ご質問は他にありましたでしょうか。 

〔「行政改革推進室というのは、日頃どういう仕事をしていますか」と

言う人あり〕 

○総務部長（平田秀人君） まず、行政改革プランがあります。この進行、管理が一つの大き

い仕事になります。それから、単に計画の管理だけではなくて、いわゆる伊豆市としての行

政改革、この全体的な調整を行うところが、行政改革推進室ということでご理解いただけれ
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ばと思います。以上です。 

○議長（堀江昭二君） 大川議員。 

○２１番（大川 孝君） 今、総務部長の方からは、逆に16年から19年は減っていると、部が

減っていると言っていますけれども、これは支所を含めた中でのことだと思いますが、本庁

自身を計算していきますと、逆に私が先ほど述べたように増えていると。こういうような、

一つのからくりといいますか、そんなものが見え隠れしているように私はそんな気がしてな

りませんが、ぜひ、改革というものはその名前のごとく、ひとつそういう精神に基づいて先

頭になって市長はしていただきたいと思います。 

それでは２つ目の関係でございます。もう少しこの件につきまして、コンビニ関係につき

まして述べてみたいと思います。現在、世界で発生する地震の約1割が、日本で起きている

と言われております。大地震の発生に限ってみれば、世界の２割が日本に起きているとされ

ております。近年の新潟県中越地震、福岡県西方沖地震、宮城県沖地震などは、想定されな

い場所で大地震が発生しております。また最近では、能登半島や福岡地方に頻繁に地震も起

きております。震災対策はいかに重要かがわかります。地震は一瞬にして、一家団らんの生

活を奪い去ります。 

そこで、コンビニエンスストアのことを少し述べてみたいと思いますが、全国にはその数

４万2,000店あるそうでございまして、いわゆる交番や駐在所は１万4,000件だそうです。交

通が途絶えた場合、容易に帰宅することができない人に対し、トイレや水道水、情報等を提

供してくれるわけです。防災・防犯活動、事故や急病人などに関する110番通報、少年少女

の非行化の防止、女子・子供の駆け込み、保護対策ができることですね。ほとんどの店は24

時間の営業で従業員がいまして、地域社会の安心安全に貢献することを目指しているのが、

コンビニの経営方針のようでございます。ある大手のコンビニストアの環境をちょっと調べ

ましたら、そこでは被災地支援の方法は大きく３つに分けているようでございまして、１つ

目は、避難住民に対し無償で提供する義援物資としておるようでして、例えば平成７年に起

きました阪神淡路大震災には、兵庫県内ではそのようなコンビニエンスストアは１店舗もな

かったようですが、京都大阪経由で支援物資を届けているようでございます。その義援物資

は、おにぎり６万4,000個、飲料水等の供給をしたそうでございます。平成16年の新潟中越

地震には、おにぎり6,000個、カップめん2,800個、パン2,600個、バナナ1,700本、毛布

1,100枚、給水車20トン２台等を無償で供給しているわけでございます。 

２つ目の経営としましては、あらかじめ自治体と協定をしまして、その物資調達の協定書

に基づいて、有償で届けるものとしております。国や県あるいは市町村と、全国的に提携し

ているようでございます。また、物資以外の支援協定として、災害時に寄託者に対し、トイ

レや水道水、道路情報の提供を可能な範囲で行う協定もしているそうでございます。 

３つ目は、一般店舗の営業で、被災者住民の物資購入の拠点として可能な限りの営業を続

けるとしておるようでございます。そうした伊豆市内にもいろいろな会社のコンビニエンス
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ストアがあるわけでございますが、そうした協定をするということも、お互いが非常に市民

にとりましても、安心安全であろうかと思います。今、市長の方からも、コンビニについて

の協定も今後いろいろ考えていきたいというような考えがございました。また先ほどの答弁

でも、医師会とか県東部18市町との中でも協定をし、また大災害の場合には、国や県を挙げ

ての支援体制もできていると、こういうようなことのようでございますので、ぜひこのリス

ク対策ですね、今後とも強力に進めていただきたいと思います。 

それから３つ目の人口減少対策でございます。これらにつきましても、このままでは人口

が減る一方で、市でも将来の人口推移を見ましても、減少にいくと予測しておるわけでござ

います。そういう中、私はいろいろの内面的、外面的な対策を講じていかなければならない、

また、市の方でもそういう考えを持って進めているということの考え方はよく理解いたしま

したが、一つの方法としましては、やはり、市長の諮問機関なるようなものを、市民全体の

有識者の中から、そうした一つのテーブルを作ってですね、一つのプロジェクトを作って、

そうしたもので一つずつこの人口減少対策をいろいろ急激に減らないようにするにはどうし

たらいいかと、そうしたテーブルを一つずつテーブルに上げて着実に推進していくことが大

事であろうかと思います。 

もう一度、この人口減少対策につきまして、そうしたテーブルを作るようなご意思がある

かどうか聞きまして質問を終わりたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。市長。 

○市長（大城伸彦君） 少子化対策について、正直言って私が少子化について答えるだけの能

力があるかどうかというのはですね、今つぶさに思っています。といいますのは、私、子供

が４人います。みんな都会の方へ行って、誰も帰ってこない状況です。長男は結婚していま

すけれども、子供をできないのか作らないのか、長女はちょっと体が悪いんですけれども、

１人だけ子供が、私にとっては孫ですけれども、います。長女はちょっとこっちへ帰ってく

るとそういう病院がないということで、帰って来れないし、だんなの仕事の都合で。次女は

まだ独身でいます。三女は結婚して子供が一人半です。今二人目を仕込み中というようなこ

とですが、従って、誰か帰ってきてもらいたいなとも最近思っているんですけれども、誰も、

じゃあっていうのがいなくて困ったなという状況です。したがって、私は伊豆市の少子化に

ついて、お答えする能力がないんじゃないかと非常に恥ずかしく思っています。 

この辺の取り組みについて、企画部の方で答える資格のある人に答えてもらいたいと思っ

ています。 

以上です。 

○企画部長（渡邊玉次君） 大変難しい問題を投げかけられましたけれども、大川議員の方か

ら諮問機関をどうかというご質問だったと思います。一つの方策ではあろうかと思います。

 今、一番感じているのは、人口対策の中で定住人口の増、あるいは交流人口の増、こうい

ったものを何とかしたいという考えはあります。前々より、ご質問の中にこういった問題提
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起されているわけですが、その中でまず、定住人口をふやそうといった場合に、地元がどう

いうふうな意識があるのか、考え方があるのか、よくそこでもめる原因というのがあるわけ

です。この問題がまず１点。 

それからもう一つ、当然こういう時代ですから、定住人口となりますと、かなり高齢の方

がくるということが想定されます。若い人が来てくれればいいんですが、恐らく現状として

はいろんな産業、企業ありませんので、そういった年齢の方が第２の人生を送るということ

から入ってくる、入居してくるという可能性があります。その場合１番心配なのは、当然国

保いわゆる保険ですね、医療費の問題。この辺が果たしてもともと住んでいる方々の理解が

得られるかどうか。こういったもろもろの問題があろうかと思います。交流人口は観光産業

とかそういった分野で、ある程度にぎわいができればこれにも提議あるでしょうけれども、

そういった部分では入ってくる人は徐々にではあるとは思いますが、ふえてくるかなという

気はしておりますけれど、定住人口対策というのは、よっぽど議論してかかっていかないと、

今言ったような問題で途中でとんざする問題というのは十分考えられると思います。こうい

った部分で、行政としても二の足を踏んでる部分はありますが、果たして一般の方々がどの

程度そういったことに対して真剣に取り組んでもらえるかどうか、この辺が、我々としても

考えなければならないかなというふうに思っています。 

一つの例としますと、今現在、人づくり塾というのをやっております。若い人たちがいろ

んな議論を交わしております。その中でも、市長はおもしろおかしくずっと話をしたと思う

んですが、若い人が本当に来るのかなという議論をしているんですね。そして定住人口を果

たしてふやして本当に伊豆市のためになるのかどうか、この辺の議論もしております。です

けど結果的にはなかなか結論が出ないというのが実情でございます。 

いずれにしましても、大川議員のおっしゃられるような諮問機関の必要性があるかないか、

こういったものも踏まえまして今後検討していきたいと考えます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） これで大川議員の質問を終了します。 

 

◇ 鈴 木 基 文 君 

○議長（堀江昭二君） 次に２番、鈴木基文議員。 

○２番（鈴木基文君） ２番、鈴木基文です。 

議案内容の事前検討が議員とできないかという問題につきまして、市長に質問いたします。 

これ読み上げる前に、実は市民の方たちとですね、よく話しをする場合に、市民の方たち

は非常に議員、議会の権限、簡単に言いますと、議員の仕事にですね、多くを期待していま

す。これは極端な例になりますけども、廃棄処理施設の候補地を決めたのも議会だし、国民

健康保険の保険料を決めたのも議会だとまで思っている、実は市民の方たちもいらっしゃる。

それでそのような話が出るたびにですね、議案をつくるのは行政側であって、議会はそれが
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いいか悪いかを判断することしかできないんですよと。その議案がつくられる過程で議員が

口を挟めるということは全くないんですよと言うことを説明しています。その説明をします

と、ほとんどの人は非常に驚きます。今まで説明して10人の内９人以上が驚いています。そ

してその次には、それはおかしいんじゃないのと言います。その裏側には、議員というのは

そんなことしかやっていないのかっていうような気持ちが明らかに読み取れるわけです。 

そこで質問に入りますけれども、議案が議会に上程される前に、全員協議会で説明がされ

ていますが、議会の直前であり、修正されるのは現実的には難しい状況です。すべてとは言

いませんが、幾つかの議案は、作成の段階で内容の検討を議員とすることは考えられません

か。市民の意見がより反映される行政になるために、将来正式に制度化されるべき会派など

との話し合いの場を持ち、市側と議会が一歩踏み込んだ関係をつくれないでしょうか。市長

の考えをお聞きいたします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの鈴木議員の質問に対し、答弁を求めます。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 鈴木議員のご質問にお答えいたします。 

市民の方はそういうお考えをもっているようですけれども、どうもテレビの見すぎかなと

思っております。国会は政党政治、会派の政治でやっていますけれども、地方自治はそれと

は違うんですよね。やはり執行部と議員さんとのやり方で方式が違うんだということを、ぜ

ひご理解いただきたいなと思うわけでございます。したがって、どうしたらいいのかなと私

自身も戸惑っているわけですけれども、政策立案に当たりまして、執行部から議員の皆さん

のご意見を伺うこともあり、また、皆さん方からご提案をいただいて、それを議案に入れて

いくこともあると思います。 

しかしながら、さらに踏み込んだ関係は大変結構だと思いますが、議会制民主主義の下で、

行政活動と政治活動ということがありますが、私も議員の皆様も、民意を代表する立場であ

ります。市長である私は行政の執行者であり、議員の皆さんは、執行部の監視役といいます

か、そういう関係にあります。この辺がやはり国会とは違うのではないかなと思っているわ

けです。しかしながら、市民の意見を、行政や政治の場に反映していくことは、目的は同じ

ところに帰着するものでありますが、議案のすり合わせを行う作業を制度化するということ

は、本来の地方自治の基本から外れるのかなと思っております。本来、議会との対立という

ような構図を求めているものではなく、一線を引くべきところはしっかり決めていかなけれ

ばならないということでありまして、議員のご提案は運用においてどうすべきかということ

で、ぜひ議員活動をしていただきたいと、そういうように受けとめさせていただきたいと思

います。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、鈴木議員。 

○２番（鈴木基文君） 今、市長が言われたように今まで私も思っておりまして、いいか悪い

かを決めることしか議会としてはできないと。提案をしても、それを行政側が取り上げてく
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れなければ何もできないというふうに、実は思っていました。それをやっぱりいろんな人に

聞いてみますとですね、一般の市民だけでなく、それに詳しい方たち、有識者といいますか、

そういう方たちに聞きますと、いやそんなことはないよという答弁を、ほとんどの方にいた

だいています。 

国会は議員内閣制ですから別としましても、県会がどうしているかと聞きました。県会の

場合は直接県知事さんは選ばれるわけですから、市議会と同じような形だろうと。ほとんど

の議案は行政側が上程したそのままで通っていますと。だけど、予算案だけに関しましては、

事前にですね、会派と政務調査会という会議を開きまして、そこでかなり突っ込んだやり取

りをやっていると。それによって、行政側が出してきた予算案が、かなり変わることがある

と、これは県会でやられていることだと。ですから、それが市議会でやってはいけない、で

きないということはないのではないかという、実は意見をいただいております。 

予算案に関しましては、非常に今までも思っていたんですが、中で部分的にですね、ここ

のところはおかしいんじゃないかと思っている部分がありましても、予算案全部を否決する

だけの、議会側に、それだけの気持ちがあるかといいますと、多分私も含めまして、議員は

非常に心やさしい議員が多いので、これだけじゃ否決はしないで通してしまおうと賛成をし

ているケースが非常に多いのではないかと。でも、県会でそういうことをやっているという

ことは、やはり、多くの県民、市の場合は市民の意見を反映させる予算案にするために、そ

れが必要だからやっているんではないかなと思いました。ということで、そんなことが、市

の中でもできないかどうか、もう一度市長お願いします。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

○市長（大城伸彦君）  予算案だけでも事前に審議ができないかということで、いきなりこう

いうことをやって、どういうふうになるのかなと。部分的に議会の中であるいは全協とか会

派の中で議題になっているところをピックアップして検討をいただくというのはあると思い

ますけれども、予算案を全部やったら、会期がこんなものでは済まないと思いますね。一つ

入れ替えたら全部バラバラでいきますし。 

これもまさに私の個人的な考え方ですけれども、予算案というのは、行政の予算案と民間

の予算案とは、言葉は同じですが、まったく違うんですね。民間ではあくまでも、いっても

いかなくても、簡単に言うと目標みたいなものです。ところが行政の場合は、予算案を立て

ると、これを執行しなければならないということで、言葉は同じですが、中身がだいぶ違う

と感じています。そのへんを、どういうふうに一般の方にご理解いただいて審議していくか

ということは、よく検討しなければいけませんし、いろいろなところの勉強をさせて欲しい

なと思います。絶対ノーではなくて、市がよくなるためで、自治法とかに整合すればやって

いけるのではないかと思います。ただ、そのためにどこかの審議を長く引き延ばすようなこ

とはすべきではないと、私は思います。  
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○議長（堀江昭二君） 鈴木議員。 

○２番（鈴木基文君） 前向きな答弁ありがとうございます。 

それで、議会でも議案だけの議会というのは、私は本当につまらないなと思っています。

前向きな議会にするために何ができるか、あるいは職員にしても、与えられた仕事だけやっ

て、マイナス面がなければ、それでいいんだなんていう職員ばかりになると、伊豆市はどん

どん疲弊していくなというふうに思っています。ここまでやるのかというやる気だとか、資

質だとかを持っている職員、議員もそうですけれども、それと、ここまでやるのかっていう

議会側と行政側との関係がなければ、これから伊豆市は決して良くなっていかないというふ

うに思っています。 

今、議員定数のことも議会の中で話しに上がっていますけれども、最初に言ったみたいな、

いいか悪いかだけ、手を挙げるだけの議会だと、もし市民が理解して、そう思っていたら、

議員の定数ってじゃあ何人必要なのかということを市民に問いかけた場合に、その答えが何

という答えが出てくるか非常に恐ろしく思っています。そうでなくて議員の中にも、定数の

問題だけでなく、歳費、給料の問題にしても、もっと出してもいいんじゃないかと。だけれ

ども、それなりのことを議員もやってくれよという意見がありまして、その方がやっぱり地

域を良くするためには本当の意見だというふうに思っています。ぜひ、今のご意見で結構で

すので、前向きに考えていただければと思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） これで鈴木議員の質問を終了いたします。 

 

◎散会宣告 

○議長（堀江昭二君） 本日はこれにて散会いたします。 

  次の本会議は、あす12日午前９時30分より一般質問を再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３９分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（堀江昭二君） 皆さん、おはようございます。 

本日、25番、遠藤正寿議員より欠席の届け出がありましたので、お知らせをいたします。 

ただいまから、平成19年第２回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

本日の出席議員は22名であります。定足数に達しておりまので、会議は成立をいたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎発言の訂正 

○議長（堀江昭二君） 一般質問に入る前に、昨日の一般質問の中で、発言の訂正の申し出が

ありましたので、これを許します。 

10番、森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 私の質問の最後に、水俣病をイタイイタイ病と言ってしまいました

ので、それを水俣病に訂正していただきたいと思います。 

 

◎一般質問 

○議長（堀江昭二君） それでは前日に引き続き、一般質問を行います。 

 

◇ 関   邦 夫 君 

○議長（堀江昭二君） 最初に19番、関邦夫議員。 

○１９番（関 邦夫君） 19番、関邦夫。 

１、新エネルギー開発では、歳入増も活性化も期待できないのではないか。 

伊豆市地域新エネルギービジョンは、平成19年２月に策定されましたが、市長は活性化対

策として新エネルギー開発を前から取り上げています。ビジョン策定に３年を要し、今から

実現して経済効果、活性化を期待するわけですが、この方針は間違いではないかと疑問に思

います。この事業は経済効果を無視しても、地球環境整備により、未来に悔いを残さない対

策であり、世界規模で考えなければならない大きな問題だとは考えられます。 

しかし、伊豆市で経済効果を期待する新エネルギーを開発することは不可能に近いし、成

功例の模倣しかできないのではないかと思われます。ビジョンとして掲げてあるものは開発

でなく、成功事例の書き写しです。 

質問１、伊豆市として新エネルギー開発は可能なのか。 

質問２、実行に移すにつき、いつどのような規模の事業を、どのような予算で建設する予

定なのか。 
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質問３、補助事業で建設しても、維持経費がかさみ、経済効果も活性化も期待できないの

ではないか。期待できるとしたら、その根拠を伺います。 

２、地産地消を掲げても活性化を促す経済効果は期待できないのではないか。 

無農薬の野菜等の地場産品を安心して消費する程度のことはできますが、地元でいくら頑

張っても、特産物のほんの一部を消費するにすぎません。伊豆市の経済効果を促す特産物は、

ワサビ、シイタケ、花卉、テングサ等があります。 

シイタケを例にすると、料理法の研究会で消費を促し、活性化を図るとしています。ワサ

ビも同じ考えを掲げています。地元の良質のシイタケは高価なため、他に回り、地元の旅館

その他で使用しているものは、地物でなく、他所で生産された安物が多いのが現状だと思い

ます。現実に中国の低価格のシイタケが出回っていますが、市がいろいろの面で生産者と消

費者の双方の立場で、市の中にある問題を考えることは、大切なことだと思います。 

しかし、伊豆市のシイタケは評判がよく、天皇賞を初め大臣賞、その他の賞を独占するほ

どの絶品です。地の利を生かし、長い期間をかけ信用を得て大量生産販売を可能にしたのが

特産物です。グローバル時代の町おこしは、特産物を組合任せでなく、市と共同で宣伝し、

ブランド品としてより高価に販売できるようにすることだと思います。 

質問１、伊豆市の低迷する１次産業、ワサビ、シイタケ、花卉、テングサ等の特産物の売

り上げはどのくらいか。また、今後どのように取り組むつもりか伺います。 

質問２、特産物の経済効果は、料理研究等による微々たる地元の消費拡大では期待できな

いのではないか、伺います。 

以上です。よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの関議員の質問に対し、答弁を求めます。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 関議員のご質問にお答えいたします。 

伊豆市新エネルギービジョンは、平成18年度に策定委員会を設置し、作成をしたものであ

ります。地域にあるエネルギーを活用することは、環境に与える負荷が小さく、資源制約の

少ないエネルギー源として有効とされております。伊豆市においても豊富な森林資源、風力

エネルギー、水資源等の自然エネルギーを利用することにより、地球温暖化ガスの削減や森

林保全等地球環境保護に貢献するとともに、環境にやさしい町づくりが地域の活性につなが

る可能性についても期待をするところであります。 

さて、伊豆市としての新たなエネルギー開発については、新エネルギービジョンの重点プ

ロジェクトとして位置づけている、風力発電や木質バイオマスの熱利用がありますが、今後

は課題の抽出等、事業化の可能性調査を行います。 

また、市の事業実施に当たっては、大きな投資となることも考えられ、導入対象エネルギ

ー助成制度の活用を考慮しても、財政上の課題もあり、民間企業での実施も含め、十分な事

前検討が必要と考えます。 
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一方、実施できるものについては、試験的に実施し、普及啓発をしていきたいと考えます。

本年度は、市内の学校給食からの廃食油─いわゆる、てんぷら油です─の活用による、

ＢＤＦ、バイオディーゼル燃料を市有バスに利用いたします。新エネルギーの導入は、地球

環境保護とエネルギーの安定供給の確保を達成し、持続可能な環境型社会を構築していくこ

とが目的で、その相乗効果として、経済効果や地域の活性化が期待されます。 

続きまして、２点目の地産地消とその経済効果について、ご質問１つ目の、特産物の売り

上げはワサビが約８億5,000万円、シイタケが３億1,000万円、花卉が7,000万円、テングサ

が１億5,000万円─すべてラウンドです─となっております。 

また、今後の取り組みですが、若者の知恵と力が重要であると考えております。これは、

各農家の後継者育成だけに頼るのではなく、県のニューファーマー養成制度の活用などが考

えられると思います。ブランド化は確かに有効な手段であると考えられます。シイタケにお

いては、清助どんこのブランド化は確立しているものの、まだまだその恩恵は限定的である

と感じています。特産物のブランド化については、積極的に推進したいと考えております。 

次に、２つ目の特産物の経済効果は地元の消費拡大で期待できるのかということですが、

料理の研究等だけでは、地元の大幅な消費拡大は望めないのではないかと思います。市のホ

ームページを使って、料理のレシピ公表や、いつでも特産物を材料として使った料理を食べ

られる店の紹介をするなど、地道な活動が重要と考えます。 

また、ことし２月に発足した伊豆市地産地消推進協議会と連携しながら、市内最大の消費

者である旅館、飲食店等での利用促進をすることで観光客への浸透を図ることが、同時に全

国に情報発信していくよい機会であると考えます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

関議員。 

○１９番（関 邦夫君） 一番の再質問をします。 

市長は伊豆市の活性化について、ウエルネス・地産地消・新エネルギー開発を掲げていま

す。新エネルギー開発による活性化を掲げていたが、どのようなことをするつもりかわかり

ませんでしたので、何億の歳入が期待できるのかという質問をしました。 

今までは、新エネルギーの開発を掲げていましたが、新エネルギービジョン策定後は、新

エネルギーの導入による環境問題等に対応しようとしているように受けとめられます。この

方針については、今回のサミット主要議題でもあり、各国を挙げ推し進めなければならない

大切なことですが、趣旨はわかっても、問題は経済的問題が残るとされています。問題の多

い原子力、石油が、まだ経済的には有利とされています。活性化対策として新エネルギー開

発を掲げていますが、経済効果を期待するならこの方針は間違いだと思えるので、考え方を

伺うわけです。 

先進国、途上国を問わず、世界的環境整備により、未来に悔いを残さない対策で活性化に
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よる経済効果を期待するのではなく、むしろ経済的には、負担増になると考えられています。 

経済効果があるというなら、具体的にどのようなことが期待でき、いかほどの歳入増が見込

まれるのかよくわかりません。風力発電やバイオ等を掲げているが、これは伊豆市で開発し

たものではないし、資料を計算し説明しているだけのように感じます。 

実現するとしたら、どのような補助により予算で行うつもりか。実際に運用しているもの

を模倣して行おうとしても、経済効果があるものなら電力会社でとうに実現しているのでは

ないか。伊豆市で新たな効率のよい環境に優しい新エネルギーが開発できることは、到底考

えられません。専門業者がしのぎを削って競争しているのに、伊豆市は何をどのように参入

しようとしているのか。観光用、将来の理想エネルギーとして大切な事業としても、これこ

そ民間に任せることであり、率先して素人の伊豆市がやるべきことではないと思います。 

構想は３年経ち、計画はできたが、具体的にどのようになるのか。今後どのような予算で

行うのか。それとも構想として、理想としての計画だけなのかよくわかりません。 

バイオ発電においても、ごみの減量を目指すのにごみを当てにする産業を推進するのはど

うかと思われるし、ごみの減量化のため、減量のごみが集まらなくなります。インドの牛ふ

ん発電が効果を上げているが、これも日本では当てにならない。トウモロコシと植物利用の

エタノール生産が話題になっていますが、いろいろの食品の高騰が始まりました。早期に建

設された、アメリカ最南端のハワイ島の風力発電所を見てきましたが、何十機も林立して建

設されましたが、今は頭部が腐って落下したり、放置されています。 

南アルプス仙丈ケ岳の山小屋に燃料発電に変わり、風力発電が設置された写真が読売の一

面に掲載され、その役割が大きく紹介されました。たまたま前日、仙丈ケ岳を登山し、台風

の影響で壊れるのではないかと思われるほど、何機かの風力発電が勢い良く回っているのを

見ました。 

質問します。新エネルギーは、開発にしろ、模倣にしろ、委託に頼る伊豆市の技術力にお

いて、経済効果は当てにならないと思います。それが一つ。建設規模、予算も活性化を掲げ

ても、市民は迷うのではないか。建設規模も予算を示さず、活性化を掲げても、市民は何を

どのようにやるのか迷うのではないか。 

２番の質問です。地域差、資源の問題で、他地域に優る建設施設は期待できないのではな

いか。伺います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 新エネルギービジョンとウエルネス産業の振興と地産地消は、活性化

にならないのではないかという、大きなご質問ですけれども、その考え方が、直接にそこだ

け考えたら、おっしゃるとおりかもしれません。一時的な効果ですね。 

ただ、私が申し上げているのは、この３つはですね、我が市の観光と大きな関係があるの

ではないですかと。ウエルネス、地産地消それから環境にやさしいエネルギー開発というこ
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とは、観光資源になり得るのではないかというふうに考えております。ですから、ワンクッ

ションではなくて、ツークッション、スリークッションで、やはり活性化につながるのでは

ないかと。効果が急激に出るようなものではないと思っています。地道に長くやる必要があ

るということで、ちょっと関議員さんとは私は視点が違うように思います。いくら投資して

いくら利益が上がってくるかという直接的なことではなくて、まさにそういう間接的なもの

こそ、行政が主導的な立場をとって、民間を引き込んでやっていくことが重要であると、そ

ういうように考えております。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 関議員。 

○１９番（関 邦夫君） 今市長のおっしゃったことはよくわかります。 

しかしですね、今まで市長さんが言われたことは、伊豆市の活性化はこのウエルネスだと

か新エネルギーだとか、地産地消だとかということを掲げていたもので、それによって活性

化ができるものだと考えていました。それが急激なことでなくて、長い目でやるということ

だったらよく理解できます。 

私は、伊豆市のエネルギー開発ではどう考えても活性化や経済効果は期待できないと思う。

採算的には問題があっても、ごみ焼却等の建設に当たり、日本中の人が感心するような工夫

されたエネルギーの有効利用で、地域に効力が十分還元できるようにし、安全が確約できれ

ば、反対も少なく多くのところで誘致はむしろ歓迎されると思われます。 

遠くても年中風の得られる付近や、エタノールの組み合わせができるとか、熱の還元利用

が画期的に行われるようなことができれば、ごみ問題等の反対運動も変わってくるのではな

いかと思われます。 

もう１回質問させてもらいます。新エネルギー開発は、先ほど市長が言ったように、経済

効果や活性化でなく、このように行われるならば、私は理解できます。どう考えますか、伺

います。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） お答えいたします。 

先ほどもお答えしましたように、今の時点で風力であるとかバイオであるとか、ほかの発

電だけで見ますと、水力とか火力とか原子力とか比べると、効率が悪いのはもうわかってい

ます。 

しかしながらですね、これはやはり、火力は石化燃料を使います、原子力はいわゆるプル

トニウムを燃やします。建設費、安全に相当かかると。もっと自然にやさしいエネルギー開

発をしましょうということで、その損得勘定をみたら、関議員の言うとおりですよ。 

しかし、自然エネルギーを使うことによって、伊豆市は自然に留意していますと、自然環

境を保護しようとしていますよと、それが観光につながるのではないですかと言っているの

です。それで、観光客がそういうことについて、じゃあ伊豆市へ行ってみようか、伊豆市へ
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行ってお風呂へ入ってみようか、ワサビの料理、シイタケの料理、テングサの料理食べてみ

ようかということになったら活性化になるのではないですか。考え方の相違だと思いますけ

れども、私はそういうふうに考えています。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 関議員。 

○１９番（関 邦夫君） これ２番に行かなければいけませんね。 

２番の再質問をさせていただきます。 

地産地消という造語は1984年頃できた言葉で、農村では栄養、健康増進のため不足しがち

な栄養素を含む農産物の受給拡大事業が実施された。他地域から不足栄養素を含む農産物を

買い求めるより、地元でそのような農産物をつくろうということで、地産地消という言葉が

発生したとされています。 

国内農産物より安価な輸入農産物が市場にあふれるようになり、日本の食糧の遠地遠消を

促進し、日本食に必要な食材の大部分が輸入に頼るようになっています。県内の農産物を地

産地消扱いとし、それ以外を国産扱いで、国内の生産者は地産地消という言葉によって付加

価値がつけられています。 

地域農産物を手軽に手に入れる農産物直売所があります。主要道路沿いに道の駅が設置さ

れ、地域産品の総合販売をして脚光を浴び、主要施設として農産物直売場も見直されており

ます。 

国内で遠地遠消となっているのは、適地適作をしているためで、消費地と産地が離れてい

るためで、農産物は大都会では買いたたかれ、地産地消のキーワードは、農家の収入増加に

つながっていないようです。経済力をつけた中国を初め、東アジア諸国の不郵送向けの輸出

拡大を行っているのが現状です。 

地産地消を進めることは、伊豆市で生産されたものを伊豆市で消費するように努力してい

るように、私は今まで受け取っていました。グローバル時代の地産地消を町おこし、活性化

対策として掲げることは、消費者と生産者の双方の利益にならなければならないと思います。 

そこで質問します。主要特産物の売り上げにおいて、専業の方の年収はどれくらいあるの

か。シイタケ、ワサビ、テングサ、花卉について。また、料理などの研究でどれほど増収が

見込まれるのか。専業事業者は後継者問題、所得の面で、今後どのようになっていくのか伺

います。 

２つ目、膨大の量の特産品は、よりよい価格で販売するには、多くの問題があります。市

はどのように関わり、今後どのようにしていくつもりか伺います。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 生産者がどのくらい作っているかということ、ちょっとデータ持って

いないですけれど、あるかどうか後で答弁させますけども、基本的に、先ほど冒頭の新エネ

ルギーの時にも申し上げたように、地産地消というのはですね、私はやはり伊豆市の特産物



－97－ 

といいますか、ワサビ、シイタケあるいは白ビワとかテングサ、花卉も含まれるかもしれな

い。そういうものをつくって、地元でも食べていただきたい。 

地産地消というのは、自分でつくったものを自分で食べると。極論すれば。それは海外の

大量生産して、例えば農薬を使ったようなものを食べるよりも、健康にいいですよというよ

うなことを言われているんで、地産地消という言葉ができたというふうに理解していますし、

生産者が食べないものが、特産物になるわけないと私は思っています。 

ぜひ、伊豆市の人達がこういうものを消費して、そうすることによっていろんなメディア

に載って、テレビとか新聞とかそういうものに載って、先ほど申し上げますように、観光客

が来てくれると言うことが、伊豆市の活性化につながる一番早い手じゃないのかなと思って

います。なかなかいくら投資して、いくら上がるのかと。それから行政と実際に生産者と、

どういう役割分担するんだということが、きちっと……工場で物を作るのとちょっと違うと

思うんですよね。 

そういうことをみんなで話し合って、伊豆市を盛り上げていきましょうよと言うことが、

私の考えであります。データがないようですから、ちょっとその辺だけ答えてください。 

〔「なければいいです」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） もしどうしても必要ならまた聞きに行ってください。 

関議員。 

○１９番（関 邦夫君） 考え方が違うようで申し訳ないですけれども、もう一回質問させて

もらいます。 

土肥において、農協の青果市場がありますが、伊豆中央青果市場は最近なくなりました。

みんな困っているそうです。土肥の花時計のところで、日曜朝市があり、また、地場産品を

組合組織で販売しています。他の地域でも、小規模の同じようなことが行われ、これらのこ

とを、市で支援するのは大切なことだと思いますが、他町村でも行われている、ごく当たり

前のことです。 

一昨日の日曜日、土肥の朝市を見に行ってきましたら、軽トラックにホロをかけて、土砂

降りの中で、超安値で営業していました。雨対策を土肥町時代から要望していますが、聞き

入れてもらえないということでした。安値で短時間少量商いでは、利益は薄く、ボランティ

ア感覚で行っている商いだと思います。買いに来る人も同じような人が楽しみにしているよ

うなことです。 

まず地元で消費できなければ、よそへは売れないというような市長の考え方ですが、この

ようなことを地産地消として考えているようですが、地産地消を掲げて３年過ぎても伊豆市

の活性化対策にはなっていない。急にはならないと言いますけれども、活性化対策にならな

いような経済効果もならないようなことを、主要ビジョンとして掲げていたことはどういう

ことかと、私は疑問に思うので質問したわけです。 

ビジョンとして、この３つのことで活性化、経済効果を求めるならば、もう３年も経って、
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その効果が出てこなければ、私はそのようなビジョンは間違いではないかと疑問に思うもの

で、質問したわけです。このことについてどう考えるか伺います。 

○市長（大城伸彦君） 土肥のみなさんが、そういう生産物を持ち寄って販売していると。大

平でも朝市をやっているというようなことで、その辺について伊豆市がどうやっているかと

いうことについては、後ほど観光経済部長から答えさせます。 

そのビジョンが、３年も経って何もいっていないんじゃないかというご意見でございます。

確かに、私自身も、もうちょっと早くいくのかなという思い入れがありましたけれども、な

かなかいろんなことがあります。 

一つだけ申し上げますと、ご質問の新エネルギーと地産地消。地産地消はどうなんでしょ

うか、いろんなところで進んでいるんじゃないかなと、私自身思ってますけども、その数字

で出せと言われると、なかなか難しいなと思います。 

一つだけ申し上げますのは、ウエルネス産業ということで、ＴＯ-ＪＩ博とかそういうも

のを、おととしからやってきました。その時だけなのかもしれませんけれど、ウエルネスと

いうことについては近隣の方あるいは観光客もだんだん浸透してきたなというふうに思って

います。 

さらに、この３つを、観光資源になるような策を取って、浸透していきたいなと思ってい

ます。３年も経って何も進んでいないと言われればそれまでです。やはりもうちょっと時間

をかけて、皆さんと一緒に進めていくということが、やはり大きな力になるんじゃないかと、

そういうふうに考えています。 

○議長（堀江昭二君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木直道君） それでは直売所関係につきまして、ちょっとお話しをさせて

いただきたいと思いますけれど、伊豆市内で非常にふえてきまして24カ所直売所、朝市等が

行われております。 

ことしの初めですか、非常に多くの直売所があるものですから、いろんな意味で情報交換

等をしながらやってきましょうということの中で、伊豆市の直売所連絡会を設けまして、そ

の中でいろいろ情報交換をするようになってきております。 

特に市としてはですね、表示問題、食品表示の問題とかですね、農薬問題、これらＪＡさ

んにも関わっていただく中で、そういう指導なんかをしていきたいと思っていますし、その

ような形で現在動いております。結構利用者もふえてきているようでございます。 

直売所についてはそんな状況でございますけども、地産地消の関係、いろいろ関議員おっ

しゃっているわけですけども、私なりにちょっとお話をさせていただきますけども、地産地

消というのはですね、読んで字のごとく、地域の食材を地域で消費するということなんです

けども、私はそれだけではないと思っております。すごい幅が広いと言いますか、私は人と

人とのつながりと言いますか、要するに生産者、消費者、そこへ仲介する業者、またいろん

な形のつながりができていくということが非常に重要な部分じゃないかなと思います。それ
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とですね、食の教育とか食文化とかその部分にもつながってきまして、一つの地域づくりと

いうものにつながっていくのかなと思っています。 

それで、先ほど市長からも話がありましたように、特産物といっても、地域で知ってもら

わないと何もならないわけですよね。地域の人が何も使ってないと、いくら特産物といって

もですね、地域で使っていないものが、特産物とはいえないと思うんですよね。その中で、

旅館とかそういうところで使ってもらうことによってですね、全国に発信もできますし、旅

館自体のですね、一つのブランドにもなってくるのかなと思っております。 

そういう意味で、目に見えた消費拡大へは即つながらないかもしれないけれど、地道に進

めることによって広がりが出てくるのかなと思っております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これで関議員の質問を終了します。 

 

◇ 三 須 重 治 君 

○議長（堀江昭二君） 次に22番、三須重治議員。 

○２２番（三須重治君） 22番、三須重治です。通告どおり２点質問させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

最初に小学校の統廃合について、市長と教育長に質問させていただきます。 

学校の統廃合は、行革や地域の情緒的感情等で判断すべきではなく、あくまでも児童の立

場に立った教育的見地で判断すべきだと思います。複式学級を余儀なくされている児童や保

護者の声は、十分市長、教育長にも届いていると思います。また、市長、教育長の過去の発

言は、統合を是としていると思います。 

しかしながら、作業は全く進捗していないように見受けますが、いかがですか。子供の成

長には待ったはかかりません。一日も早い対応を求め、あえて市長と教育長のお二人に質問

いたします。統廃合に対しての考え方と、将来プランを具体的に示してください。 

次に、適正人事による業務向上について、市長にお伺いします。 

本来は議員が口を出す問題ではなく、内部で作業性向上に向け検討すべきことですが、残

念ながら内部では十分な改善ができず、職員の悲鳴があまりにも多く私の耳にも入ってきま

すので、あまり本意ではありませんが、下記のごとく質問いたします。この下に１、２と書

いたものが職員の声です。 

１、合併して３年になるが、職員も市全体を把握するには時間が足りず、作業性の面から、

旧町の職員をバランスよく配置してもらいたいが、そのあたりの配慮が足りず作業効率を下

げている。 

２、人数が適正に配置されていないために部署により暇、忙しいの差が非常に多く、住民

への迅速な対応ができない。特に災害時への対応が不安である。 

この２つが職員の声です。組織をフル活用するには、適正な人事配置が基礎となることは
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言うまでもありません。働き手である職員の現場から上がる声を、人事へ反映させることも

大事であると思います。これら職員の声に対しての市長の所見をお伺いします。 

○議長（堀江昭二君） 三須議員の質問に対し、答弁を求めます。 

初めに、市長。 

○市長（大城伸彦君） 三須議員のご質問にお答えいたします。 

小学校の統廃合についてですが、前に申し上げましたように、伊豆市には、小学校が12ご

ざいます。ご承知のように、人口は３万7,000人。面積は違いますが、函南町の人口は３万

9,000人で、小学校が５つという状況です。そうすると、やはりおっしゃるように、通学距

離の問題はありますけれども、この数字から見ると、統合していかなければいけないだろう

なと思っております。具体的にどうやっていくかということは、いろいろ教育長とも話し合

いをやっているわけですけれども、皆さん方、地域のご意見などいただきながら、どこかで

構想を出していかなければいけないのではないかなと、そういうふうに思っております。 

この問題の詳細については、教育長から答えていただきます。 

次の、適正人事による業務向上についてということですが、職員の配置に適正を欠くため、

作業効率が落ちているとのご指摘ですが、合併当初の考え方としては、少しでも業務遂行上

のトラブルを少なくするため、それぞれの地区や業務に精通した職員を配置してきました。

一方、支所機能につきましても、地元の職員をあて、地名、地理などの不明解消に対処して

まいりました。また災害時には、ふるさと配備体制を取り、初動態勢は地元の職員で対処す

るようにしてまいりました。 

合併３年が経過し４年目となり、職員の異動や組織の一部見直しなども行ってきましたが、

人員削減をしていく中、より効率的な体制づくりのために、常に見直しをしていくつもりで

あります。 

議員のご質問の中に、職員の悲鳴があって、この１番とか２番とか、職員のご意見のよう

でありますが、個別にはですね、それぞれ繁忙の差は、職員としてはあると思います。皆均

一にはいかないと思います。 

しかしながら、長い目で見れば均一になるような施策をとっていきたいと思っていますし、

やはり、合併して４年目ということですから、若い職員にもっと頑張ってもらいたいという

意味を込めてそういう人事配置をしているわけです。 

組織というものは、これでいいということはありませんで、したがってですね、完全無欠

な組織というのはないと思います。その状況、課題に対して、いかに対応し適合させていく

かということが、大変重要だろうというふうに思っております。組織の要求する人材を、い

かに育てていくか。個人の能力をいかに高めていくかということも大変伊豆市の今の状況で

は必要じゃないかと。今後とも必要だろうと思っております。スリムでスピーディーな自治

体を目指していきたいと思いますし、ぜひお願いはですね、議員のところへたくさん入って

いるようですけれども、こういうご意見が上司と課長とか部長とかですね、上司と話し合い
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がされているのかなと。そしてまた何よりも、こういう問題意識を持たれて、ご自分として

はどういう解決策を持っているのか、解決策を持ちながら、直属の上司と話し合うことが、

やはり一番解決の早道じゃないかと思います。大変失礼ですが、こういう場で言われても、

私は個々の場を全部承知しておりませんので、またわかりましたら、別の機会でもいろいろ

教えていただければ、できるだけ対処していきたいとそんなふうに思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 次に、教育長。 

○教育長（室野純司君） それでは、私の方から小学校の統廃合についてお答えいたします。 

これまでにも、何人かの議員の皆さんから学校の統廃合については、ご質問をいただきま

した。本市のように確かに小規模学校が多い現状を考えますと、学校の統廃合は避けては通

れない課題であると、これは前にもお示ししたとおりでございます。具体的にどこの学校を

統合というところまではお話しなかったと思いますけれども、ただ、昨年、これから複式が

できる３校の保護者を対象に懇談会を実施し、そして意見を聴取したというお話しは申し上

げました。 

本年度になりまして、実は児童の急な転出がございまして、複式学級が２つ出現した学校

がございます。私もその学校に訪問いたしまして、ＰＴＡの総会や学級懇談会などで、保護

者がこの少人数の学級運営をどう考えているか、意見が出ているかどうかを伺いましたとこ

ろ、全くそういう問題は、親からは学校には出されていないと。もちろん、議員は私の方へ

も意見がきっと来ているだろうというお話をされましたけれども、私の方へも、学校統合に

ついての意見は、そういう該当の学校からは一切入っておりません。 

本年度、これらの状況を考えまして、確かに何校かの学校で10人に満たない学級が出てお

ります。今後もそうした学級がふえる傾向にあるだろうと。先般も国での出生数が昨年に比

べてふえたという話題も出ていましたけれども、本市においては、全くその影響はございま

せん。逆にどんどん減っている。参考までに申し上げますと、昨年、平成18年度の出生数は

市全体で174名でございます。現状のままでいきますと、平成25年、この子どもたちが小学

校へ上がるとき、20人を超える生徒を持つ学校は、市内で３校しかございません。狩野小学

校、修善寺南小学校、大見小学校。これ以外の学校は全部20人以下の児童数になります。 

そんなことを考えますと、これは確かに児童の成長にとっては、こういう少人数の学級と

いうのはあまり好ましくない状況が出てまいります。児童の人間関係が保育所時代から変わ

っていない、そういうことからゆがみを生じた場合に、それを修正できる要素が非常に少な

くなってくる。こういう現状が、正直言ってございます。教育委員会としましては、現状の

子どもたちの教育活動がおろそかにならないように、できる限りの支援をしておりますけれ

ども、地域の方々にも現状を見てもらいたい、こういう希望も持っております。それから先

ほどの複式学級を持つ学校につきましても、学校長にお願いをして、今度の児童参観日の時
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には、ぜひ地域に案内を出して、地域の人たちに複式学級の授業はどういう形でやっている

か、実際そこにどういう問題を感じるのか、見てもらうような方策をとるようには指示して

ございます。 

確かに、議員がおっしゃるように、作業は進捗していないというご指摘については、確か

にそのとおりでございます。私どもとしては、現状の子どもたちへの配慮は十分しているつ

もりでございますし、先生方も余裕のない中で、小規模校であるがゆえのハンディを子ども

たちには受けさせないよう、精一杯頑張ってくれてはおります。 

学校というのは、基本的には開放しています。お名前を告げていただければ、訪問はいつ

でもできますので、ぜひ議員の皆様方にも、この学校の実情を目で見て、参観していただけ

ればというふうに思います。 

なお、参考までに申し上げますと、学校の適正規模につきましては、学校教育法施行規則

の中にうたってございます。その中では、小学校の学級数は12学級以上18学級以下を標準と

する。こういうふうに書いてございます。ただ、但し書きがございまして、土地の状況その

他により特別な事情のあるときはこの限りではない。これは中学校にも適用される内容でご

ざいます。これに当てはめますと、本市ではこの標準となる学校というのは、現在は修善寺

南校１校しかございません。あとは全て小規模学校になるわけでございます。中学校で申し

上げますと、中学校も修善寺中学校１校だけと、こういう現状でございます。しかし、これ

も特別な状況と捉えることは他の学校でもできるのかなというふうに思います。 

ただ、３年前に中央教育審議会の方では、この学校の統廃合について、一応答申を出して

おります。参考までに申し上げますと、１つとして、教育効果と土地の実状を考慮すること。

それから２つ目として、児童生徒数の増減の動向を把握すること。３点目として、慎重な態

度で実施すべきものであって、住民に対する学校統合の意義や啓発について特に意を用いる

こと。こういうふうに中央教育審議会の答申が出されております。 

本市の学校は過疎地域であるほど、地域住民のコミュニティーセンター的な役割を持って

いることを念頭において考慮する必要があるだろうと思っております。学校がなくなること

に対する地区住民の不安は大変大きいものがございます。 

このような状況のもと、統廃合については大変困難な問題ではありますけれども、先ほど

市長が申し上げましたとおり、児童生徒の育つための教育環境の整備の必要性を詳しく説明

をいたしまして、保護者や地域の方々の理解と協力が得られるような、そんな努力をしてま

いりたいと、そんなふうに思っております。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、三須議員。 

○２２番（三須重治君） 最初の通告の中に、行革の見地であるとか、地域の情緒的な感情で

判断すべきではないと、書き出しでやっているわけですが、その中で市長の今の答弁で、函
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南町の学校の数云々ですけれど、それあたりはちょっと子供の見地ではなくて、行革的な、

また財政的な面から伊豆市ではちょっと多いと。これでは少しという、少し子供の見地から、

教育的見地からははずれているのかなと。 

もう少しそうではなくて、子供にとって伊豆市のこの小学校の体系がいいのかという、そ

のあたりをもう少し市長からそちらへと考え方をシフトした答弁をいただけるかと思ったわ

けですが、それに対してまたご答弁あるかと思いますが、教育長の答弁の中で、複式の学校

からの声はまったく届いていないという声でした。 

ただ、私なんかがある地域の人から聞きますと、例えばこの間、子供が小学校を卒業した

ばかりの親なんですが、本当に自分で送ってもいいから大きな学校へと連れて行きたかった

んだと言うくらい、やはり競争のないクラスで自分の子供を育てるという不安があるんだと

いう、そういう声を我々は聞かせてもらったんですが、そういった声というのは教育長の先

ほどの答弁の中で、小さな学校で競争がないから子供を育てるのにデメリット的な部分とい

うのが、小さな学校のデメリットを言っていただいたわけですが、もしデメリットというも

のがやはりあるんでしたら、そのデメリットを解消していくように、政治というか行政が持

っていくのは、やはり筋じゃないかなと思いますが、そのあたりもう少し積極的にこれを進

めていくという踏み込んだ強い意思をもう少しいただきたいなと思うわけですが、市長と教

育長から再度、答弁をお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） お答えいたします。 

全体的には、ただいま教育長がお話ししたとおりでございますが、函南町と比べて数字的

なことを若干申し上げましたけれども、やはり学童、子供さんの希望と父兄の希望と地域の

希望、それから我々行政の希望というのは、やはり少しずつ違うのではないかと思います。

その中で、将来を担う子供たちが甘やかされないで、しっかり生きる力を持つような教育と

は何なのか、そこのところがポイントではないかと思います。今、言いすぎかもしれません

が、詰め込みになってしまうんですね。頭でっかちになってしまうのではないかと、そんな

ことを考えていますけれども。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） 確かに、例えば保育園の民営化が、柏久保あたりが先行する形で今

度民営化する。同じように、小学校の統合についても、先行的にある学校をやっていくとい

うことは、これも一つの方策かなというようには思います。 

この問題につきましては、教育委員会でも話題に上げておりまして、ただ、委員さんの中

には、ここの学校だけ統合するのではなくて、その時は一緒に、例えば３校を１つにしたら
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どうかというような意見も正直出ています。ですから、そこらあたりも、教育委員さん方の

考えも伺いながら、あるいは、条件整備の中で教育委員会だけではできない部分もございま

すので、これも市長部局とも相談する必要もございますし、特に跡地利用あたりは、私ども

では管轄外でございますので、地域の方がどういう意見を出すのかちょっとわかりませんけ

れども、そこらあたりも含めて、市長部局とも相談する必要があるだろうと思っております。 

ただ、先ほども意見が出ていないというお話も申し上げましたけれども、これはなかなか

父兄が大勢の中で、個人的に議員さんあたりにお話しすることはできるんでしょうけれども、

自分の同級生の親の中で、あるいは地域の中で統合の話題を出すということは非常に抵抗が

あるのかなというふうには思います。ですから、そこらあたりは私どもも主導でこちらから

投げかけていく必要は感じています。 

○議長（堀江昭二君） 三須議員。 

○２２番（三須重治君） この問題は積極的に対応していただくということで、次に移らせて

いただきます。 

適正人事による業務向上ですが、先ほど市長が、やはり部下が上司に言う方法という答弁

あったわけですが、私もこういうことを何人もの人間にはっきり言って聞かされまして、こ

ういうところで固有名詞を出すべきではないからあれですけれど、そんな中でほかの人間に

も聞きました。職員に、こういうことがいろいろあるのだけれどと。そしたらあまりそれを

否定する人間はいなかったですね。それで先ほど市長が言ったとおり、じゃあ自分の上に上

司がいるじゃないかと。それから通じてトップへと話しを持っていくようにしたらどうかと

言ったら、それができれば苦労ないということなんですよ。やはり組織というのは、よしあ

しというのはどこの組織でもそうだと思いますが、やはり上のでき次第だと。よく部下の責

任じゃなくて上の責任だという表現されると思いますよね。 

ですから、やはりその上が聞く耳を持って、いつでも下の声を聞くという体制がとれてい

れば、一つ一つの問題が大きくならないうちにものが解決されていくでしょうけれど、上に

そういう姿勢がないと、うっ積してはけ口のないままたまっていくと。むしろ今、伊豆市の

場合、そういう後者に入っているのかなと。形とすれば、大変よくないのではないかという

のを感じるわけです。 

ですからぜひ、こういうものは吹き出てこないように、先ほど市長が言うように、下の声

が上に、上も聞いてやると。そこで解決できるようなぜひ組織体制をつくっていただきたい

と。そして、円滑な業務をしていただきたいと、そんなことをお願いしまして、もし答弁が

ありましたら、していただいて結構ですが、これで私の質問を終わります。 

○議長（堀江昭二君） はい、市長。 

○市長（大城伸彦君） 三須議員のお話の、上がちょっとなるかなと思いますけれども、直属

の上司との人間関係というのは、人ですから、ウマが合うとかウマが合わないとかあります
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けれども、ウマが合う上司とウマが合わない上司もあるかと思います。それは、今まで仕事

してきた中で何人か上司がいたはずです。あるいはまたこの方に話したら良い解決策という

か、そういうインフォーマル、定形じゃない、不定形な組織というのはあるはずなんです。 

そういう中で話をして、ここはこういうふうにしてみたらというアドバイスが出れば、ま

たそこで一つ出るかもしれませんし、ただ、こういう悲鳴を上げる状態をずっと我慢してい

ると、どこかへ吹き出しちゃうと思うんですね。ですから、どうしてもなら私の空いている

時間でもいいですし、来てもらってもいいですし、どういうことなのか。 

ただ、組織人ですから、ただ文句言うだけじゃなくて、自分としてはこうしたいという代

替案といいますか、案を持ってきてくれることが組織が生きるものだと、私は今まで教わっ

てきましたし、そう思っていますので、ぜひそういうふうにお伝えいただければありがたい

と思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） これで三須議員の質問を終了します。 

 

◇ 加 藤   章 君 

○議長（堀江昭二君） 次に７番、加藤章議員。 

○７番（加藤 章君） ７番、加藤です。 

私は葬儀場建設について、市長の見解を求めます。 

市長は昨年の６月定例議会での一般質問の中で、葬儀場建設については、火葬場が完成し

た時点で建設の可否を決めたいと答弁をされました。この１年間、民間業者も関心を示した

ようですが、市民の要望には応える状況にはないようです。高齢化が進む中で、市民の要望

は、信頼できる行政が関わって、早期に利便性を考慮して、火葬場近くにとの声が日増しに

高まっています。市民生活向上の観点からも、ＰＦＩ方式等採用による建設も視野に、前向

きに取り組むことを期待します。 

以上、市長の答弁を求めます。 

○議長（堀江昭二君） 加藤議員の質問に対し、答弁を求めます。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 加藤議員のご質問にお答えいたします。 

葬儀場を建設、いわゆるセレモニーでございますね。 

新火葬場の建設につきましては、関係各位のご理解とご協力により、順調に事業が推進し

ていますことをまず御礼申し上げます。 

さて、ご質問の葬儀場建設は、議員ご承知のとおり、昨年の６月定例会で三須議員からの

ご質問でお答えしたとおりでありまして、新火葬場隣接の旧修善寺地域は、市街化調整区域

及び農用地区域として指定されており、当該地域への建設は、行政が公共施設として位置づ

け整備する場合、または、ＰＦＩ方式を導入し民間による建設及び運営等ができる場合のみ
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可能となっております。 

しかしながら、行政において整備する公共施設は、火葬場であるとの方針は今現在変わっ

ておりません。また、現在、民間の事業者及びこの活力により、当地以外の場所にこの計画

が進められているとも伺っております。 

したがいまして、この民間による取り組みを見守るとともに、この建設が早期に進められ

ることを期待しております。 

なお、この民間による取り組みが困難であると判断をした場合には、その時点で改めまし

て公共施設として建設すべきかどうかの議論、検討をお願いしたいと考えております。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

加藤議員。 

○７番（加藤 章君） 今答弁をいただいたのですが、確か平成16年８月３日の日に、市長が

我々の公民館にまいりまして、佐野地区の地権者と日向地区の地権者、並びに区の役員を集

めまして、いわゆる火葬場の建設についての協力の依頼を受けました。 

その時に、市長は、うちの区長だったかと思いますが、火葬場がもし建設が可能になった

のならば、葬儀場も一緒に作れませんかという質問をしたところ、市長はその時きっぱりと、

葬儀場については民間がやることですよというようにきっぱり答弁されたと、僕は記憶して

おります。 

それからですね、ただいま私が質問したように、昨年のこの６月に、定例議会での質問で、

市長はやや考えが変わったのかと、あるいは続投を考えておられて、考えが変わったのかな

と、これは私の認識ですから、それはご勘弁願いたいと思いますけれど、そういうことでや

や軟化してきたなと、私は思ったわけです。 

それで今、市長が言われましたように、恐らく農協は柏久保の営農センターを考えている

と思いますが、ご存知のように、私もいろいろなことをいろいろな人から聞きましたけれど

も、あそこはとにかく伊東修善寺線、いわゆる県道12号と言うんですか、非常に交通のアク

セスが、例えば中伊豆にある伊豆ホールに比べて道路へのアクセスが非常に難しいと。それ

と、周りにすぐ側に民家があるということと、今現実には、焼却場があって、すぐにという

わけにはいかないと言うことを考えて、そういう意見がありますので。 

我々の年代になりますと、人生の最後の旅立ちは、自宅で告別式かお通夜をやって、菩提

寺でやるかどちらかが一番いいと思うのですが、現在の若い人たちは価値観の違いか、家の

間取りの違いかわかりませんが、もう農協も恐らく柏久保の営農センターだと思うのですが、

新火葬場のところも２、３カ所絞ったみたいですが、結局だめになりましたようです。 

ですからここは、もう市長のリーダーシップで葬儀場を建てていただくというのが一番い

いじゃないかと思って質問したわけです。ご答弁お願いします。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います、市長。 
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○市長（大城伸彦君） ちょうど１年位前に自宅葬というのに参加いたしまして、議員おっし

ゃるように、それなりのやはり昔からの仏教のしきたりといいますか、趣、重さがあるなと

感じました。 

しかしながら、近所の方の手間っていうのは大変なんですよね。会社を休んでもらったり、

仕事を休んで葬儀をやってもらうというようなことで、自宅でやるのはなかなかいいけれど

も大変だなというのが私の感想でございます。 

  したがって、おっしゃるように葬儀場っていいますか、セレモニーでやるケースが多くな

ってきている。特に大都会から段々こちらへ葬儀場が来ていると。それから、特にことしに

入って３月、４月頃ですか、お亡くなりになる方がずいぶん多かったように思いまして、葬

儀場が大変込んでいるというお話を伺いました。そういうことで、今伊豆市にはご承知のよ

うに、葬儀場というのは１箇所です。近くには隣の伊豆の国市でありまして、そこを主に使

っておられるなというふうに認識しております。 

  火葬場を建設するのは、ご承知のように合併特例債を使ってやろうということで、特に土

肥地区の方にもご理解をいただいて、地元の方のご理解をいただいてあそこに建設が進んで

いるわけです。葬儀場ということになりますと、やはり土肥の方たちもいずれそうなるのか

なと。お寺さんとか自宅でやられている場合が多いようですが、そういう葬儀場を使うケー

スも多くなるのかなと。それから天城の方たちもそういうふうになってくるのかなと。とす

ると今のロケーションから見ると、火葬場の近く、建設している近くでもう１つあったほう

がいいな。できればもうちょっとその土肥に近いっていいますか、天城に近い方がいいのか

なというふうに個人的に思っております。 

もう１つは、伊豆市の方々がご利用されている葬儀場というのは、民間が１社、それから

いわゆるＪＡです。これ民間というか半官半民みたいな感じですけれども、行政は直接タッ

チしないでやっています。 

ということで、おっしゃるように行政が全面的にやる事には、私はっきり言ってノーです。

民間の力でもう１つくらいあったほうがいいのかなと思っています。したがって、民の動き

を見ているというのが現状でございまして、そういう状況によってできれば民間にやっても

らいたいという気持ちは変わっておりません。 

しかしどうしてもできないということになりますれば、どういう方策があるか、その時点

で考えたいということでございます。今ここでやるとかやらないとかの返答はご容赦いただ

きたいとそんなふうに思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 加藤議員。 

○７番（加藤 章君） ただいまご答弁いただいたわけですが、先ほど質問でも述べましたが、

１年間農協あるいは民間業者が動いたようですが、らちが明かないということなんです。こ

こはやはり伊豆市がリーダーシップをとって、一番力があるのは伊豆市の大城市長ですから、
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それで伊豆市のシンクタンクを結集して、ここでは今明解な回答はできないというご答弁で

したので、ぜひ前向きに考えていただくということで私の質問を終わります。 

○議長（堀江昭二君） これで加藤議員の質問を終了します。 

それでは55分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４４分 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（堀江昭二君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

◇ 酒 井 勲 一 君 

○議長（堀江昭二君） 16番、酒井勲一議員。 

○１６番（酒井勲一君） 16番、酒井勲一です。 

議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

私は、議会で市長、教育長が答弁したことが、その後どうなっているのか、非常に情報が

少ないと感じております。経過がどうなっているか、本日は答弁できることはお願いしたい

と思っております。 

小学校の統合について。教育長は統合対象としての小学校３校を考えておられるようです

が、進捗状況はどうなっていますか。また、中学校の統合、小中一貫教育、それから幼保一

元化の問題はどうなっていますか。 

小学校の統合のことについては、先ほど三須議員の方から質問がございましたものですか

ら、答弁は結構でございます。あとのことについてよろしくお願いします。 

集中改革プランについて。いろいろたくさんありますが、ここでは次の５つについて伺い

ます。 

経営計画の策定について、公共施設への広告の掲示、市債の発行、人事評価システムの導

入、指定管理制度を導入した施設への市の関与の見直し等です。 

３番目として、ごみ焼却場施設建設について。候補地では反対の看板が立っておりますが、

調査したところ、当局側の話も聞いてみたいというような市民もいるようですが、市長はど

のようにお考えですか。 

もう一つ、コミューター空港について。本件におきましては、田方地区と賀茂地区の商工

会が非常に熱心であるようです。場所につきましては、南伊豆地区が非常に熱心なものです

から、ちょっとリードされているのかなということを思います。私は、空港は空のバス停で

あると思っております。ライフラインの一つと考えていますので、当市にとって観光産業へ

よい影響が出てくると思います。市長はどのようにお考えでしょうか。ご答弁をお願いしま

す。 
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○議長（堀江昭二君） ただいまの酒井議員の質問に対し、答弁を求めます。 

最初に教育長。 

○教育長（室野純司君） それでは小中学校の統合及び幼保一元化について、お答えをいたし

ます。 

先ほど、進捗状況につきましては三須議員の質問でもお答えしましたとおりでございます。

伊豆市の学校の適切な規模、これを考えますと、土肥、天城、中伊豆地区の小学校では、そ

れぞれ１校になっても本当に小規模校になってしまうというのが現状でございます。修善寺

地区でも平成25年には１学年が80人になります。そう考えますと、現在の６年生と比べます

と、児童数が約半数になってしまいます。やっぱり複式ができる学校の統合を考えるだけで

なくて、長期的なプラン、これを作成する必要を今現在感じております。 

中学校につきましては、人数的には本当に１校でもいいくらいの規模になると考えられま

すけれども、伊豆市の状況ではやっぱり通学距離も長くなりますし、通学にかかる経済的あ

るいは時間的負担が教育活動に大きな影響を及ぼすことも考えられます。 

将来、土肥地区を除く３地区の統合を諸条件と合わせて可能かどうか、これを検討してい

く必要があるだろうというふうには思っております。 

続きまして、幼保一元化につきましては、市内にご存知のとおり保育園が10園、それから

幼稚園が６園運営されておりますけれども、小学校と同様、小規模な園が多いのが実状でご

ざいます。 

文部科学省あるいは厚生労働省の指針のもとに、就学前の教育保育を一体的にとらえた総

合施設、認定子供園の認定の基準が条例化されました。 

総合施設というのは、ご存知の通り、幼稚園と保育園の機能をあわせ持った施設でござい

ますので、０歳から２歳児は保育園、３歳児から５歳児は午前中は幼稚園教育、午後からは

希望者に保育をということでございます。 

総合施設を十分機能させるためには、保育園と幼稚園で異なる職員配置、あるいは職員の

資格、施設設備、財政措置などを見直す必要がございます。伊豆市の施設で、総合施設移行

には、園の統廃合も考える必要がございますし、各園とも各部屋の新設、あるいは施設整備

が必要となります。 

また現在、健康福祉部で進めております、保育所の民営化の動向も見ながら、幼児教育と

保育行政のあり方を健康福祉部と連携を図り、検討し、伊豆市の全体計画の策定を進めてい

きたいと考えております。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 続いて市長。 

○市長（大城伸彦君） 酒井議員の２点目、集中改革プランについてお答えいたします。 

いくつかに分かれておりまして、まず１番の経営計画の策定については、集中改革プラン

では、水道事業、下水道事業などの地方公営企業の経営基盤の強化や、会計間相互の負担の
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明確化を図るための、経営計画の策定について実施することとなっておりますが、現在、ま

だ策定までに至っておりません。早急に策定するよう指示しておりますが、水道や下水道事

業については、面的整備を優先しているのが現状であります。 

次に、公共施設への広告の掲示のご質問ですが、これは有料広告による収入の確保のため、

狩野川公園や天城ドームなどの施設に、有料広告を掲出して、少しでも収入を確保したいと

考えております。今年度中に検討、実施をしていきたいと考えています。 

続きまして、市債の発行についてのご質問ですが、プランでは市債残高の上限170億円と

し、毎年度の返済能力を考慮した上で、市債の発行を行っていくつもりであります。 

なお、ご質問のありました、ご当地ファンドについては、現在のところ考えておりません。 

次に、人事評価システムの導入についてのご質問ですが、現在、公正かつ客観的な人事評

価システムを構築し、職員一人一人の資質の向上を図り、市職員全体の生産性向上につなげ

るため、今年度中に試行も含め検討、実施をしていきたいと考えています。 

次に、指定管理者制度を導入した施設への市の関与の見直しについてのご質問ですが、本

来、この指定管理者制度は公の施設の公正な管理を確保しつつ民間等の能力を活用して、住

民サービスの向上や行政コストの削減を図るために導入された制度であります。設置者とし

て責任を果たす立場から、公の施設の目的に沿った利用のチェックのため、市の関与は必要

なものと考えます。したがいまして、このチェック体制として、公の施設の指定管理者の手

続条例の一部改正及び審査会の設置条例を本議会に上程をし、管理評価を行っていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、大きな３番目の、ごみ焼却施設建設についてでございますが、伊豆の国市と

の共同によるごみ焼却場の建設候補地の取り組みにつきましては、以前から地元に対して、

基本構想ができ次第説明会を開催したい旨を伝えておりました。この度、先にご案内の基本

構想が完成いたしましたので、説明会開催の申し入れをいたしましたが、区民全体の説明会

は行わない旨の返答がございました。 

しかしながら、議員ご指摘のとおり、事務局側の説明を聞きたいという方もおいでになる

ということでございますので、準備会といたしましても、要望には積極的に応えてまいりた

いと考えております。 

続きまして、大きな４番目のコミューター空港についてお答えいたします。 

コミューター空港の整備については、現在、伊豆市として具体的な活動は行っておりませ

ん。この空港に関して、石川県知事の知事出馬表明の中で、伊豆の観光力を高めるには、小

型飛行機が離発着できる飛行場が不可欠であるとのコメントが始まりと聞いております。 

コミューター空港は、乗客数が100席、または最大離陸重量が50トン以下の航空機、また

は、ヘリコプターで定期的に旅客輸送を行うものとされ、現在のコミューター空港路線は、

平成16年６月現在で45路線、10社が運行されていると聞いております。また、飛行場の整備

にあたっては、この条件として、空港空白地域のうちでも既存空港へのアクセスに長時間を
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要する地域が第一条件と言われております。 

静岡空港の建設により、県内に空港が新設されることを考えると、厳しい状況にあるのか

なと感じておりますし、さらにコミューター空港の目的である、乗降客の利用はどうなのか

なと、あるのかなとも考えております。 

そうしますと、空港の利活用は、遊覧飛行による観光客の利用、あるいは予想される東海

地震などの大規模災害に対応した航空利用や、救急医療との連携による患者輸送、地形調査

や、航空写真撮影を目的とした空港なら可能性があるのかなと考えます。 

そして、建設費用の面でも、空港整備において、１キロメートル当たり60億円と言われて

おります。さらにアクセス道路等の整備費用がプラスされることを考えますと、その実現に

は、地元の熱意が集結できるかどうかが鍵になるものと考えております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、酒井議員。 

○１６番（酒井勲一君） 教育長に対し、再質問をいたします。 

教育改革については、国の方でも重要な改革の一つということであげており、新しい法律

ができたり法律が改正されたり、先生方の指導のシステムが変わったり、今非常に変わろう

としているわけですが、しかし、地方では、先ほど教育長のお話しで私も感じましたけれど

も、非常に慎重ですね。わかりますが、今一歩進んでいくのが遅いなというふうに感じる一

人でございますが、最近では、マスコミを見ていますと、教育委員会不要論が出ていますよ

ね。これはご承知のことだと思いますが、当市の教育委員会も、動きが非常に私は遅いよう

に感じますが、これは正解だったのかどうかというのは非常に難しいことですし、まずやっ

てみてだめだったら元に戻ればいいじゃないかと、そういうふうに考えれば私はいいと思う

んですけれども、やってみなければ絶対解答は私はわからないと思いますからね。  

ぜひ、改革などをする動きが、もっと早くスピードアップしないと、私は平成26年問題と

いっていますけれども、特例期間が過ぎた後、どうカバーするのか。これは、今、我々議員、

幹部が考えないと、26年はすぐそこですから、全然困ってくるじゃないかということが予想

されるわけです。ぜひスピードアップされて、真剣に取り組んで、何か一つぜひやって欲し

いということです。以上です。答弁は結構でございます。 

次に、市長に再質問をいたします。 

改革プランでございますが、この５つは、数ある本年度実施という中から、５つだけ選び

ました。予測されたような解答があったなと考えております。 

やっぱりこれも、もう今年度３ヶ月経っているわけですから、非常にスピードが遅いなと

いうふうに感じるわけです。これも教育長と同じように、皆様方も、市の幹部としてですね、

平成26年はすぐそこです。今議論しなければ、26年は良いスタートが切れないじゃないかな

と思うわけですが、これは私ども議員にしても同じだと思いますが、ぜひそこをみんなで議

論して、よい街にしていきたいなというふうに思っております。 
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特にこの５項目におきましては、もう既存の市で、ご近所の市でもやっているところが結

構あるわけです。人事評価システムにしてもですね、三島市ではもう４月からスタートする

と言っていましたし、ソフトも開発したようです。そういうこともやっているわけですから、

お手本はあるわけですから、ぜひやっていただきたいなと思っております。 

特にこの進捗状況ですけれども、改革プランにおきましても、ホームページに掲載すると

書いてありますが、私も検索の仕方が悪いのか、再々見るけれどちっとも出てこないです。

どうなっているのかなということで、こういう質問になったわけですが、早くホームページ

に載せていただいて、一般市民にもすぐわかるようにしてほしいと思っております。これも

またお願いですが、市長お考えをお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） はい、お答えいたします。 

遅いというお言葉をいただきました。なるべく早くやりたいと思います。また、ホームペ

ージに載っていないということで、これも大変申しわけないなと思っております。 

全体としては、いろいろ調整することがありまして、なかなか自分自身ももうちょっと早

くやりたいなと思いますけれども、いろいろ調整がありまして、遅れているということでご

ざいます。ご指摘のことを踏まえて、早く進めるようにやっていきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 酒井議員。 

○１６番（酒井勲一君） 次に、ごみの焼却施設建設について再質問をさせていただきます。 

昨日の答弁の中で、市長が、その後進展はないとおっしゃったと思っておりますが、私は

そのようには思っておりません。堀切地区、熊坂地区を連日訪問しておりますが、どうして

もそのように感じることができないことが、私の気持ちです。 

一人一人、30人くらい面接して調査しましたが、反対の看板が立ち、非常に反対がクロー

ズアップされていますが、一人一人あたってみますと、家族の中でも、お年寄り夫婦と若夫

婦の意見が違ったり、あるいは賛成ではないと思うんですけれども、グレーですね、要する

に、話しを聞いてみたいという方もかなりおると私は感じております。 

また反対の中にも、ああいうふうにみんなに言われるからとか、そういう雰囲気で反対し

ていらっしゃるような方もいるように感じられました。 

特に、先週ですかね、総務委員会さんが視察した、地元と会合をした熊坂小かどこかでも

ったようですけれども、私は知らなかったんですけれども、その後、そういうところへ出席

された方をみましても、反対には違いなかったですけれども、非常に私が前に面談したとき

よりも、だいぶご意見がやわらかくてですね、そういう雰囲気を感じました。 

もっと総務委員会さんに、議会の代表として、現在は調査という形のようですが、伊豆市

３万8,000人、伊豆の国５万人の市民のことを考えますと、私は最近では、もう建設しかな

いと、堀切の皆様にお願いするしかないというふうに考えておりますので、ぜひみんなでお

願いしに行こうという気持ちが最近では強くなりました。これからは伊豆市、伊豆の国市の
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議会はもとより、伊豆の国市の市民の方にもご協力を求めようではありませんか。 

先日、柏久保地区に旧３町の組合の施設があるわけですが、柏久保にお願いした当時の議

員さんに会うことがありましたので、その当時のこと聞いてみましたが、やっぱりその当時

も、町長さん議員の皆様で、みんなでお願いして非常に大変だったということを聞いており

ます。 

私どもは、大変だけではなくて、これは２市の市民のことだということで、メリット、デ

メリットもちろんありますが、もうお願いするしかないということを私は感じました。だか

ら特に２つの市の市民にご協力を求めまして、みんなで粘り強くお願いするしかないと思い

ます。 

陳情書の白紙撤回という、撤回した３つの理由を見てみましても、伊豆の国市の市民、伊

豆市の市民にとっても、あの反対の理由では、私は理解が得られないと思うんですよね。こ

れはもう全国的にどこでも言われているようなことですので、あれで場所を変更したり、そ

ういうことが起こったならば、どこへ行っても成功しないような気がします。 

ぜひ市民の皆様にお願いしまして、みんなで堀切へ行ってお願いすることしかないのでは

ないかなと私は思っておりますので、ぜひ、市長自ら、私も一緒に行きますので、一緒に行

っていいかどうかそれも問題ですけれども、ぜひ市長も行っていただいて、市長と一緒に頭

を下げるしかないというふうに僕は考えていますので、ぜひよろしくお願いします。市長の

ご意見をお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 昨日、また、その前の全協でもこの廃棄物処理場のことについてはお

話しましたように、これは市民全体の問題として行政と一緒になって解決しないと、いわゆ

るごみ問題というのは、一つも進展しないという状況を理解していただきまして、地元に対

して耳を傾けていただけることがあるならば、私どもは出向いてご説明しますし、全体計画

についてもご説明をしたいとそんなふうに思います。何回も申し上げますけれども、これは

一緒になって問題解決しないと絶対前へ進めない問題だということでございます。市民の皆

さん方が納得できる施設建設に向けて進めたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 酒井議員。 

○１６番（酒井勲一君） 次にコミューター空港の件ですけれども、伊豆コミューター空港に

関してはですね、静岡県では、19年度の予算に調査費が付いたということは私は伺っておる

んですが、そういう中で、知事の講演を聞く機会がありました。講演の中で、知事は南伊豆

が今大運動をしてくれていると。でも、伊豆半島の真ん中の衆は、初めは景気がよかったけ

ど、静かになっちゃったねというようなことを私は聞き取りました。ということは、知事は

言われなかったですが、伊豆半島の真ん中にできればと思っているのかなというようなこと

を察しました。 
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財政を考えますと、すぐに考えるというのはどうかなと思ったりするわけですが、お金が

なくてもですね、作るという知恵を探せばいいじゃないかと私は思うわけです。もともとこ

ういう発想はですね、探して、いろいろホームページをのぞいて見ますと、静岡県には、

500メートルしか距離がない飛行場があるんですね。それで狭くて困っているという噂は聞

いております。まだどことは言いませんが。 

情報を私一生懸命取っていますけれども、そういうときに、例えばその飛行場がどうだと

かということを考えますと、何かできるのかなと簡単に私は思ってしまうわけで、情報が集

まりましたら、ぜひ市長に言いますので、よろしくお願いします。 

これで私の質問は終わりますが、改革プランにしても、非常にゆっくりだなと思っており

ますが、先ごろ、２、３日前ですが、これは通告にないのですが、私は非常に怒りを覚えま

したものですから、市長に一言文句を言うつもりで言います。 

頑張る地方応援プログラムというのがあったんですよね、ニュースで。これは僕は当然伊

豆市も何かが出ているんだと思っておりましたところ、あれは審査があったのか、出したけ

ど、否決されたのか私はよくわかりませんが、近所の市や町はほとんど非常によい補助交付

金の制度ですから、使いかってもいいようですので、これはもしかしたら選挙対策かなと思

ったりするわけですが、だけど私どもの市が出ていなかったというのが、非常に私は何をし

ているのかなというふうに思ったわけです、これは私の価値観ですけれども、市長はどのよ

うな考えでやめたのか、あるいは出したけど否決されたのか、熱意を教えてください。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

○市長（大城伸彦君） コミューター空港についてはですね、おっしゃるように私個人として

は、航空機というのはまだまだ発達するんじゃないかと。 

昨日ですか、三菱重工が何十年振りかに国産飛行機をつくるんだということがありますの

で、あればいいなと思っています。実際には県とか市とかでどういう分担でどういうふうに

なるのか、まだバックとしてわかりませんけれども、そういうチャンスが来たら積極的に進

めたいなと思います。 

それから、頑張る地方応援プログラムについては、ちょっと通告外ですので、調査を調べ

てありませんので、後ほどこれは企画部が担当ですから、企画部と話し合っていただきたい

と思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） これで酒井議員の質問を終了します。 

 

◇ 木 村 建 一 君 

○議長（堀江昭二君） 次に26番、木村建一議員。 

○２６番（木村建一君） 前議会に続いて、４点。主題は同じです。お尋ねします。 

第１点目、一般廃棄物処理計画は、本当に住民の声を反映しているでしょうか。５つお尋
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ねします。 

１つ目は、私が３月議会の一般質問の中で提案した、ごみ問題をより多くの市民が参加す

る組織をつくることに対して、市長は一般廃棄物処理施設組合設立準備会で検討、研究をす

ると答弁しましたが、その検討内容とその結果についてお答えください。 

２つ目です。一般廃棄物処理基本計画が示されましたが、その計画に、住民の意見反映を

丁寧に保障する機会をつくったのか疑問です。ごみ問題は全市民の問題という市長の立場を

反映した、計画にしたという認識でしょうか。 

３つ目、ごみ排出量を平成17年度に対して平成25年度までに削減目標５％以上にするんだ

ということですが、その根拠を示してください。また、災害ごみ１日1.3トン。これを燃や

すんだと、焼却するんだという計画です。そうしますと、それは３年に１度の災害を根拠に

しているということで私は思うので、甚だ疑問です。全体の処理量をどうするのかというこ

とを含めて、市民とともに検討すべきではありませんか。 

４つ目、ごみ焼却場建設予定地の堀切地区を初め、修善寺ニュータウン自治会さらには熊

坂地区、いわゆる関係住民と言われるすべての自治体の方々がこぞって白紙撤回の要求を書

面で市長に提出しました。この要求を受け入れる考えはありませんか。住民の合意のために、

今後の解決策をどのように考えているのかお答え願いたい。 

５つ目です。候補地選定の公表について、前議会でこんなことを言っていました。堀切が

一番いいんだと。市民はそれを疑っているのかということでしたが、疑っているということ

はどういうことでしょうか。 

大きな２点目、柏久保保育園の民営化について。市長は、保護者の民営化への不安や疑問

を解消されたという認識でしょうか。４つお尋ねします。 

１つ目は、民営法人選定は保護者の理解のもとで進めると市長は述べていました。市長が

保護者が理解したものと受けとめた根拠の一つに、保護者からの質問に市が回答したが、保

護者から意見がなかった。 

もう一つの根拠として、民営法人選定委員会で、保護者の意見を聞く場を持ったというこ

とでしたが、これで民営化に対する保護者の不安や疑問は解消されたと、こういうふうに理

解されたということでしょうか。 

２つ目、民営化で、市全体の保育の向上につながるということですが、民営化される柏久

保では延長保育などは可能性があるにしても、公立保育園では実施しません。したがって、

延長保育など限られた子供しか利用できません。今後予定している２つの保育園が民営化さ

れ、延長保育などの多様な保育は広がるでしょうが、なぜ市全体の保育の向上につながると

いうのかがわかりません。具体的なご答弁を求めます。 

３つ目です。多様な保育は、公立ではなぜできないんでしょうか。 

４つ目です。保育の質について、保護者個々によって求める質が違うんだということを述

べておられました。お聞きします。 
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平成15年度に内閣府が示した保育の質というのがありますが、それをどう評価しますか。

市全体の保育の質、別の言い方をすれば、保護者が子育てに信頼される保育園運営をするた

めに、どのような方針を持っているのでしょうか。 

大きな３点目です。職員の勤務評価の基準はつくられましたか。まだ検討するというお話

でしたが、これは去年もう１年半ぐらいになりますが、勤務評価導入のための給与の変更が

行われました。もう１年半たっている。 

そして、３月議会では、今年から、この職員の勤務評価導入に向けて進めていきたいんだ

ということをお話しなされました。それからまた３ヶ月間たちました。でもまだ検討してい

るということですが、内容をお聞きしたいということですが、ないでしょうけれども、なぜ

こんなに遅れるのかお尋ねします。 

最後です。特殊勤務手当の廃止によって減額された金額を、給与でいくら補償したのでし

ょうか。特殊勤務手当の廃止による減額は、給与の是正で調整したと述べていましたが、職

員の生活費をどのように補償したのでしょうか。市の資料では、極めて不十分ではないかと

みましたが、特殊勤務手当が廃止された金額いくらに対して、給与でいくら上乗せしたのか、

すなわち、是正、調整したのか内容を示してください。明確な答弁をお願いします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの木村議員の質問に対し、答弁を求めます。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 木村議員のご質問にお答えいたします。 

まず１点目の一般廃棄物処理計画は住民の声を反映していますかということについてです

が、その中でまたいくつか分かれておりまして、１番目のごみ問題に関する検討内容とその

結果につきましては、一般廃棄物処理基本計画内容につき、先の議会全員協議会でご案内し

たとおり、住民や事業者の代表などによる、伊豆市一般廃棄物処理対策委員会にご意見を聞

き、策定をいたしました。 

また、本年度予定している２市共同の施設基本計画の策定などについては、施設整備で最

も重要な建設候補地に関する取り組みが進展せず、この計画策定等の取り組み予定ができな

いことから、現在のところ、この組織づくりには検討・研究が進められておりません。 

したがって、今後、この建設候補地に係る取り組みの進捗状況に合わせて、改めて、これ

らの組織づくりについての検討・研究並びに協議をしてまいりたいと考えます。 

２番目のごみ問題は全市民の問題については、ご指摘のとおり、当初計画策定に関する住

民意見の反映方法等について、住民への周知や聴取する期間が短かったことなど、反省すべ

き点はあったかと思います。 

しかし、このような状況の中で、貴重なご意見を下さった市民の方や、先にお話しをした

対策委員さんからのご意見等を反映し、また国・県の諸計画にも呼応した形の処理基本計画

ができたと考えております。 

なお、この計画の実施につきましては、当然ながら、ごみを排出する市民や事業者の皆さ
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んのご理解と協力なしに、このごみの排出量削減等の目標達成は困難であると認識しており

ます。 

したがって、近々、この基本及び実施計画について、市広報等で市民の皆様にお知らせす

るとともに、この目標達成に係る諸施策の取り組みについて、ご理解とご協力をお願いする

所存でございます。 

３番目のごみ焼却量削減目標については、まず１つ目の、５％削減目標の根拠は、２市の

広域一般廃棄物処理施設基本構想では、各市の一般廃棄物処理基本計画にあるごみ総排出量

の合計を、平成17年度実績に対し、平成25年度には５％以上削減することを目標としていま

す。 

なお、この各市のごみ総排出量につきましては、上位計画との整合性に留意し、過去の人

口やごみ量の推移、また各市が今後取り組む発生・排出抑制の施策などを踏まえ、推計方法

は、ごみ分類に応じ、「ごみ処理施設構造指針解説」に基づく推計によって予測したもので

あります。 

次に、災害ごみの焼却量について、本来、災害ごみについては交付金の対象外となってい

ますが、東海地震や台風などの万が一を考えることも必要であることから、この発生ごみを

自力で処理する想定をするにあたり、直近の平成16年度の台風22号による被害のごみ量を用

い、また、阪神淡路大震災等に災害ごみを３年間かけて焼却したことなどを踏まえ、計画処

理量として推定したものであります。 

なお、これはあくまでも、万が一のための計画処理量に含めたものであり、今後、処理対

象物、処理対象量を精査する中で、最終的な施設規模は決定されるものと認識しております。 

４番目の堀切区、修善寺ニュータウン自治会の白紙撤回要求を受け入れる考えについては、

１つ目の、白紙撤回の要求を受け入れるかについて、先の12月議会でお答えしたとおり、当

方の十分な説明や、関係地区との十分な意見交換ができていないこと、また、関係地区から

の白紙撤回の理由が明確にわからないことなどから、これを受け入れることは今のところ考

えておりません。 

したがいまして、早期施設整備が喫緊の状況にある中で、今後、この関係地区との取り組

みについては、改めて準備会で検討・協議をしてまいりたいと考えております。 

２つ目の、解決策については、先にご案内の施設基本構想の説明や、これに対する意見交

換などにより、積極的にこの関係地区等とコミュニケーションを図る努力をし、この取り組

みの中で、関係地区との合意形成を進めることができればと考えております。現在の焼却施

設や周辺地区の状況、または当施設整備の必要性や安全性並びに現在の焼却技術の動向等に

ついて、ご認識くだされ、当施設の早期整備についてご理解とご協力をお願い申し上げる次

第でございます。 

５番目の候補地選定の公表については、建設候補地の選定については、先にご案内のとお

り、一般的に行われている手法及び選定基準等を用い評価・選定いたしましたが、この手法
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や基準については、法律または規則等の定めがないことから、この選定に対しさまざまな見

解がされ、また、他地域において混乱なども懸念されることから、公表を控えたものであり

ます。 

当然ながら、この評価・選定につきましては、準備会において適正・公平また真摯に取り

組んだ結果でありますので、改めて議員を始め、関係地区のご理解とご協力をお願いいたし

ます。このあたりがご質問のご理解いただきたいというところでございます。 

続きまして、２点目の柏久保保育園の民営化につきましては、飯田議員のご質問にもお答

えしたとおり、保護者の一応のご理解がいただけたものと判断し、公募いたしました。３つ

の法人から応募がありました。今後法人を絞り込み、民営化を進めてまいります。 

幾つかまたご質問がございます。１についてお答えいたします。 

４月に新たに入園した児童がおりますので、重ねて保育者説明会を実施しました。説明会

の折には、選定委員さんにもご出席いただき、行政と保護者の中間の立場から、保護者から

出たいくつかの質問に答えていただきました。話し合いを進める中で、子供たちにとって、

よりよい保育園をつくっていこうという雰囲気に変わってきました。このことからも、保護

者の理解は深まったものと理解をしております。 

２について、民営化して特別保育が実施されることは、民営化のメリットの一つでありま

す。特別保育に限らず、あらゆる面で公立と私立の良いところを互いに認め合うことにより、

市全体の保育の向上につながるものと考えております。 

３番目の多様な保育については、民営の保育所では、特別保育を実施するとき一定の基準

を満たせば、補助金が交付されますが、公立保育園では交付がされません。 

また、公立の保育所では、一律実施が原則となりますので、保育士を大幅に増員する必要

があります。 

このようなことから、公立保育園での実施は困難であると考えております。 

４番目、保育所の保育内容については、保育所保育指針で細かく定められ、それを遵守し

なければなりません。保護者が安心して子供を預けられ、希望するサービスを受けられるこ

とを目指す手段の一つが民営化であると考えております。 

続きまして、大きな３点目につきまして、平成18年４月の給与構造改革の実施により、人

事考課に配慮した給与体系となりました。これは人事考課制度をよく理解し、公平で納得の

いく透明性のあるシステムを構築する必要があります。 

ご質問の勤務評価基準の策定状況ですが、現在ではできておりません。多少進捗が遅れ気

味であります。 

先にも述べましたが、重要なことは、評価者も被評価者も人事考課制度をよく理解するこ

とが必要であると思います。自治体の業務は定型的な事務処理や専門的な業務、税等の徴収

業務など、多種多様な業務を職員が分担していることから、計数的な評価にとどまらず、プ

ロセスの評価も必要であると思います。評価基準の作成は、次年度にずれ込みそうです。職
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員の人材育成や適正配置、昇任、昇格に反映していきたいと考えます。本年度は管理職や職

員の人事考課制度の目的や意義について講習や研修会を開催し、まずは評価者としての能力

を培うことを進めております。 

続きまして、大きな４点目。平成17年度で廃止した特殊勤務手当について、その調整方法

についてお答えします。 

施設従事手当の支給対象職員は、清掃センターに勤務する現業職員で、手当支給の対象業

務は、ごみ収集、し尿処理業務、施設の管理業務等であります。これらの業務に対して支給

されていた特殊勤務手当を平成18年度より廃止するに当たり、支給対象職員が受けていた手

当の種類、金額に応じて、基本給である給料月額を１ないし３号級の間で昇給させる調整を

行いました。平成17年度決算で見ますと、清掃センター関連の特殊勤務手当総額は、586万

5,000円であります。平成18年度においては、これらの支出はありませんでしたが、特殊勤

務手当を廃止することにより、対象職員の給料月額を引き上げたことから、給料月額はもち

ろん、これを基礎とする期末勤勉手当の支給額に反映することとなります。 

調整対象となった職員で比較しますと、平成17年度特殊勤務手当支給総額513万7,000円に

対しまして、平成18年度の給与月額の引き上げ分と、期末勤勉手当への反映分を合計します

と、127万5,000円となります。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、木村君。 

○２６番（木村建一君） ごみを出さない人はいないんですよね。私はだからこそ、多くの市

民の参加と工夫でごみ減量化に取り組む必要があるのではないですかという提案をしました。

そうしたところ、お答えが、そのごみ減量化の対策委員会というか、そこで話し合いをした

んだということですけども、10人でしょ。その意見を、よせとはいいませんよ、でも、みん

ながどういうふうにごみ減量化をするのか。それから、後ほどお話しする焼却場をどうする

のかということは、これは全市民的な課題だと。今、市長は、このごみ問題、焼却場を含め

て、行政と市民が一緒になってやらなきゃなりません、解決しなきゃなりませんと言いまし

た。でも、一緒ってどういう意味ですか。今度の計画もごみ処理場建設の問題について一緒

じゃないでしょう。提案をして、じゃあそれについて市民と一緒になって煮詰めていって、

そうしてできあがったんだったら初めて市民と行政が一緒になって作りましたということな

んですよ。 

でも、今、市長がやられていることは、私たちが計画を作りました。ぜひそれを実行して

ください。理解してくださいと言うことではないですか。これでは、市民との協力という意

味では何にもならないです。 

そして、その具体的な例として、どういうふうに市民との協働というのを考えているのか

なと。その一たんは前の議会の中で答弁の中で出たのかなと思うのは、市民一人一人に聞く

のはさも民主主義のようだが、市民の代表で決めていかないと物事が決まらないということ
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を言ったんですよね。 

それではお尋ねします。計画ができました、処理場計画の問題もちらちら出ています。ま

だそれは市民には公表していませんからね。ただ予定候補地だと。決まっていないからまた

それやると大変な問題になるんだけれども。具体的にお尋ねします。 

１つ目。今、ごみ減量化計画をつくりましたということで、議会には出されました。これ

らの取り組みをどういうふうに取り組もうとしているのか。市民は知っているんですか。市

民全体の問題だと言って、ごみ問題が市民全体ということになっているのかどうか。   

それからもう一つ。ごみをどう処理するのかの基本計画つくって皆さんのご意見を聞かせ

てくださいということで、私、今日回覧板をコピーして持ってきていますけどね。不十分だ

ったというお話をしていました。反省すべき点があると。多いに反省してもらわなければ困

る。何故か、12日間の回覧ですよ。具体的にいうと私のところに来たのが21日です。中身も

よくわからない。ただ現状がこうなっていますよという話。 

それからもう一つの手段としてインターネットで公表します。何人の人がインターネット

を世帯で持っているのか。そしてインターネットを持っていてもそのアクセスしないと見れ

ませんよね。アクセスしてもその伊豆市の中でまたそのごみ処理場計画というのを気づかな

い人は分からないんですよ。じゃ具体的にインターネット、インターネットすごく広くやら

れているような感じがするんだけれども、そういういくつもの越えなくちゃならない、見る

ためにはあるわけでしょ。首を傾げていますけども。 

では、お尋ねしますけども、今、伊豆市でインターネット何世帯ありますか。ここまで聞

きたくなかったけど、首を傾げていますから聞きます。そして、アクセスした人は何人です

か。分かりますか。そういう集計をやっていますか。そしてこれで市民の意見を聴きました

ということでしょう。 

私はそこにも市長の政治姿勢が出ているんですよ。市民代表だと。今回のそのごみ処理対

策委員会。では、誰が選びました。市長でしょ。私が言っているのはみんながごみを出すん

だから、皆で考えてもらわない限りはこの問題は解決しないんじゃないかと言っているんで

すよ。市民の知恵を出してもらう。そこをしない限り絶対に物事は解決しない。 

それからもう一つ、重要な課題となっている候補地の問題です。だいたい、疑問だと思う

のがよくわからない。いわゆる準備会で公正・公立にやったんだから、それを疑うとはけし

からんと言っている。でも市民はわからないですよ。特に候補地を選定されたとしてやった

堀切を始め周辺のニュータウンの方や熊坂地区。なぜ、私のところに来たのということをし

きりに聞いているじゃないですか。それに対してこういうと混乱する。 

では、具体的にお尋ねします。繰り返しこれも言っているのは、焼却場は、新しい施設だ

から安全だと言っているんですよね。そうでしょ。最新式だから安全なんですと。ダイオキ

シンが出ても、最初出ないと言ったんだけれどもトーンダウンして、ダイオキシンは出るけ

れども基準値以下です。健康には被害がありませんと言っているではありませんか。もしそ
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ういうふうに主張するんだったらば、公表したって構わないんじゃないですか。安全な施設

をこことこことここに造りたいと思うんですが、皆さんいかがですかということをなぜやら

ないんですか。安全な施設なんでしょう。どこにいったっていいじゃないですか。そんなに

安全だというんなら。 

具体的に本当に安全なのかどうか。私は、焼却炉の建設には、行政にとってみるんなら20

数年とかそのくらい長いスパンの中で一大事業ですよね。そうすると日々繰り返される業務

の知識の蓄積がないわけですよ。私もなかった。一生懸命勉強をさせてもらった。修善寺図

書館へ行っていろいろな情報を得たりしてやったんですが。だから、結論から言いますと、

安全安心を語るコンサルタント会社焼却場メーカーの言い分だけを聞いてそうしてやるとい

うんでは不手際がある。 

なぜかというと、ここに陳情書を持ってきていますけどもいろんな意見を述べている。こ

れで白紙撤回の意味わからないというのは、何でかなと思うのは、例えば候補地先にありき

でしょう。おかしいんではないです。いっしょにやりましょうと言っているのに、先に候補

地ありきというのはおかしいじゃないですかとこう言っているではないですか。 

それから、前にダイオキシンが24時間発生するのに安全だというだけの説明だけでは納得

できないと言いました。具体的に言いましょう。では今、ダイオキシン濃度はどう測ってい

ます。今現在、280日ぐらい稼働しますよね。今度は連続運転だから、365日ですよ。今の国

のあくまでも法律ですよ。法律の基準だとその約8000時間ぐらいですよ。365日で24時間や

ると約8000時間ですよ。その内の４時間サンプリングしましょうと言うことでしょう。それ

でオーケーですよ。 

でも、ごみの蘇生ってそんなに簡単なものではないでしょう。ごみの量によって質によっ

て水分によって変動していくんですよ。ごみ量というのは。焼却メーカーはそう言っていま

せん。私ここに焼却メーカーの３冊ぐらい本を持っているけど、安全な施設です。最新施設

と言っているけれども、こういうところに疑問がある。だから私は焼却メーカー、コンサル

タントに批判的な学者もいます。団体もあります。そういう意見もきっちと取り入れて、皆

さんにお話する。そうしない限り、絶対に物事は解決しない。 

今までのお話を聞いていますと、本当にもうダイオキシンは基準値以下で大丈夫です。じ

ゃ、より具体的に今度話し合いをしたいと言うんだから。ダイオキシンは今言った方法で測

っています。8000時間の内の４時間測って、大丈夫なんですよ皆さん、ということで説明会

に望んでください。もっとダイオキシンそれから他の重金属も含めて常に変動するんですよ。

焼却炉というのは一定の温度でずっと保てるという条件ではないでしょう。焼却メーカーは

そう言っていますよ。でも、他の批判的な学者はそういうように見てないんです。だからそ

の辺をもっと検討して、もっと連続的にダイオキシン濃度、それからほかのいろんな有機の

重金属。危ないものが出ているから、その辺も測ったらどうかと提案している学者もいます。 

白紙撤回の問題について。何をやるんですかね。よく民主主義といいますね。ここに持っ
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てきた陳情書。これは市長も、私たち議員も全員配られましたが、いわゆる関係住民と言わ

れている堀切、熊坂、ニュータウン。全ての自治会の方が、区長がかってに、検討委員が勝

手に白紙撤回を求めているわけではないじゃないですか。皆の意見を聴いて、代表して、皆

の意見ですよということで白紙撤回をしてくだいと。もう一回出直してくれませんかと。焼

却場をどこにも造るなとは一言も言っていないですよ。どうですか。出直す、具体的に言い

ますと、私は解決の糸口は話し合いたい話し合いたいと言っても、相手が拒否している。じ

ゃなんで拒否しているかもわからないで話し合いにいったって同じですよ。 

私は、解決の糸口を示しているではないですか。住民もそうですね。この陳情書を読む限

り。住民が今回の特に焼却場建設については蚊帳の外に置かれているから、候補地先に有り

きでは駄目ですよ。安全、安全と言っていたんでは不安ですよ。その点はどうなんですかと

いうことを、安全への配慮を優先してやって欲しいと要求しているんですよ。だから、ごみ

を出す住民、事業者も当然この中にありますけれども、行政が一緒になって、焼却場を含め

て、今後のごみ処理どうしようかということを考えるべきではないですか。それが解決の糸

口ではないですかと言っているんだけれども。どうも全国のどこの行政もそうですけれども、

こういう方針を決めたらビクとも動かないと。何を言われようが。住民の皆さんが皆の問題

ですよと。だから皆で考えたい。そういう組織を作ってくれ。市当局が作った計画を、はい

これをのんでください、これについて一緒にやってくださいということに納得できないと言

うことを言ってるではないですか。 

ごみ排出量についてもそうですよ。なぜ削減目標を５％にするのかよくわからない。説明

を聞いてさっぱりわからない。市民が何をしているのか、今の答弁を聞いてわからないです

よ。それでたまたま、時間の関係で災害ごみだけ言います。交付金対象だと。でも、万が一、

今後施設規模を考えても、どうも90トンとか85トンが先にあるような感じ。 

最後に、具体的にごみ減量化の問題について、ちょっとお話をしておきましょう。計画は、

剪定枝も今度は燃やしますということですよね。沼津市は今まで燃やしていたのを、回収先

でチップ化するという新聞報道がありました。逆の道を歩んでいるんですよ。伊豆市は燃す

んだ。こっちは燃やさないで地球温暖化が叫ばれているときに、ＣＯ２をいかに出さないか

ということの一環かなと思ったんです。伊豆市、伊豆の国市も含めてなのかな、今度新しい

施設。何でも燃しましょうという方針だと、温暖化に私はちょっと違う道を歩もうとしてい

るのかなと思います。 

最後のところは答弁は要りません。後でゆっくりお話したいと思います。 

○市長（大城伸彦君） 大分いくつか細かい点が、ご質問がありましたが、基本的に木村議員

にご理解いただけたのは、市民と行政が一緒にやると。案を出さないと検討できないでしょ

う。じゃ私が市民の皆さん柏久保のごみ処理場がもう老朽化していますからどうしましょう

かと言ったら検討していただけますか。やっぱり行政としてはある案を出さなければいかん。 

それから、その候補地についてもいろいろご指摘がありましたけれども、やはり、我々は、
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我々の持っている知恵とコンサルの力を借りて幾つかの候補地から絞り込んだわけです。そ

れで最終的に堀切地区が良いよと。良いと言う理由は、地理的に良いよと。排出されるごみ

は住宅の密集のところから出ますよと。それから運搬費用、運転費用なんかも考えると、将

来的にこの辺が良いんじゃないでしょうかと言うことです。それでそういう説明をしました。

したところ、候補地を全部出せと。全部出してまとまると思いますか。私は候補地を全部出

してまとまらないと思う。見解の相違だと思います。 

ですから、一つの案を出しました。そこをもっと徹底的に検討をしていただいて、はっき

りだれが見てもこれはだめだよと言うことなら、次のとこへ行く可能性はありますけれども、

今のところ、ただ、その最初に候補地ありき。選定した理由がわからない。それから、ダイ

オキシンが出る。ダイオキシンは出ます。出ますけれども、その規定値よりも十分低い値で

す。ぎりぎりではないですよ。ですから余裕があるわけですよ。４時間どうとか。お金をか

ければずーっと測る方法もあるかもしれません。もっともっと頻繁に、もちろん経費がかか

りますよ。ダイオキシンについては何回も言っています。柏久保のところでも古い施設です

がダイオキシンを管理しています。どうなんですか、もう20年もやっているんです。ダイオ

キシンの被害って出たんでしょうか。はっきりした。そういうところもやはり実績をですね

ご理解いただきたいなと思っております。 

私はいくつか言われたんで全部メモしてなかったんで答えられません。補足がありました

ら市民環境部長から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 市長の言ったとおりでありますので、私の方からは特に補足

はないわけでございますけれども、一つ具体的におっしゃっておりますので、どうするかと

いうことでございますが、一つには、ダイオキシンが４時間だけ測って、それで地元に行っ

てこいというお話しでございますが、それはそれといたしまして、毎日測れということであ

るならば、測定ですので測れますので測ります。しかし、２億からかかります。365日の運

転ではありませんので、24時間フル運転というのは国で定めてあるところの280日でござい

ますから、それを毎日測ればダイオキシンは測れます。１億8,200万円から２億円かかりま

すので。 

だけども、どこでも測ってないという現実があります。全く無意味だからです。測ること

がナンセンスだから測らないということで、他は測っているところは一切ありません。もし

これに変わるもので測るとするならば、その中で一番ダイオキシンに影響するというところ

の一酸化炭素濃度等については、その玄関先でメーターを毎日市民がそこを通過するときに

いつでも見れるというような施設もありますので、そういう方策はこれから市民とのお話の

中で考えられるということでご理解を願いたいと思います。 

したがって、ダイオキシンを毎日計るというようなことは、考えていないと。しかし、ど

うしても測れということであるならば、その毎年２億円をつぎ込んで、まったく無駄だと私
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は思いますが、そういうことも可能ということの道はあろうかと思います。 

それから、白紙撤回のお話ですがいろいろある中で、木村議員もご指摘のありましたとこ

ろのダイオキシンが24時間発生するのに安全だという説明だけでは納得できない。だと思い

ます。私たちが説明しているんですから。私たちのことは納得できないと思われます。だか

らこそ、だからこそです、ここからが問題ですが、だからこそアセスメントやれば、アセス

メントをやればダイオキシンがどこに最大着地点があるかというところまで出てきます。そ

この最大着地点が、どういう濃度で出てくるかというところもあります。出てきます。そう

いうことは、今の衛生センターでもやっておりますので、常識的にやりますので、それまで

やらさせていただけるならば、どこにその最大着地点が現れるかということでございます。

それでその最大着地点の濃度がダイオキシンの濃度が私たちの体にどう影響を与えるかとい

うところまでご説明またお示しができます。それを判断していただきたいとこういうふうに

申しているところでございますので、ぜひ木村さんがそこまで言うんであれば、そこまでや

らさせていただきたい。そうすれば、その中で白紙撤回ということであればそれはそれで、

皆さんも十分ご理解していただけると。 

ちなみにこれも余計ごとではございますが、木村さんにもご説明してあるかと思いますが、

市長もお話したように、衛生センターの中でそういう調査をしております。今、私たちがこ

の会場にいるのも0.034から0.04のダイオキシン濃度を皆さん全員が吸っているわけです。

これは日本国の平均値でございます。ですから日本の平均値ですから、ここで私たちが息を

吸っているときにも、0.04ピコグラムのダイオキシンを皆さんが吸っております。私たちが

これからつくる施設のダイオキシン濃度がどれくらいかと言いますと、これは現実の測定値

でありますけれども、伊豆市内の中で一番先端ではありませんが、伊豆市内の一番新しいと

ころの土肥・戸田衛生センターのところが、ダイオキシンが煙突から吐き出される濃度が、

0.001ナノグラムでございます。それが、地上に降りてくるときには26万分の１で降ってき

ますから、それが0.0000001です。 

もう一つ話をしますと、それはナノグラムからピコグラムに変わっておりますので1兆分

の１になるということは理解していただきたいと思います。基準値はいくつかというと0.06

ピコグラムでございます。皆さんが吸っているのが0.03から0.04ピコグラムでございます。 

もう一度繰り返しますが、衛生センターで地上に降ってくるであろうという想定がされる

ところについては、0.000001ピコグラムでございます。基準値が0.06ですから、それだけ離

れているわけです。従って、そういうようなものの安全が確保されておりますので、どこの

衛生センターでも市長が言うように安全に操業がされているということになりますのでご理

解をいただければと思います。まだもう少しありますけれども、これで終わります。 

○議長（堀江昭二君） 木村議員。 

○２６番（木村建一君） いろいろとお話されましたが、数字的なことをずーっと言うとなか

なか市民の皆さん理解できないし、少ないからいいんだという基準値以下、それよりさらに
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少ないんだということなんですが、繰り返しますけれども、私は毎日測れとか言っているん

ではないんです。具体的に、今、提起しているのは今度稼働する予定のダイオキシンの測定

は365日、約8000時間の内の４時間を測定して大丈夫だという結論を出しますので、ぜひ住

民の皆さんご理解をいただきたいと。その測定も結局は、その測った結果としての時間の４

時間測った結果として公表しているわけでしょう。その点は、住民の合意を得られるのかど

うかということを含めて。 

それから、最後にどうもわからないのが、私は修善寺図書館に行って、両方の意見の本を

読ましてもらうし、聞いてきました。こういうものもあります。風向きの問題。今言われた、

煙突から風が流れた、ずっとやりますよと。これも一つの資料として市民の皆さんにご提示

していただきたい。 

伊豆市地域新エネルギービジョンというのがあります。この中で、風の速さ、年平均速度。

これは絶対危ないとか危なくないとか言うんではなくて、それを市民がまた判断する一つの

材料を提供してください。一番風が吹かないところ、年平均30メートル基準やっていますけ

どもね。これデータ出ているんだけれど。今風が一番吹かないところが建設候補地なんです

よ。市長あとで見てください。それが良いかどうかということは、もっと専門的に考えてく

ださい。でもここは一番風が吹かないところです。今言われたダイオキシンが出て、ずっと

滞留していると時間当たりとか云々ということでは基準値以下でしょう。一つ考えなければ

ならないことは、ダイオキシンというのは蓄積してくるんです。そのダイオキシンが半減す

るのに、何十年もかかるということでしょう。 

だから、私は最後に質問します。その点はいいです。安全だという根拠というのは、どこ

から得た知識ですか。環境省ですか、コンサルですか、ごみ焼却場のメーカーですか。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 安全だという根拠でございますが、先ほどもいいましたよう

にそういうような数値、それから私たちが操業しているところの衛生センター、それからも

う一つ、土肥・戸田の一組の操業等の今までの過去のデータ等を見ますと、全て安全性がク

リアされていると。 

もう一つは、今の最新のデータからいくと、先ほどご説明したようなデータになるという

ようなことで、それを国の指針に照らし合わせてみて見ますと、そういう結論に達している

わけでございますが、さて、その堀切についてまた周辺地について、なお安全策を考えなけ

ればなりませんので、アセスメントをしてどこが危険であるのかないのかという結論をして

いきたいと思っているところでございます。 

  それからもう一つ、私はそこのデータを知りませんが、風がない無風な地帯だから危ない

ということは全くの逆でございます。私が素人的に言いますので、専門的にはもっと調べて

いただきたいですが、煙は風がなければどんどん上がっていくわけですよね。煙は風があれ

ば横になびきますよね。風がなければ上に行きます。そうすると拡散の面積が多くなるわけ
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です。上に行けば行くほど拡散の面積が多くなる。横になびけば拡散の面積は少なくなるわ

けでしょう。だから、拡散の26万分の１に薄まるのはそういう風のないところが一番安全だ

ということでございますので、ご理解をいただけると思います。よろしいでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 木村議員。 

○２６番（木村建一君） 柏久保保育園、理解されたと思いましたということですね。根拠は

何も示されていないじゃないですか。 

で、４月入園時に説明したと。その前の方はどうしましたか。７割の方がわからないです、

もっと話し合いをしてください。それでも民営法人選定すれば、そうやれば一歩前に進むん

です。そして民営法人選定に移りました、民営法人選定委員会に出席してくださいというこ

とでいくつかの保護者に、何人かの保護者に依頼しました。 

確認します、７割の方が民営化を待ってくださいよと、繰り返すけれども、反対とは言っ

てないでしょう。それがよくなったという確認は、市長はどこでしましたか。ここまで事実

ですね。みんなの意見が７割だよと、いやというか、ちょっと待ってくださいと。 

次に問題なのは、民営法人選定委員会に出席された肩書は、父母の会会長だったんですが、

この方はこう言ってますよ。私、保護者の一見解の立場でお話しします。そして、文章でも

そういうことを言っている。なぜか。民営法人選定の中身をどうするか、保護者のみんなの

意見を聞かないで行ったんですから、市はそれをどういうふうに解釈したか。違いますと、

一個人であっても、今までずっと保護者代表としてやっていたから、保護者代表と見ました。

だから保護者の意見を聞いたんです。それはあなた方の勝手な解釈です。 

もう一度言います。民営賛成ですか、反対ですか、わかりませんと。７割とったというと

ころまでは、保護者の父母の会会長、みんなの総意に基づいて市長に出したんです。それ以

降は個人的見解です。何も取ってない。それでもあなた方は民営法人を進めていった。そう

いう理解でいいですね。 

その次に、民営化によって市全体の保育の向上が上がるのかということをちょっとお尋ね

します。 

一つ、民間のメリットで市は保護者に、市立保育園では保育士の割合が高くて、より活動

的な保育が可能となりますということを説明しています。公立の保育園では、保育士の退職

者を補充しないで新規採用も控える、もしくは採用しないということでいいですね。 

そうすると、公設の若い保育士は年月が経つにつれ、段々段々いなくなってしまうでしょ。

そうすると、若い保育士がいなくなるんだから、活動的な保育士がいなくなっちゃうんです

よ。メリットの中に。だから、私は全体の伊豆市全体の、民間も含めてですよ、どうしても

やりたいというのだから、伊豆市全体の保育をどうするのかという方針がありますかと。そ

こをつくっていかないと、民営がいいんだとか悪いんだとかならないでしょう。 

それから、ちょっとこれプラスして話します。財政問題が少し出ましたから、昨日の一般

質問でこんなこと言っていましたね、財政問題について、市の資料による報告では、民営化



－127－ 

すると1,400万円削減できます。 

昨日の一般質問の中で、乳幼児の医療費の自己負担の軽減措置の問題が少し議論になりま

したけれども、このときに、全体の財政を考えて欲しいと。確かに、乳幼児医療費の自己負

担の年齢を引き上げることに、自己負担の年齢を引き上がることによって、市の財政負担は

減るのだけれども、そうは言っていられない。市全体の財政を見ていただきたいということ

でしたが、片方では財政が厳しいからと言っているんですね。 

片方では、民営化すると1,400万円削減になりますよと、自分の都合で使い分けしている

のかなと。市民に対して。どうでしょう。 

それからもう一つ、保育指針に基づいてと言っていますけれども、15年度に内閣府が示し

た保育の質がありますね、それについてどう評価しているか、明確なお答えを願いたい。そ

うしないと、いわゆる時間的な問題だけで、保育がいいだとか悪いだとかになるんですよ。

やるのは保育士でしょう。人間がやるんですよ。人が子供を育てていく。あなた方がこの民

営化について一番足りないのは、子供たちをどうするのか。子供たちと保護者の気持ちに沿

ってやる、当事者である保護者の意見を聞いて検討するという姿勢が、残念ながら全くない

んです。だから不安がっているんですよ。 

６月に法人決定すると言っていますが、もう一度保護者の話し合いをして、市当局の都合

ではないですよ、保護者の都合を聞いて、きちっとお話し合いをするという場を持ちません

か。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 一応の理解をしたということを含めて、健康福祉部長から答えさせま

す。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

答弁は簡潔にお願いします。 

○健康福祉部長（内田政廣君） 何点があったと思いますけれども、最初の点につきましては

ですね、３月の議会でご説明申し上げましたように、一個人として出席というお話でござい

ますけれども、確かにその場で本人はおっしゃっていましたが、皆さん方のアンケートを集

計して、その中の個人の意見ではなくてそのアンケートの中の意見をおっしゃっておりまし

たので、そのことも含めて、個人だけの意見ではないと、そのように解釈をしたところでご

ざいます。 

そして、その先ほど市長が申し上げました、一応の理解ができたという部分でございます

が、４月になって新たに入園された方と従前のですね、１歳年が上がって園に残られた方も

含めての中での話し合いの中で、おおむねの理解が得られたと、そのように解釈しておりま

す。 

実際、保護者の方々も、よい保育園をつくっていこうという、そういうことでの新しくア
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ンケートを、反対ではなくて、よい保育園をつくっていきましょうというアンケートを取っ

ているという事実もございます。 

それから公立とですね、民営化することによって、市全体の保育の質が上がるかというこ

とでございますけれども、私は上がるといいますか、向上すると思います。と申しますのは、

保育園というものはですね、ほとんどその保育士との関わりの中でのこと、これが一番重要

でございまして、公立の市の職員、市の保育士と、それから私立の保育士がですね、新たに

そこに私立の保育園ができることによって、かなりの刺激が起きてまいります。この前の民

営化の関係の中でも、今回の民営化計画の中で、公立の園長たちの意識も随分そういう点で

変わってきております。そういった点でも、民営化を一つつくるということは、全体での保

育の向上にはつながると、そのように思います。 

それから経費の削減の問題でございますが、柏久保保育園で試算しますと、約1,400万円

の、財政的に補助金が入ったり、それから職員の削減の問題の中で、軽減ができるというお

話をしましたけれども、短期の場合ですね、来年とか再来年とかは確かに、1,400万円すぐ

に浮いてくるというお話ではございません。少し長いスパンの中で、そういう軽減の状況に

なっていくということでございます。 

それから内閣府が示した、アポイントサービス上の現状と課題ということでの報告書でご

ざいますが、これはですね、昨年の第３回の保育所民営化懇話会の折に、一つの勉強材料と

して、題材として討議をいたしました。１回かけてこの中で討議をして、話し合いを持ちま

して、それでやはりこれは民営化がいいという結論になった次第でございまして、懇話会の

中でも勉強させていただいた課題でございます。 

それから、保護者との場といいますか、そういうものについてでございますが、再々申し

上げましているように、法人が、ちょっとその資質が落ちるというか、そういう場合でした

ら市長が、民営化しないと言っているわけでございます。幸い、今３つの法人が手を挙げて

くださいましたが、いずれの法人も非常に優秀な法人でございまして、一安心しているとこ

ろでございます。 

保護者の方に、最終的に市長が判断する前に、経過の説明の機会といいますか、選定の委

員さんからの答申後に、市長が決定する前に、経過的な説明をする機会を持ちたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 木村議員。 

○２６番（木村建一君） より活動的な保育が可能となりますというのだけれど、それはどう

なんですか、だから市全体の保育の全体像を示すべきでしょうということを言っているんで

すが。保育の方針。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（内田政廣君） ちょっと木村さんの言っていることの意味がわからないんで
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すけれども、伊豆市全体の保育の方針ですか。 

〔「そうです、あるんですか」と言う人あり〕 

〔「高齢化……」と言う人あり〕 

○健康福祉部長（内田政廣君） 高齢化ですか。 

市長が飯田議員のときに答えておりますようにですね、一遍にすべて民営化するわけでは

ございませんし、今の伊豆市の保育士の状況もですね、それほど年寄りばかりございません

ので、そういう意味で、急に年寄りばかり伊豆市の公立の保育園があるという、それはちょ

っと。 

そして、今、非常勤の保育士が、ほぼ半分近く入っております。二十数名の非常勤の保育

士が入っておりまして、ここらのこととのバランスも考える中で、それほど高齢になるとは

思いません。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 後１分。まとめてください。木村議員。 

○２６番（木村建一君） 自分がメリットとして書いた、メリットとしてうたいあげた法人を

きちっと理解してくださいよ。急に歳食うとか、僕は何も言っていないよ。若い保育士の割

合が高くなるんですよと言っているんだから、公立だとどうなるんですかと聞いているんで

すよ。民営だとそうなると言っているんでしょ。 

勤務評価について、まだ決めていないと、なんだろうなと思う。私は、結論から言います。

無理です。人事評価やるというのは。なぜか。前も言いましたが、市民サービス、たくさん

の分野で仕事をしているんです。これをどうやって評価するんですか。この高い評価って何

ですか。極めて大きな経費削減、収入の確保に極めて大きく貢献することが高い評価になり

ますと。 

最後に、特殊勤務手当の件について、いろいろ計算しました。一人当たりにすると、結果

として、ごみ処理職員は、プラスマイナス20万円減額、し尿処理職員は11万7,000円減額で

すね。資料によると。これがあなた方がいう、調整したという中身でしょうか。 

しかしながら、給与は他の職員も上がっているんでしょう。同じ職員でありながら、こん

なに給料が下がった職員はいますか。１割ですよ。これだけ減って、生活にどう影響するの

か、私は考えるべきだと。本当に現場の職員の生活をきちっと見ていくという立場で調整し

たのか。これだけ差が出ても、調整したというのかどうか。いいならいいと言ってください。

これで調整したと。１割も減った、20万円。12万から20万円減っても調整したということで

理解していいですね。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） 総務部長から答えさせます。 

○総務部長（平田秀人君） おっしゃるとおりでございますが、給与への反映が、全くイコー
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ルで手当ての廃止分が給与に反映されていないという分はあろうかと思います。 

昨年の、いわゆる特殊勤務手当の制度の廃止の中で、本来支給すべきでなかったという手

当についての見直しを行ったという形でございますので、全く生活給をそのまま保証する調

整とはならなかったという点でご理解いただきたいと思います。 

○２６番（木村建一君） 勤務評価、高い評価ってどういうことですか。２つ挙げましたが、

こういう方針に基づいて評価します。高い評価とは何ですかと聞きました。極めて大きな経

費削減、収入の確保に極めて大きく貢献すること、これが高い評価になるんですかというお

尋ねです。市長どうでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 高い評価という意味ですが、やはり、その仕事に対してまず成果が上

がった方、それから前向きに取り組む方、それから努力する方、そういうことをやはり評価

すべきだと、私は考えています。 

そして、その評価の仕方ですが、これは民間会社やいろんなところで評価基準を作ってお

ります。そういうことを参考にすれば、行政でも私は十分できると思っています。そうする

ことが、やはり少ない人数で充実した行政をやる基本になると考えております。それが高い

評価という意味だとございます。 

○議長（堀江昭二君） これで木村議員の質問を終了します。 

これで一般質問を終了します。 

 

◎散会宣告 

○議長（堀江昭二君） 以上で本日の議事はすべて終了しました。 

本日はこれにて散会いたします。 

次の本会議は、６月21日午前９時30分より再開いたします。この席より告知いたします。 

本日はご苦労様でした。 

 

散会 午後 ０時３３分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（堀江昭二君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから平成19年第２回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は23名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立しまし

た。 

直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（堀江昭二君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

     ◎議案第４６号～議案第４８号の質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第１、議案第46号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第１回）、

日程第２、議案第47号 平成19年度伊豆市老人保健特別会計補正予算（第２回）、日程第３、

議案第48号 平成19年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計補正予算（第１回）の３議案を一

括して議題といたします。 

これより質疑を行います。 

○議長（堀江昭二君） 質疑の通告がありますのでこれを許します。 

10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

議案第46号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第１回）について質問させていただき

ます。 

合併市町村地域資源活用事業補助金500万円、地域資源活用事業補助金500万円。特にこれ

は対になっているのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

狩野川記念公園グラウンド管理事業25万円。どこを修繕するのかお聞きしたい。 

以上、事業内容の説明を伺いたい。 

議案第47号 平成19年度伊豆市老人保健特別会計補正予算（第２回）償還金の説明をして

ください。 

議案第48号 平成19年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計補正予算（第１回）、修繕料、減

額100万円。ボイラー取替工事440万円、管理状況、使用場所、目的、メーカー等説明を求む。

説明をしてください。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 答弁を願います。 
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議案第46号について、企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） 森議員さんのご質問にお答えいたします。 

この件につきましては、初日の議案提案の段階でご説明したとおりでございます。基本的

には、この合併市町村地域資源活用事業補助金並びに地域資源活用事業については対になっ

ているということでございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 山本準次君登壇〕 

○教育委員会事務局長（山本準次君） はい。 

狩野川記念公園の西側の外灯が５箇所ございます。この外灯の配線が樹木でこすれて不具

合となっております。これは再び修理いたしましても、やはり樹木にこすれますので、フェ

ンスに架線をして修繕をすると、こういうような工事内容でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、議案第47号、市民環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 

○市民環境部長（福室恵治君） 資料につきましては、42ページをお願いいたします。 

老人医療事業は、毎年決算の黒字だとか赤字について、次の年度で精算する仕組みとなっ

ているところでございます。 

平成18年度は、前年度に引き続き、375万3,245円の赤字決算となり、この赤字部分につい

て不足していた国の負担分が、平成19年度に交付されるとともに、過剰となっていた社会保

険診療報酬支払い基金からの交付金、県の負担分及び伊豆市負担分について返還をするもの

であります。 

償還金の内訳につきましては、18年度に過剰となりました社会保険診療報酬支払い基金か

らの医療費分交付金の返還分686万7,916円及び審査支払い事務費交付金の返還分18万3,599

円並びに県からの医療費負担金の返還分181万9,540円の合計となっているところでございま

す。 

○議長（堀江昭二君） 次に、議案第48号について、観光経済部参事。 

〔観光経済部参事 伊郷哲郎君登壇〕 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） それでは、議案第48号についての質問にお答えいたします。 

まず、修繕料100万円の減額でございますが、当初予算でボイラーそれからろ過機の修繕が

見込まれておりました修繕料165万の内、100万円を工事費に振り替えるものであります。ま

た、ボイラーの取替え工事440万円でございますが、ボイラー２基の取替え工事費です。今回、

取替え工事を必要とするボイラーは、浴場のシャワーそれからカランの温泉を加熱するボイ

ラーです。このボイラーは、当初、上水道を加熱して供給しておりましたが、現在は、温泉

を加熱しております。温泉とは言いましても、加熱をしないと34度ぐらいになってしまいま
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すので、ボイラーの設備は必要となります。設置場所でございますが、劇場ホールのある棟

の４階の屋上に設置してございます。そのため搬入にも、駐車場から大型のクレーンを使っ

て設置しなければなりません。 

管理状況でございますが、業者にメンテナンスの委託は行っておりません。以前、業者に

メンテナンスの見積を取ったところ、２基で年25万円ぐらいでございました。業者と相談い

たしまして、異常や普段と違う音などが発生したときに、連絡し対応すればいいだろうとい

うようなことで、管理を行ってまいりました。現状のボイラーのメーカーは株式会社平川ガ

イダムという会社で、設置業者は株式会社中部コーポレーションという藤枝市の業者でござ

います。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 再質問をさせていただきます。 

議案第46号の再質問をさせていただきます。 

この予算の歳入歳出は705万円ですよね。それで、基金の繰入金が1,100万円減額になって

います。この基金というのは財政調整基金５億円だと思うんですが、まだ予算が始まったば

かりなので、この財政調整基金５億円というのはあるのかないのか、その辺を確認したい。 

それから、1,241万6,000円の繰入金がありますね。この繰入金と基金の繰入金を合わせる

と、これは基金の取り崩しと考えていいものなのかどうなのか。もう一つ、繰越金63万4,000

円というものはどこから出てきたのか、まず確認をしたい。 

それから、地域資源活用事業補助金。一応、先の本会議で説明はあったようには受け取り

ますけども、実際問題、どういうことを、どのくらいでやるのかということは、さっぱりわ

からない。それを詳しく説明していただきたい。項目ごとに説明をいただきたい。金額、内

容もお聞きしたい。 

天城温泉会館特別会計繰出金180万円。ボイラー取替えということですけども、お話では屋

上にあって、相当大掛かりということになりますけども。３ヶ月前の議会では修繕というこ

とだったですね。今回は取替えだと。わずか３ヶ月でそんなに変わってしまうのかどうか。

もっと違うもんだ、と言われればそれまでですけども。その辺を説明していただきたい。 

それから、外灯５基、修繕。これは外灯５基と言われただけで私はわかるんだけど、どこ

の５基なのか図面ぐらいくださいよと言ってあるんですけど、そういう気はありませんか。

お伺いしたい。 

○議長（堀江昭二君） 議案第46号について、企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 最初の基金関係についてはですね、こちらの通告書にはございま

せんので、お答えは控えさせていただきます。 

なお、合併の地域資源活用事業につきまして、詳しく知りたいということでございます。 

内容的には、前回の提案したときにもご報告いたしましたが、まず、その大きな事業の目的
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ですが、基本的に海のなかった住民とウミンチュウ、海の人ですね、の交流体験をしようと。 

要するに、市民を対象とした事業、ソフト事業をやろうということでございます。 

まず１点目として、砂浜体験事業それから土肥の歴史散策事業、トビウオすくい体験事業、

それから防潮堤の色づけ事業というような、４つのプログラムから成り立っております。事

業内容のきちっとした段階での収支計画はできておりませんが、大きくは、ナマコ壁の色づ

け指導あるいはペンキ代、こういったものが一番大きい金額になっておりまして、概ねそれ

がこの事業費の半分250万程度かかるのではないかと見積もられております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次の議案第48号について、観光経済部参事。 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） 当初予算では、修繕費で足りるというようなことで、当初

計画しておったわけですけども、ボイラーから水が漏れるというような形になってしまいま

したので、今回取替工事に変更するものでございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） まず議長さん、いいんですか。通告書にないから説明できないなん

て。そんなことで。これは予算の全体構造を、今、聞いてるんですよ。 

その余った結果が705万円でしょう。基金の取り崩しが1,100万円あるんです。その他に収

入が1,241万6,000円ある。そういう大きな資金の流れがある中で、705万円という支出が出て

きているわけですね。 

ちゃんと答えさせてくださいよ。 

再々質問に入る。 

水が漏れたから、ボイラーから水が漏れるなんてのは、日常茶飯事なんです。自分たちで

止めようとする行為が全くないんだね。中には、私職員何やっているんだってよく言うんだ

けど、この間、下水の説明を受けた時なんかは非常に良くやっていた。ちゃんと補修用資材

もそろえてある。工具もちゃんと管理している。工具の管理状況なんてものは、いわゆる最

先端と同じように僕は判断している。ボイラーの水が漏れた。基本的にはネジを増し締めす

れば止まるんですよ。そんなのは。やってみなさいよ、まず自分たちで。昨日あったガス爆

発。やっぱり自分らでやってないからあのようになるんですよ。100万円の修繕料でできるん

でしょう。 

どこが100万円でできると見積もったんですか。まずそれを聞きたい。 

このボイラーの仕様はどうなんですか。ボイラーと言うことですので説明があったように、

当然お湯を沸かすということだったと思うんですが、どのぐらいの容量のボイラーなんです

か。 

修繕の100万円はどこで見積を取りましたか。440万円見積をどこで取りましたか。それを

お聞きしたい。 

狩野川記念公園グラウンド、これは外灯はそのままなんですね。配線だけ替えるんですね。
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それを伺いたい。 

○議長（堀江昭二君） 観光経済部参事。 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） ３点ほど質問があったかと思います。 

これは取替工事を実施しないと、電気料だとか温泉の量に非常にロスが出てくるというよ

うなことでございます。それから職員で修理をしたかどうかということでございますが、業

者にも修理ができないというのに、職員ができるわけがございません。見積の業者につきま

しては先ほど言いました、平川ガイダムという会社でございます。 

○議長（堀江昭二君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山本準次君） 照明器具の取替ではなくて、先ほどご説明いたしまし

たが、架線と樹木がこすれてという原因になりますので、再び同じように修理いたしますと、

カバーという工法もありますが、修理いたしますとまた再びなると、樹木の剪定作業にも多

少は邪魔になりますので、一部、架線を埋設それからフェンスに据え付けます。そうします

と裸ではちょっと難しいわけですので、管等を通して配管すると、こういうようなことにな

ります。照明器具も具合が悪いところがあれば、取替はいたしたいと思いますけれども、主

に架線の工事であるというふうに考えていただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 次に議案第47号。 

○１０番（森 良雄君） 議案第47号 平成19年伊豆市老人保健特別会計補正予算について、

再質問させてください。 

これは国から2,129万4,000円いただいていると。それで償還金886万2,000円を県に返還す

ると。そういうことですね。この辺の関係はどうなっているのかわからないんで教えてくだ

さい。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 先ほど説明しましたように、老人保健事業は毎年度の黒字、

赤字について、次年度の年度で精算をする仕組みとなっているというようなことで、ご理解

をいただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） この償還金についてお聞きしたいんですけど、今年度はもうこれで

終わりですか、それとも、まだ出てくる可能性があるものですか。お聞きしたい。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） この補正で精算するものでございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、通告による質疑は終わりました。 

お諮りいたします。 

本３案については、会議則第37条第２項の規定によって、委員会付託を省略することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認めます。 

よって委員会付託を省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論の通告がありますので、発言を許します。 

議案第46号について反対討論から行います。 

10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

議案第46号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第１回）について反対討論をさせてい

ただきます。 

まず、今の議会でありましたように、十分な説明がされたとは私は思っていない。この補

正予算は、老人保健特別会計繰入金1,241万6,000円、繰越金63万4,000円、合併市町村地域資

源活用事業補助金500万円、合計1,805万円の歳入があるんですね。 

歳出は、地域づくり推進事業500万円、天城温泉会館のボイラーの交換に180万円、狩野川

記念公園グラウンドの外灯の修繕に25万円。合計705万円の算出なんです。正直言って、狩野

川記念公園の補修をやってくれるということは大変ありがたい。しかし、私は再三この補修

をね、一体どこがやってくれるのか調べて、やっと１年がかりでですね、これね、そういう

状況であったということを指摘しておく。 

さて、地域づくり推進事業500万円。今の説明ではさっぱりわからん。もっと詳しく説明し

なさい。さて、収入と歳出の差額1,100万円は何に使われるんですか。何の説明もない。何に

も使われていない。この1,100万円は、財政調整基金として保全しておくべき財産ではないん

ですか。会計管理者、財政調整基金の５億円は今どこにあるんですか。ないんですか。地域

づくり推進事業の500万円は、500万円の補助金がついたから算出されるものと思います。 

歳出について、しっかり説明してください。資料ぐらい出しなさい。何にも持ってこない。 

ボイラーの交換の必要性。まず自分らでやってみなさい。なぜできないんですか。たった

100万円の修繕料じゃないですか。100万円ぐらいの修繕ぐらい自分でやってみなさい。自分

の車で100万円位の修繕を自分でやる人だっているんですよ。これは、大切な財政調整基金を

使った修繕なんです。わずか３ヶ月で440万円に跳ね上がっているんですよ。未だに16年の台

風22号の被災復旧もできない、我が伊豆市で、もっとも復旧をしようともしていない。到底、

認められる予算ではありません。 

反対討論を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、議賛成討論を行います。 

25番、遠藤正寿議員。 

〔２５番 遠藤正寿君登壇〕 

○２５番（遠藤正寿君） 私は、平成19年度一般会計補正予算（第１回）について賛成討論を
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行います。 

ご承知のとおり、伊豆市は平成16年４月に合併をいたしまして、海のない修善寺地区、天

城湯ケ島地区、中伊豆地区は、天城山系また達磨山山系を自然を売り物にしておりましたし、

また土肥地区は駿河湾に面した海をメーンにアピールしてまいりました。それぞれの地域が

互いに交流があっても、海というものを身近に感じることはなかったように思います。この

合併を機に、合併市町村地域資源活用事業は、海のなかった住民と土肥地区の交流体験を目

的とし、合併後初めて、海の地域と山の地域の交流事業であります。３年を経過した今、旧

４町が合併した喜びを再確認するこれからの伊豆市が、より一層、一体感を醸成するものと

思っております。 

また費用につきましても、全額、地域活性化センターからの補助金で賄われると聞いてお

ります。この財源内訳を見たとおりでございます。この事業を契機に、伊豆市の市内の交流

がますます活発な地域交流が広がっていくことと思います。 

また、この補正予算第１回は、緊急性並びに平成18年度事業の精算に基づく補正を基本に

つくられております。老人保健会計よりの精算繰入、また天城湯ケ島温泉会館特別会計への

繰出金、狩野川記念公園等のグラウンドの防犯灯の修繕といった緊急事業に対応した補正予

算でございますので、ぜひとも、皆さんのご判断で賛成していただきたいと思っております

のでよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 次に、議案第48号について、反対討論から行います。 

10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 議案第48号 平成19年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計補正予算

（第１回）について、反対討論をさせていただきます。 

この予算は本当に必要なのでしょうか。予算がついたからボイラーを取り替える。伊豆市

では、市道31338号線は未だに台風で被災したままです。流されたままです。市長は災害復旧

の責任を果たしていません。市民が、市民の力で復旧させたところもあります。市長は、災

害復旧の責任を放棄しています。ギブアップしましたか。その一方、十分な説明がないまま、

ひょっとして違法な随意契約が行われるんではないでしょうか。ボイラー修理に440万円の支

出を認めることはできません。これは100万円で、修理が可能なんではないんですか。 

 自分たちで補修できないでしょうか。この施設の管理は、聞いたところでは、どうもして

いない。この間は確か錆びたと言っていたんですね。きょうは水が漏れる。そのたびに言う

ことが違う。違法な随意契約が行われないことを祈って、反対討論を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に賛成討論を行います。 

21番、大川孝議員。 

○２１番（大川 孝君） 21番、大川孝。 

議案第48号 平成19年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計補正予算（第１回）につきまし
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ての賛成討論を行います。 

まず、340万円の補正でございますが、一般会計からの繰入金として180万円、それから前

年度からの160万円、合計340万円ということでこの使い方につきましては、49ページにござ

いますとおり、ボイラー２基分、新品の取替え工事費440万円となっております。440万円の

支出だと100万円足りませんが、19年度当初予算の方の205ページで、修繕費として165万円が

計上してあります。その修繕費から100万円を用意するということです。早く取りかえないと

今でも水、灯油、電気料がふえて、非常に経費が加算しているようでございます。 

こうした中、この施設に当たりましては、かねがねその運営についてはいろいろと議論が

ございます。メンテナンス等もですね、やはり自分たちでできる軽微なものにつきましては、

体得をして、やって少しでも経費を節減すると言うことも大事でございます。 

昨今の温泉ブームで同業者も多い中、単純な温泉入浴ばかりでなく、予防医学的な温泉療

養を兼ね備えた施設で、伊豆市のウエルネス産業の一翼を担う事業所として、発足間もない

ですが利用ファンもふえているようです。温泉入浴、運動、健康食、自然体験等通じて若い

人はもちろんのこと、特に多くの中・高齢者に利用していただくことも医療費の軽減につな

がるものと思います。レストランも直営になりまして、メニューも健康食に気を配り工夫さ

れているようです。 

ただ、今後も懸念されることは、いかに多くのお客さんを呼ぶかということです。職員は、

死に物狂いで、親方日の丸的な考えを捨て、意識改革をし、ＰＲの仕方や抜本的営業力の見

直しなど奇抜な集客方法を行うことが大事です。 

お客様の行列を期待して、賛成討論とさせていただきます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、討論を終了いたします。 

これより分割採決をいたします。 

まず、議案第46号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第１回）を採決いたします。 

本案について、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第47号 平成19年度伊豆市老人保健特別会計補正予算（第２回）を採決いたし

ます。 

本案について原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 

次、議案第48号 平成19年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計補正予算（第１回）を採決

いたします。 
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本案について、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第４９号の質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第４、議案第49号 伊豆市消防団員等公務災害補償条例の一部改

正についてを議題といたします。 

これより質疑を行います。 

質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結します。 

お諮りいたします。 

本案については、会議規則第37条第２項の規定によって、委員会付託を省略することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 異議がありませんので、よって委員会付託を省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより議案第49号 伊豆市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について採決いたし

ます。 

本案について、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第５０号、議案第５１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第５、議案第50号 伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する条例の一部改正についてと日程第６、議案第51号 伊豆市指定管理者審査会条例の

制定についての２議案を一括して議題といたします。 

本案については、本定例会の初日に上程され、総務常任委員会に審査を付託してありまし

たので、委員長の報告を求めます。 

総務委員会委員長、塩谷尚司議員。 

〔総務委員長 塩谷尚司君登壇〕 

○総務委員長（塩谷尚司君） 18番、塩谷です。 

ただいま議長から報告を求められました、議案第50号 伊豆市公の施設の指定管理者の指

定の手続等に関する条例の一部改正について及び議案第51号 伊豆市指定管理者審査会条例
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の制定について、主な審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

まず、市長より、指定管理者制度を導入し、現在良い方向へ進んでおりますが、施設は市

のものであり、すなわち、市民のものですから、これを正しく運営するために常に監視し、

修正すべきところは修正し、指定管理者に対し意見を申し述べるところは申し述べ、改善し、

よりあるべき姿、市の施設としていい姿になるようにしていくことが必要であろうと考えま

すとのあいさつがありました。 

引き続き当局からの補足説明がありました後、質疑を行いました。 

当議案の審議において、質疑のありました主なものでございますが、まず、委員より審査

会での審査結果は議会報告をするかとの質問に対し、この審査会は市長の諮問機関なので市

長に答申する形になります。市長がその段階で、今現在の会社あるいは法人が適正であるか

ないか、次の時に公募するのか、公募によらないで、さらにこの事業者に継続してやってい

ただくのか、そういった資料になります。いずれにしても、行政報告なり、何らかの形で、

報告されるということになりますとの説明がありました。 

次に、委員より審査会委員の選定に当たり、市長が、他に委嘱あるいは任命してある委員

会の委員とダブらない方法が良いと考えるがその辺の配慮はあるのかとの質疑ついて、経営

のことなので専門的なことが絡みますので、有識者でないと難しいと思います。今考えてい

る市民委員というのは、商工会長さんとかそういった方にお願いしようかと思っていますの

で、そういう部分では、多少ダブるかもしれませんとの答弁がありました。 

さらに委員より、指定管理者の審査は毎年行うのか。期間を定めてあるのか。との質疑に

ついて、指定管理をする場合には、協定を結んであります。その協定書の中に毎年、決算報

告書とか、事業報告書等の提出義務があります。ただ、実務的に見ると、安全面のチェック

体制とか、本当にサービスが良かったのか悪かったのか。そういった部分でのものはないわ

けでございます。指定期間は、施設により３年、５年、10年のものがあります。例えば、指

定期間３年のものは２年目に評価をし、それでいいという場合は、翌年公募しなくてもいい

わけですが、駄目となったときには仕事がなくなることになるので、早目にある程度の方向

を出し、対応していくしかないと考えます。また、件数がたくさんあると、実際問題、担当

部局の評価、あるいは幹事会の評価としても、仕事の質が下がってしまいます。極力、余裕

を持ってやるということになると３年、５年のものについては、第１次、第２次の評価を行

い、審査会にかけて、ご了解をいただいたほうが良いと考え、今回こういう評価体制を策定

いたしました。なお、指定期間10年の地区集会場関係については、もうある程度、地区のも

のでございますので、その協定書に基づくチェックだけを担当部局がすればよいと考えます

との答弁がありました。 

以上の審査経過を得まして、討論採決を行った結果、付託されました議案第50号及び議案

第51号につきましては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 
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以上、議案第50号及び51号についての報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、総務委員長の報告は終わりました。 

これより暫時休憩いたします。 

この休憩中に、ただいまの委員長の報告に対し質疑、討論のある議員は、通告書を議長に

提出をお願いいたします。 

 

休憩 午前１０時１２分 

再開 午前１０時１７分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

ただいまから議案第50号 伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一

部改正についてと議案第51号 伊豆市指定管理者審査会条例の制定についての質疑、討論を

行います。 

これより質疑に入ります。 

質疑の通告がありますので、これを許します。 

10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

議案第50号と51号について質問をさせていただきます。 

委員長の説明ですと、指定管理者について相当詳しい論議がされたと思うんですけども、

施設とか管理期間等、ちょっとわからない面がありますので、どういう施設を何年ぐらいし

て管理させるのか、そういうのがおわかりでしたら教えていただきたい。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

総務委員長。 

〔総務委員長 塩谷尚司君登壇〕 

○総務委員長（塩谷尚司君） お答えいたします。 

これについては、総務委員会で資料を見せてもらいまして、皆さんご承知のとおり、議員

控え室の方に指定管理者の場所とか、契約年数とかが書いたものが提示してありますので、

後ほど、見てもらいたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、通告による質疑は終わりました。 

これより討論に入ります。 

討論の通告がありますので、発言を許します。 

賛成討論を行います。 

26番、木村建一議員。 
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〔２６番 木村建一君登壇〕 

○２６番（木村建一君） 議案第50号、51号、一括して賛成討論を行います。 

一言で言って、指定管理者の制度をどういう風に変えていくんだと、改革の提案というふ

うに私は受け取りました。 

住民と議会がチェック機能を果たすためには、直接事業者から事業執行状況を聞いたり、

また、事業の実施条件についての決算資料を求めることなどが必要なんですが、今現在は、

委員長報告がありましたように、指定管理者の事業執行の管理は市長が行うだけということ

で、議会の報告ということが制度化されてない。そういうことの改善すべき点はあるんです

が、議題外でございますので、感想に述べさせていただきます。 

今回の提案の主な内容は、私は指定管理者審査会の役割をどういうふうにやっていくのか

ということに判断いたしました。市長からの提案に対する指定管理者の今までどおりの審議

だけでなくて、指定管理者が事業を行った結果に対する評価審査を行うという提案は、審査

会の役割を前進させるものとして賛成いたします。住民の福祉の増進を目的として、そのよ

うに供すると定義されている公の施設として市民サービスの維持向上がどうなるのかという

ことを通じて、諸経費の縮減が指定管理者の選定、さらには、評価基準にあるのだという提

案として受け止めました。 

以上で賛成討論を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 引き続いて賛成討論を行います。 

11番、古見梅子議員。 

〔１１番 古見梅子君登壇〕 

○１１番（古見梅子君） 11番、古見梅子議員。 

議案第50号、51号に対し、賛成の立場で討論いたします。 

この条例は、指定管理者の候補者の選定をする審議会を改め、評価を加え新たに指定管理

者の選定及び評価をする伊豆市指定管理者審査会条例の制定であります。今まで指定管理者

の選定のみであった審議会を、指定管理者のチェック機能が必要であることから評価を加え

たもので、その評価は、庁舎内の１次、２次評価を経て審査会に報告し、市長に答申するこ

とでよりよい指定管理者の指定になるものと考えられます。 

過日、６月８日、伊豆市振興公社事業報告を受けました。その事業内容は、年間大変な努

力をされ健全な管理運営がなされていることがうかがえました。 

指定管理者制度を導入し、現在よい方向に進んでいるとき、なお一層伊豆市指定管理者審

査会条例の制定は、見習うべき伊豆市の指定管理者制度にしていきたいという意欲を感じま

す。 

今後もまず、利用者が安全で安心して利用できる施設であるように願い、賛成討論といた

します。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、討論を終了いたします。 
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これより採決いたします。 

議案第50号 伊豆市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正につい

てと議案第51号 伊豆市指定管理者審査会条例の制定についてを一括採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。 

委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

よって、議案第50号並びに議案第51号は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第５２号の質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第７、議案第52号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正につい

て議題といたします。 

これより質疑を行います。 

質疑の通告がありますので、これを許します。 

10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

議案第52号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正について、私の質問通告書は第14条の

改正内容の説明を求めるとだけしか書いてないんですね。先ほどの企画部長のような答弁で

すと大変困ります。私は直接市民環境部長に、こういう内容を答えてくれと言ってあります

ので、これは増税ではないのかなと、さっき言いましたね。そういうことでありますので、

詳しくご説明いただきたい。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市民環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 

○市民環境部長（福室恵治君） 資料につきましては、60ページをお願いしたいと思います。 

第14条の改正について、ご説明をいたします。 

国民健康保険税条例第14条の規定につきましては、一定の所得水準に満たない世帯に対す

る均等割額、平等割額の減額の規定であります。減額対象となった世帯におきます、課税額

は第２条で算定いたしました、基礎課税額から減額される額を控除して算定しますが、この

場合についても、限度額を53万円を56万円とするものでございます。 

事業所得につきます損失繰越などで、事業所得額はないが、事業用資産に対する固定資産

税額が多額な場合は、資産税額と減額後の均等割額が平等割額を合算すると、限度額を超え

る場合が想定されるため、第２条と同様に規定をするものでございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 
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○１０番（森 良雄君） 再質問をさせていただきたいんですけど、詳しく説明していただい

てありがとうございますと言いたいんだけど、何が何だかさっぱりわからない。 

これは確か、お隣の伊豆の国市でも同じような議案が出されて可決されたというふうに見

受けるんですけども。この53万円から56万円になった。いわゆるこの56万円というのは、今

まで53万円でよかった人が今度は56万円税金を払わなければということなのか、それとも、

これに付随する何らかの健康保険税の納税額が決まってくるのか。どのぐらいの増税になる

のか。その辺を聞きたい。 

それと、これ各自治体と同じようなことをやっているんだったら、上位法が改正されたの

かどうか。同じような算定基準が示されたのかどうか。お伺いしたい。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） まず、上位法の改正があったのかどうかということでござい

ますが、私の方で当初この提案理由の中でご説明したように、平成19年２月21日に公布され

まして４月１日より施行されたということでございますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

それからもう一つ、どれくらいの増税かということでございますが、増額になるかと言い

ますが、19年度の試算につきましては事実上無理でございますので、それはしてございませ

ん。なお、18年度ベースで見てみますと、この質問にあります14条規定につきましては、該

当はないと思われます。 

それから、第２条関係に該当する者にあっては、18年度には243件が該当されています。 

したがいまして、その方たちが、19年度はどういうベースで持ってくるのか、所得が変更し

ますので、19年度にあっては本算定を待たないと数字が出ないということでございますので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 以上で通告による質疑は終わりました。 

お諮りいたします。 

本案については、会議規則第37条第２項の規定によって、委員会付託を省略することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 異議なしと認めます。 

よって、委員会付託を省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論の通告がありますので、これを許します。 

賛成討論、26番、木村建一議員。 

〔２６番 木村建一君登壇〕 

○２６番（木村建一君） 議案第52号提案理由の中でありました、国保税の上限を53万円から
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56万円に引き上げるいう提案ですけども、冒頭の提案の理由の中の一つとして、幾つかあり

ましたが、負担の公平というのが提案理由の中で述べられました。私は、負担の公平とは何

かっていうことをしっかりとつかんでいないと、そのとらえ方によっては間違った方向に行

きかねないと思います。医者にかかるのが多ければ、利益を受けているのだから払うのが当

たり前という、そういう意味での負担公平はあります。いわゆる受益者負担の問題です。 

 応益割です。これでは、今、ニートの問題とか格差社会というのが言われておりますけれ

ども、いわゆる金がなければ、ますます病院に行けなくなってしまう。それが本当に負担の

公平なのかと思うと、私はそうじゃないと思います。税のあり方というのは、応能割が原則

です。これが今、だんだんと崩されようとしていますけども、能力において払っていくとい

う事を原則にすべきです。こういう立場から、今回の提案に賛成をいたします。 

上限額を散漫にすればあくまでもこれは今、部長がお話してましたけども、まだ本算定が

できてないもんですから仮の状況だよということで、担当課の方に行って説明を聞きました

けども、約700万円の国保税がプラスされるということなんですが、まだ、正式ではありませ

ん。この700万円が増えることによって、市の国保会計根本的解決には私はならないと思いま

す。高過ぎる社会保険料の根源には、国の社会保障への責任放棄があります。国保では、20

年間で１兆6,000億円も減らされた国保負担を、せめて400円に戻せば、全国民一人当たり、

１万円の値下がりになるんです。市の担当職員も、ある意味では国保会計どうしようかと、

収入支出のバランスをどうしようかということで、少しはその心配が和らぐのではないだろ

うかということを述べて、賛成討論といたします。 

○議長（堀江昭二君） これにて討論を終結いたします。 

これより議案第52号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正について採決いたします。 

本案について、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 

 

◎陳情第１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第８、陳情第１号、日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に関する意見書の提

出を求める陳情についてを議題といたします。 

本件については、観光経済常任委員会に審査を要請してありましたので、審査の経過と結

果について委員長の報告を求めます。 

観光経済常任委員会委員長、関邦夫議員。 

〔観光経済委員長 関 邦夫君登壇〕 

○観光経済委員長（関 邦夫君） 19番、関邦夫。 

ただいま議長から報告を求められられました、日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に関する意見書の
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提出を求める陳情について、６月12日、全委員出席のもとに観光経済委員会を開催し、審議

した結果、その願意を妥当と認め、全会一致をもって、採択すべきものと決しましたので報

告します。 

○議長（堀江昭二君） 以上で委員長報告は終わりました。 

これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

質疑なしと認め、質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

委員長報告のとおり採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認めます。 

よって、陳情第１号は委員長報告の通り採決することに決しました。 

 

◎発議第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第９、発議第５号 日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に関する意見書の提

出についてを議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。 

鈴木基文議員。 

○２番（鈴木基文君） それでは日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に関する意見書の説明をいたします。 

まず、発議第５号伊豆市議会議長堀江昭二様。提出者といたしまして、観光経済委員会の

委員全員が提出者と賛成者になっております。 

内容ですけども、朗読いたします。 

日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に関する意見書。 

本年４月から開始された日豪ＥＰＡ（経済連携協定）及びＦＴＡ（自由貿易協定）交渉に

対し、豪州政府は農産物も含む関税撤廃を強く主張するとみられています。豪州政府の要求

通り、農産物の輸入関税が全面的に撤廃されるようなことになれば、政府の試算でも、肉牛、

酪農、小麦、砂糖の主要４分野で約8,000億円もの打撃を受け、関連産業や地域経済への影響

を含めると、２兆から３兆円規模になるとされています。 

また、食料自給は30％台に低下するなど日本の農業と食料は壊滅的な打撃を受けることに

なり、農林業の多面的機能が失われ、農山村の崩壊、国土の荒廃、環境の悪化を招くことに
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なります。 

また、豪州では、昨年の干ばつによって大減産となったように農業生産条件は極めて不安

定であり、これに安易に依存することは、世界的な食料不足、危機が心配されている中で、

日本の食料安全保障を危うくする結果を招きかねません。 

よって、政府においては、日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に当たり、下記の事項に特段の措置を

講ずるよう強く要望する。 

記。 

１、日豪ＥＰＡ、ＦＴＡ交渉に当たっては、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの農林水

産物の重要品目を除外するとともに、万一これが受け入れられない場合は、交渉を中断する

こと。 

２、農産物貿易交渉は、農業・農村の多面的機能の発揮と国内自給による食料安全保障の

確保を基本とし、各国の多様な農業が共存できる貿易ルールを確立すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

平成19年６月21日。 

静岡県伊豆市議会。 

提出先は、内閣総理大臣、農林水産大臣、外務大臣。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

これより、本意見書について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより、発議第５号について採決いたします。 

お諮りいたします。 

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立多数。 

よって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 

 

◎発議第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第10、発議第６号 下水道整備の促進に関する意見書の提出につ
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いて議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

飯田宣夫議員。 

〔１５番 飯田宣夫君登壇〕 

○１５番（飯田宣夫君） 15番、飯田宣夫です。 

発議第６号の下水道整備の促進に関する意見書につきまして、提案理由を述べさせていた

だきます。 

お手元の資料にありますとおり、提出者、賛成者は、お手元のとおりでございます。 

提案理由を述べさせていただきます。 

下水道は、生活環境の改善、公衆衛生の向上、良好な水環境の回復保全を図る社会基盤整

備でありますが、市町村の規模による下水道普及率の地域格差は大きい状況にあります。50

万以上の都市と10万未満の都市との比較では半分以下であり、本市は50.8％で、大きく下回

っているわけです。 

現在、市町村の財政基盤の確保のため、市町村合併を推進していますが、合併後も現在の

水準から大きく向上できないと推測される中で、下水道法施行令により平成19年度末まで、

平成15年４月１日現在での市町村規模による主要な管渠の補助対象範囲が適用されておりま

すが、それ以降については定まっていないのが現状であります。そのために平成20年以降に

おきましても、最低限の社会資本整備を行おうとする場合には、国の市町村合併にかかわる

特例措置の延長が必要となります。ちなみに、補助対象範囲ですが、一般町村の場合は、下

水排除量が日５立米以上が５万人未満の一般市の場合は25立米以上ということになり、大幅

な基準に変更となります。 

なお、この特例措置の延長につきましては、静岡県の提案、要望として国の方へ要望され

ておりますし、また平成19年２月の県議会におきましても、下水道整備の促進に関する意見

書として議員決議が行われております。 

よって、平成20年度予算の概算要求前までに、静岡県全体として特例措置の延長を強く国

へ訴えていくためのものであります。 

以上、伊豆市議会といたしましても、この辺の要望をぜひとも決議いただいて、下水道の

促進を図っていきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

これより本意見書について、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 
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討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより発議第６号について採決いたします。 

お諮りいたします。 

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立多数。 

よって、発議第６号は原案とおり可決されました。 

 

◎決議第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第11、決議第１号 あらゆる暴力行為の根絶に関する決議につい

てを議題といたします。 

提出者から、決議の朗読を求めます。 

22番、三須重治議員。 

〔２２番 三須重治君登壇〕 

○２２番（三須重治君） 日程第11、決議第１号。 

一昨日、全国議長会でもこの内容で決議をされております。また、伊豆市議会も昨日、議

運が開かれまして、これを本日皆さんに決議をしていただきまして、市民中心に広く暴力追

放を呼びかけ、また、公安関係へもアピールをしていきたいという旨で、今日ここに決議を

したいと思いますので、ご賛同のほどをよろしくお願いします。 

それでは趣旨書を朗読いたします。 

あらゆる暴力行為の根絶に関する決議。 

去る４月、伊藤一長、前長崎市長は市長選挙の最中に凶弾に倒れた。 

我々は、現職の市長が銃撃されたことに対し強い衝撃を受けるとともに、地方自治の発展

と住民福祉の向上への決意を等しくするものにとって痛恨のきわみであり、衷心より哀悼の

意を表する。 

選挙期間中の候補者に対する暴挙は、卑劣極まりなく、民主主義の根幹を揺るがすもので

あり、断じて許すことはできない。また、平穏な市民生活に対する重大な脅威であって、強

い憤りを覚える。 

その後も銃器を使用した市民生活を脅かす凶悪事件が相次いで発生している。 

我々、伊豆市議会は、違法または不法な不当要求行為、行政対象暴力に毅然として対処す

るとともに、今回のような事件が二度と起こらないよう、銃器犯罪などあらゆる暴力を社会

から根絶し、安全・安心なまちづくりを推進し、市民の意思の体現である地方自治を守るこ

とを、ここに誓う。 
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以上決議する。 

平成19年６月21日。 

伊豆市議会。 

賛同のほどよろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） お諮りいたします。 

本案については、質疑、委員会付託、討論を省略し、採決したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認めます。 

これより採決をいたします。 

お諮りいたします。 

決議第１号 あらゆる暴力行為の根絶に関する決議について原案に賛成の議員の起立を求

めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって、決議第１号は原案のとおり決議されました。 

 

◎議員派遣について 

○議長（堀江昭二君） 日程第12、議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

お手元に配付してあります資料のように、８月21日開催の平成19年度静岡県市町議会議員

研修会場所、静岡県コンベンションアーツセンターグランシップに全議員を派遣することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 異議なしと認め、資料のとおり議員を派遣することに決定いたしまし

た。 

 

◎日程の追加 

○議長（堀江昭二君） 次に、報告第８号並びに報告第９号 専決処分の報告について（交通

事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定）の追加議案が提出されました。 

これを日程に追加し、追加日程第１並びに追加日程第２として議題にしたいと思います。 

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 異議なしと認めます。 

よって、追加日程第１並びに追加日程第２を議題とすることに決定しました。 
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暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１０時５２分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

◎報告第８号、報告第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 追加日程第１、報告第８号 専決処分の報告について（交通事故に伴

う和解及び損害賠償の額の決定）、追加日程第２、報告第９号 専決処分の報告について（交

通事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定）を一括して議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 報告第８号及び報告第９号専決処分２件に関する提案理由を申し上げ

ます。 

今回、報告するものは交通事故関係２件であり、いずれも和解及び損害賠償の額が決定し

たため、報告するものであります。 

詳細につきましては、総務部長から説明をさせます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますのでこれを許します。 

総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、事件の報告案件につきまして補足説明をいたします。 

２件の交通事故、公用車の事故によります報告２件でございます。 

この会期中に、相手方との和解それから損害賠償の額、これらを決定いたしまして、これ

を専決いたしましたので、本議会に追加議案として報告を申し上げるものでございます。 

２案件とも状況が似ておりまして、公用車がいわゆる優先道路といいますか、県道または

国道を直進中、わき道から出てきた車に追突された、あるいは接触事故を起こしたという状

況のもの２件でございます。いわゆるもらい事故といいますか、それに係る処置になります。 

まず１点目の案件でございますが、２ページ目でございます。損害賠償の額につきまして

は、3万4,551円ということで、これがいわゆる相手方の車の損害額17万2,757円に対する２割

相当分の過失分ということの額でございます。相手方は、市内の柏久保の方で、個人でござ

います。事故発生場所は、柏久保の507番ということでございまして、３ページの図面の方を



 

－154－ 

まず見ていただきたいと思います。発生場所でございます。柏久保のですね、県道、紀平医

院さんのやや駅側といいますか、そこの三叉路の部分になります。公用車が県道を走行中に、

相手車両が、わき道から出てきたところに接触したという事故でございます。過失割合とし

て、先ほど言いました、８対２というようなことで、２割分の過失分、これについて相手方

と示談が成立しまして、和解をしたというものでございます。 

続きまして、５ページの案件でございます。これは損害賠償の額、7,410円ということでご

ざいまして、これも相手方の損害額7万4,100円に対します１割でございます。相手方は、伊

豆の国市の個人の方でございまして、事故発生場所は伊豆市の横瀬、いわゆる本庁舎に入り

ます、横瀬駐車場といいますか、そこの三叉路でございます。６ページを見ていただきまし

て、場所は庁舎の入り口といいますか、横瀬の三叉路でございます。公用車が国道でありま

す136号線を、温泉場の方に向かって直進しておりましたところ、相手側の車両が、あそこは

一旦停止になっております。一旦停止を無視して出てきたところを接触したというものでご

ざいます。車が２台書いてございますが、これは前方の車を交わして左側に出ようとしたと

いう状況でございます。これにつきましては、先ほどの過失割合と若干一旦停止を無視した

というようなことで9対１と、こちらが１割の過失割合ということで、その負担分でございま

す。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 質疑なしと認めます。 

以上で質疑を終結いたします。 

以上で本件の報告は終わります。 

 

◎閉会の宣告 

○議長（堀江昭二君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、平成19年第２回伊豆市議会定例会を閉会いたします。 

皆様には長期間に渡り、慎重に審議をいただき、まことにありがとうございました。 

 

閉会 午前１０時５８分 


